
  
 
 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人山口県立病院機構 

令和５年度における業務の実績に関する個別項目別評価書 

 
 

 

 

 

 

 

令和６年８月 

 

山口県 
 

資 料 ４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

１ 中期計画の項目ごとの実施状況 

 

大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 １ 医療の提供 （１）県立病院として対応すべき医療の充実 

 

中

期

目

標 

１ 医療の提供 
県立病院として対応が求められる分野の医療をはじめ、医療需要の変化にも応じて、地域における必要な機能分化・連携強化を図りつつ、質の高い医療を継
続的、安定的に県民に提供すること。 

(1) 県立病院として対応すべき医療の充実 
高度専門医療や特殊医療など県立病院が担うべき医療を県民に提供していくため、次の医療機能を積極的に確保し、その充実に努めること。 

ア 県立総合医療センター 
総合的で高水準な診療基盤を有し、県全体の医療を支える中核的な基幹病院として、最先端医療の導入やデジタル技術の活用に取り組みつつ、次の医療
を提供すること。 

(ｱ) ５疾病等 
        地域の医療機関との役割分担と連携を図りつつ、最先端医療の導入による低侵襲医療をはじめとした、高度急性期・専門医療を提供すること。 
   ａ がん 

がんについては、ゲノム医療など最先端の医療提供体制の整備を図りつつ、手術療法や、放射線療法、薬物療法を組み合わせた集学的治療や緩和ケア
を提供するなど、地域がん診療連携拠点病院としての役割強化を果たすこと。 

    ｂ 脳卒中 
脳卒中等の脳疾患については、専門的な脳血管内治療等を迅速に実施するとともに、幅広い脳疾患への対応の強化を図ること。 

    ｃ 心筋梗塞等の心血管疾患 
心筋梗塞等の心血管疾患については、心血管疾患等への専門的医療を迅速に提供するとともに、最先端かつ低侵襲の術式を導入するなど対応の強化を
図ること。 

    ｄ 糖尿病 
糖尿病については、重度の患者や合併症患者に対して、集約的治療を提供すること。 

    ｅ 精神疾患 
精神疾患については、県立こころの医療センターと連携し、急性期の身体合併症を有する精神疾患患者への対応の強化に向け、検討を行うこと。 

    ｆ その他取り組むべき疾病等 
高齢化の進展への対応及び医療の質の更なる向上等に向けて、重症呼吸不全等の重度・専門的な呼吸器疾患や、高度で低侵襲な人工関節治療などの専
門的医療への取組の強化を図ること。 

(ｲ) ６事業等 
a 救急医療 
救命救急センターとして、24 時間体制の高度な救急医療を提供すること。 
b 災害医療 
基幹災害拠点病院として、重篤患者等に対し、迅速かつ的確に医療を提供するとともに、災害発生時には、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣で
きる体制を確保すること。 
c へき地医療 

  へき地医療拠点病院として、代診医派遣や巡回診療、５Ｇ等のデジタル技術を活用した専門医による遠隔医療の提供を推進するなど、へき地医療の充 
実・強化を図るとともに、へき地医療を担う医療従事者を確保するため、総合診療専門医育成を支援すること。 
d 周産期医療 
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総合周産期母子医療センターとして、地域の医療機関等との連携を図るとともに、リスクの高い妊婦や新生児に対する高度な医療を提供すること。 
e 小児医療 
地域における中核的な小児医療機関として、小児専門医療及び小児救急医療を提供すること。 
f 感染症医療 
新興・広域感染症発生時においては、第一種・第二種感染症指定医療機関として、病床や医療を提供すること。また、新興感染症等の感染拡大時に、
病床の確保等、必要な対策が機動的に講じられるよう、平時からの取組を進め、感染症医療における本県の中核的な役割を果たすこと。 
g その他取り組むべき事業等 
高度生殖補助医療やＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法の実施を推進すること。 

イ 県立こころの医療センター 
精神科医療における本県の基幹病院として、多様な精神疾患ごとに患者本位の医療を次のとおり提供し、早期の症状改善と社会機能の回復を促進するこ
と。 

(ｱ) 精神科救急・急性期医療 
   救急・急性期患者の受入体制を確保するとともに、難治性・重症患者に対する専門医療を提供すること。 

また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神科救急医療等の体制整備に、県や関係医療機関等と連携して取り組むこと。 
(ｲ) 児童・思春期精神医療  

      児童・思春期の精神疾患等に対する専門医療を提供するとともに、児童相談所等の関係機関との連携を図ること。 
(ｳ) 認知症・高次脳機能障害医療 
   認知症疾患医療センターとして、専門医療を提供し、認知症の鑑別診断、専門医療相談などを実施するとともに、高次脳機能障害支援センターとして、

保健・医療・福祉機関等と連携を図りながら地域ネットワークの構築や専門医療相談などを実施すること。      
(ｴ) 災害精神医療  
  災害発生時には、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を派遣できる体制を確保すること。 
(ｵ) 司法精神医療 

医療観察法に基づく指定入院医療機関としての役割を果たすこと。 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

１ 医療の提供 

（１）県立病院として対応すべき医療の

充実 

ア 県立総合医療センター(No.1) 

・ 県民の健康と生命を守るため、県立

病院として、救急医療、周産期医療、小

児医療、へき地医療、災害医療、感染症

医療など、他の医療機関では対応困難な

医療や不採算医療などに対し、積極的に

取り組む。 

 

・ 高度急性期・専門医療を担う県の基

幹病院として、第１・２期計画期間に整

備した集中治療室等の医療基盤や臓器 

・疾患別センター、第３期計画期間に整

備したがん治療の最新の放射線治療機

器を活用し、新たな治療への取組を積極

的に進め、高度専門医療を充実させると

ともに、地域の医療機関等との機能分

化・連携強化を進め、県民により質の高

い医療を継続的に提供する。第４期は、

県民の高齢化に伴い、増加が予想される

がん患者に対し、最先端のロボット手術

支援機器を導入し、低侵襲かつ安全なが

ん治療が提供できるよう積極的に取り

組むとともに、センターの機能強化を図

るため、今後策定される基本構想や基本

計画等に基づいた全面的な建替えによ

る再整備に向けて取り組む。 

 

 

 

 

１ 医療の提供 

（１）県立病院として対応すべき医療の

充実  

ア 県立総合医療センター(No.1) 

・ 県民の健康と生命を守るため、県立

病院として、救急医療、周産期医療、へ

き地医療、小児医療、災害医療、感染症

医療など、他の医療機関では対応が困難

な医療や不採算医療などに対し、積極的

に取り組む。 

 

・ 多くの専門診療科を有する県の基幹

病院として、新たな治療への取組を積極

的に進め、高度専門医療を充実させると

ともに、地域の医療機関等との機能分

化・連携強化を進め、県民により質の高

い医療を継続的に提供する。 

 

・ 専門的な知見を有するコンサルタン

トと総合医療センター職員との協働によ

る取組の成果を、更なる医療の充実や、

経営 基盤の強化につなげていく。  

 

・ 総合医療センターが、将来にわたっ

て、本県の高度急性期・急性期の基幹病

院としての役割を果たせるよう、基本構

想等に基づき、全面的な建替えによる再

整備に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

４  

 

 

 

・県民の健康と生命を守るため、県立病院と

して、救急医療、周産期医療、へき地医療、

小児医療、災害医療、感染症医療など、他の

医療機関では対応が困難な医療や不採算医療

などに対し、積極的に取り組んだ。 

 

 

・県の基幹病院として、高度専門医療を充実

させるととともに、地域の医療機関との連携

を強化し、県民により質の高い医療を提供し

た。 

 

 

 

・専門的な知見を有するコンサルタントと職

員が協働し、新型コロナウイルス感染症の影

響下においても効率的な病床運用に努めた。 

 

 

・「県立総合医療センター機能強化基本構想

検討委員会」への参画や、専門的な見地から

基礎資料作成や検証等により支援を行った

「県立総合医療センター機能強化基本構想」

が、県において、策定された。 

・「県立総合医療センター施設整備基本計画

策定業務委託審査委員会」にて、県が行う業

者選定に、委員として参画するとともに、基

本計画の策定に必要な調査、支援等を実施し

た。 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・医療機能の強化           

・評価項目No.2からNo.19までの総括項目 

                  

【指標達成状況】 

・新入院患者数(人)         評点４ 

(計画10,500人 実績11,055人 105.3％) 

・平均在院日数(日)         評点４ 

(計画14.0日 実績13.4日 104.3％) 

 

■長所及び問題点等 
・ＩＣＵ等の重症化ユニットを運用するための

専門性の高い看護師が十分確保されていな

い。 

・県立総合医療センターが将来にわたって本県

の感染症医療、高度専門医療等の拠点として

中核的役割を一層果たしていけるよう、県が

策定した「県立総合医療センター機能強化基

本構想」や今後策定される基本計画に基づ

き、県や関係機関とも連携を強化し、建替え

をはじめとする機能強化の着実な実現に取

り組む必要がある。 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 
 

指標 R3実績 R8目標 

新入院患者数 9,902人 12,000人 

平均在院日数 14.3日 14日以内 

 

指標 R3実績 R5計画 

新入院患者数 9,902人 10,500人 

平均在院日数 14.3日 14日以内 

 

指標 R4実績 R5実績 

新入院患者数 10,852人 11,055人 

平均在院日数 13.2日  13.4日  

（ア）５疾病等 

ａ がん(No.2) 

・ 山口・防府保健医療圏の地域がん診

療連携拠点病院として、様々な医療従事

者が連携したチーム医療により、進行度

や患者の病態に応じて専門的な医療を

提供するとともに、患者や家族に対する

きめ細やかな相談・支援活動等に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ がんゲノム医療連携病院として、患

者の遺伝子検査及びその情報を基に治

療法を検討するゲノム医療の提供体制

を構築する。 

 

・ がんの早期発見のため、最新医療機

器を活用した全身のがん検診等に取り

組む。 

 

・ 緩和ケア病棟の立ち上げなど、がん

（ア）５疾病等  

ａ がん(No.2) 

・ 山口・防府保健医療圏の地域がん診

療連携拠点病院として、様々な医療従事

者が連携したチーム医療により、進行度

や患者の病態に応じて専門的な医療を提

供するとともに、５大がんの地域パスの

運用を推進する。  

・ リニアックを活用し、がん患者の病

態・病状に応じた適切ながん治療を積極

的に行う。 

 

 

・ また、患者の病態に応じた早期から

の緩和ケアを実施するとともに、患者や

家族に対するきめ細やかな相談・支援活

動等に取り組む。 

 

・ がんゲノム医療連携病院として、患

者の遺伝子検査及びその情報を基に治療

法を検討するゲノム医療の提供体制を構

築する。 

 

・ がんの早期発見のため、半導体ＰＥ

Ｔ－ＣＴ装置を活用し、患者に苦痛や負

担が少ない全身のがん検診等に取り組

む。 

・ 緩和ケア病棟の立ち上げなど、がん

５  

 

・がんの病態に応じ、薬物療法、放射線治療、

胸(腹)腔鏡下手術など高度･専門的な医療を

引き続き提供した。 

・消化器がん 6 件、肺がん 1 件の地域連携パ

スを運用した。  

 

・地域がん診療連携拠点病院として、更新し

たリニアックを活用し、がん患者の病態・病

状に応じた適切ながん治療を積極的に行っ

た。 

 

・緩和ケアチームの回診以外においてもチー

ム内での情報共有に努め、患者や家族に対し、

多職種が協働して相談、支援活動等に取り組

んだ。 

 

・がんゲノム医療連携病院として、原因不明

のがんや希少がんの患者などに対して、がん

遺伝子パネル検査を32件実施した。 

 

 

・山口県初となる半導体ＰＥＴ－ＣＴ装置を

活用し、患者に対して、より正確ながんの早

期診断や低侵襲な検査を660件実施した。 

 

・緩和ケア病棟の立ち上げなど、がん治療か

■年度計画を十二分に達成 

 
【取組達成状況】 

・5大がんの地域連携パスの運用     

・緩和ケア対策の実施               

・外科的治療（手術）                

・内科的治療(薬物治療等)  

・評価項目No.3からNo.4までの総括項目 

      

【指標達成状況】 

・胸腔鏡・腹腔鏡下手術件数(件)   評点５ 

(肺がん・胃がん・大腸がん) 

(計画108件 実績151件 139.8％) 

・放射線治療人数(人)        評点３ 

(計画230人 実績218人 94.8％) 

・薬物療法人数(人)         評点４ 

(計画1,455人 実績1,697人 116.6％) 

・遺伝性腫瘍カウンセリング件数   評点５ 

（計画28件 実績43件 153.6％） 

 

■長所及び問題点等 
・がんの病態に応じ、薬物療法、放射線治療、

胸(腹)腔鏡下手術など高度･専門的な医療を

引き続き提供した。 

 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

治療から緩和ケアまでがん患者に寄り

添った医療提供体制の整備に向けて取

り組む。 
 

指標 R3実績 R8目標 

胸腔鏡・腹腔鏡下手術件数 

(肺がん･胃がん･大腸がん) 
106件 120件 

放射線治療人数 234人 230人 

薬物療法人数 1,442人 1,500人 

遺伝性腫瘍カウンセリン

グ件数 

25件 

 

40件 

 

治療から緩和ケアまでがん患者に寄り添

った医療提供体制の整備に向けて取り組

む。 
 

指標 R3実績 R5計画 

胸腔鏡・腹腔鏡下手術件数 

(肺がん･胃がん･大腸がん) 
106件 108件 

放射線治療人数 234人 230人 

薬物療法人数 1,442人 1,455人 

遺伝性腫瘍カウンセリン

グ件数 

25件 

 

28件 

 

ら緩和ケアまでがん患者に寄り添った医療提

供体制の整備に向けて、人材育成などに取り

組んだ。 
 

 
 

指標 R4実績 R5実績 

胸腔鏡・腹腔鏡下手術件数 

(肺がん･胃がん･大腸がん) 
134件 151件 

放射線治療人数 264人 218人 

薬物療法人数  1,614人  1,697人 

遺伝性腫瘍カウンセリン

グ件数 

21件 

 

  43件 

 

（ａ）固形がん(No.3) 

・ 最先端のロボット手術支援機器等を

導入した低侵襲かつより安全な手術、放

射線療法及び薬物療法の組合せによる

集学的治療をより効果的に実施するた

め､診療体制の充実に努め､部署横断的

な取組を一層推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）固形がん(No.3)  

・ がんの進行度に合わせた過不足の無

い治療を行うため、最先端のロボット手

術支援機器等を活用した内視鏡下手術や

胸腹腔鏡下手術、放射線治療などの低侵

襲治療を進める。局所進行例などにおい

ては、複数の診療科が連携する再建手術

を組み合わせた拡大手術も推進する。 

 

・ 消化器内視鏡センターにおいて、鎮

静下における苦しみや痛みの少ない内視

鏡検査を行い、胃がんや大腸がんを早期

に発見し、低侵襲な内視鏡治療を実施す

る。  

・ 超音波センターにおいて、低侵襲・

高度な画像診断を行い、肝臓がんや膵臓

がんなどに対して早期の診断および治療

を実施する。 

 

・ がん患者の病態に応じたより適切な

がん医療を提供できるよう、がん治療に

４  

・がんの進行度に合わせて、最先端のロボッ

ト手術支援機器等を活用しながら、内視鏡下

手術、胸(腹)腔鏡下手術、放射線治療などの

低侵襲治療を行った。 

・局所進行例については、泌尿器科、婦人科

など、複数の診療科が連携して拡大手術を行

った。 

              

・消化器内視鏡センターにおいて、鎮静下に

おける苦しみや痛みの少ない内視鏡検査を行

い、胃がんや大腸がんを早期に発見し、低侵

襲な内視鏡治療を実施した。 

 

・超音波センターにおいて、低侵襲・高度な

画像診断を行い、肝臓がんや膵臓がんなどに

対して早期の診断を実施した。 

 

 

・医師、看護師、薬剤師、検査技師、作業療

法士、臨床心理士などによるキャンサーボー

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・低侵襲治療の拡充と拡大手術の推進  

・キャンサーボードの体制の充実         

・がん診療体制の充実 

・安全な抗がん剤治療の推進      

・緩和ケアチームによる緩和ケアの推進 

・がん患者の苦痛のスクリーニング 

 

■長所及び問題点等 
・ロボット手術支援機器を活用し、前立腺全摘

除術や腎部分切除術を従来の手術より低侵

襲かつ精度の高い方法で、重篤な合併症を引

き起こすことなく、安全性と治療成績を同時

に向上することができた。 

・泌尿器科、外科、婦人科などの保険適用手術

の拡大とロボット手術件数の増加のため、効

率的な手術室の運用が必要である。 

・消化器病センターにおいては、内科、外科が

連携して高齢者や食道癌などの大手術の患

適 
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・ 緩和ケアチームによる診断時からの

緩和ケアの推進や、緩和ケアを行う病床

の充実などにより、身体症状の緩和や精

神心理的な問題への対応を強化する。 

携わる医療従事者の委員会を組織すると

ともに、キャンサーボードの体制をさら

に充実させる。 

 

 

 

・ 消化器病センターを中心に消化器内

科、消化器外科、リハビリテーション科、

麻酔科（ペインクリニック）の連携を更

に深め、消化器がんの診断から治療、が

んリハビリテーション、 緩和まで切れ目

の無い診療を行う。  

 

・ がん治療後のＱＯＬ低下予防、維持

を目指して治療前のがんリハビリテーシ

ョンを積極的に推進するとともに、術後

の肺炎予防のための口腔ケア、嚥下リハ

ビリも推進する。 

 

・ がんの地域連携パス、キャンサーボ

ードの共有を通して地域の協力医療機関

との連携の強化を図る。 

 

 

 

・ 呼吸器内科の常勤医、腫瘍内科の常

勤医を引き続き募集し、がんの診療体制

の充実を図る。 

 

・ 安全な抗がん剤治療を推進するため、

外来化学療法室を中心に、医師、薬剤師、

看護師、管理栄養士、がん相談支援セン

ターなどとの連携を深め、さらなるチー

ドを 12回開催し、各部署から 40人程度の参

加があった。 

・キャンサーボードの内容を充実させるため、

キャンサーボード運営委員会を 12 回開催し

た。 

 

・消化器病センターにおいては、消化器がん

の患者を対象としたキャンサーボードを毎週

1回開催し、看護師、薬剤師、栄養士、地域医

療連携室などとの連携体制の強化に努めた。 

 

 

 

・がんリハビリテーションについては、リハ

ビリテーション科の協力を受け、積極的に実

施した。また、術後の肺炎予防のため口腔ケ

ア、嚥下リハビリも積極的に推進した。 

 

 

・胃がん、大腸がん、肺がんの患者に対し、

新規でパスを適用開始するなど、がんの地域

連携パスの運用に引き続き努めた。また、キ

ャンサーボードについても、地域の協力医療

機関とのさらなる連携を図った。 

 

・がんの診療体制の充実を図るため、呼吸器

内科の常勤医、腫瘍内科医を引き続き募集し

た 

 

・外来化学療法室を中心としたチーム医療を

円滑に機能させ、安全な抗がん剤治療を実施

した。 

 

者に対して積極的に術前よりがんリハビリ

テーションを実施した。 

・消化器内視鏡センターにおいて、鎮静下にお

ける苦しみや痛みの少ない内視鏡検査を行

い、胃がんや大腸がんを早期に発見し、低侵

襲な内視鏡治療を実施した。 

・超音波センターにおいて、低侵襲・高度な画

像診断を行い、肝臓がんや膵臓がんなどに対

して早期の診断を実施した。 
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 ム医療の実践を行う。 

 

・ 緩和ケアチームを中心に、適宜、多

職種間での症例検討を行い、身体症状あ

るいは精神症状の専門医と連携する。ま

た、緩和ケア研修会等を継続し、多職種

間の連携を図るとともに、がん治療に関

するミニ講座を開催するなど引き続き患

者への啓発活動を行う。 

 
 
・ がん患者の苦痛のスクリーニングを

外来・入院ともに行い、緩和ケアチーム

による支援を行う。 

 

 

・院内緩和ケア研修会や緩和ケア講演会を実

施した。 

・多職種メンバーによる症例検討会を毎月 1

回開催した。 

・多職種緩和ケアチームの回診を毎週 1 回開

催した。 

・ＰＥＡＣＥ ＰＲＯＪＥＣＴに準じた緩和

ケア研修会(11月)を実施した。 

 

・非がんも含めた入院及び一部の外来患者に

対し、苦痛のスクリーニングを積極的に行い、

緩和ケアチームによる支援を行った。 

（ｂ）血液がん(No.4) 

・ 薬物療法を中心とし、手術・放射線・

造血幹細胞移植を組み合わせた集学的

治療を効果的に実施するため、診療体制

の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 血液悪性疾患については、新規治療

に積極的に取り組み、治療成績の向上に

努める。 

（ｂ）血液がん(No.4)  

・ 血液がんに対する薬物療法について

は、当院で完結できる治療環境を維持し、

外来薬物療法については、治療成績の向

上を図る。  

 

・ 同種造血幹細胞移植については、山

口大学医学部附属病院などの移植センタ

ーとの連携を継続して、同種造血幹細胞

移植の必要な患者に対しての治療環境を

維持する。 

 

・ 放射線療法は適応症例に対して積極

的な導入を継続して行う。 

 

 

・ 血液悪性疾患に対して新規治療薬剤

を積極的に導入し、常に最新の治療法が

提供できるように治療環境の整備を行

３ 

 

 

・薬物療法については、入院、外来とも当院

で完結できる十分な治療環境を維持した。 

 

 

 

・同種造血幹細胞移植については、患者 3 人

の移植センター（山口大学医学部附属病院）

への紹介、移植後患者 3 人の受け入れなど、

移植センターと連携した対応を行った。 

 

 

・悪性リンパ腫や多発性骨髄腫患者に対して、

根治的治療や症状緩和的治療のための放射線

治療を18件行った。 

 

・多発性骨髄腫に対してはダラツムマブ、イ

サツキシマブなどの抗体医薬療法、急性骨髄

性白血病にはベネトクラクス＋アザシチジン

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・血液がんに対する治療環境の整備     

・新規治療薬の提供及び治療成績の改善 

 

■長所及び問題点等 
・薬物療法については、当院で治療を完結でき

る体制を維持した。同種造血幹細胞移植につ

いては、移植センターと緊密に連携して診療

を行った。 

・県外の医療機関と連携して、新規治療や最新

治療を提供できる体制を維持した。 

適 
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い、引き続き治療成績の向上を図る。 療法やギルテリチニブ療法への取り組みを行

った。中枢神経原発悪性リンパ腫に対しては

自家末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療

法を新規に導入した。 

ｂ 脳卒中(No.5) 

・ 脳卒中などの脳血管疾患に対する専門

的な血管内治療を迅速に実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 脳卒中センターにおいて、様々な医療

従事者が連携したチーム医療により、総合

的で質の高い医療の提供を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 県内のてんかん治療の中核となるて

んかん支援拠点病院として、難治性てん

かんに対する高度専門医療の提供を推

進するとともに、関係機関と連携した支

援体制を構築する。 

ｂ 脳卒中(No.5)  

・ 脳動脈瘤（破裂、未破裂）、脳主幹

動脈狭窄症などに対する専門的な脳血管

内手術治療を引き続き実施するととも

に、頭蓋内ステント留置術についても実

施していく。 

 

・ 脳卒中地域連携パスを拡充し、地域

連携を強化する。 

 

 

 

・ 脳卒中センターにおいて、内科と外

科が連携するとともに、多職種が協働し、

脳・神経疾患の迅速かつ適切な診断と治

療を提供し、患者に安心して質の高い医

療を提供できる体制をより強固にするよ

う取り組む。 

 

 

 

 

 

・ てんかん支援拠点病院として、てん

かん及び脳波専門医が中心となって小児

から成人・高齢者までの診断、更に内科・

外科的治療に対応できるシステムを構築

し、脳波ビデオ同時記録装置や高密度脳

４ 

 

 

 

・脳血管内手術を62件（うち、頭蓋内ステン

ト留置術は18件）行うとともに、脳動脈瘤の

外科治療（コイル20件、クリッピング11 件）

を迅速に行った。 

 

 

・地域連携パスは、山口市や周南市まで引き

続き適応させており、情報共有の強化につな

がった。また、介護施設への情報提供を行い、

連携を強化した。 

 

・脳卒中センターにおいて、内科や外科、病

理診断科等が合同で病理カンファレンスを毎

月1回開催した。 

・診療部長、師長等による病棟連絡会議を年1

回開催し、センターの運営方針を検討した。 

・多職種の医療従事者による症例カンファレ

ンスを毎週行い、多職種連携を推進し、急性

期高度神経疾患の診療に対応した。   

・脳卒中センターにおいて、てんかん・脳波

カンファレンスを年4回開催した。 

 

・難治例については、当センターが国内で初

めて導入した高密度脳波検査や、県内の病院

では3施設のみ実施が可能な脳波ビデオ同時

記録検査を行うことにより、全国レベルの高

度な医療を提供した。 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・脳血管内手術治療          

・脳卒中地域連携パスの拡充      

・脳・神経疾患センターの運用    

   

【指標達成状況】 

・脳血管内手術数(件)        評点２ 

（計画71件 実績62件 87.3％) 

・脳波ビデオ同時記録検査件数    評点４

（計画89件 実績103件 115.7％） 

 

■長所及び問題点等 
・患者の状況に応じて脳血管手術治療を迅速に

行うとともに、多くの患者に対して適切な脳

動脈瘤の手術を行った。 

・地域連携パスは、山口市や周南市まで引き続

き拡大して適応させており、情報共有の強化

につながった。 

・多職種による連携が進み、脳波判読や術中神

経モニタリングなどのタスクシフトを行っ

た。 

・難治性てんかんについては、高密度脳波計や

脳波ビデオ同時記録装置を活用した専門医

による高度な診療及び外科治療を実施して

いる。 

・各都道府県で１医療機関のみに指定されるて

適 
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・ ＨＣＵ等の専用病床を設置し、幅広

い脳疾患に対応する脳神経疾患センタ

ーの新設に向けて取り組む。 

 

指標 R3実績 R8目標 

脳血管内手術件数 70件 80件 

脳波ビデオ同時記録検査

件数 

83件 

 

110件 

 

波計を活用することにより、難治性てん

かんに対する県内トップレベルの質の高

い診断と治療の提供を推進するととも

に、関係機関と連携した支援体制を構築

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＨＣＵ等の専用病床を設置し、幅広

い脳疾患に対応する脳神経疾患センター

の新設に向けて取り組む。 

 

指標 R3実績 R5計画 

脳血管内手術件数 70件 71件 

脳波ビデオ同時記録検査

件数 

83件 

 

89件 

 

・不随意運動症に対する定位脳手術は県内で

トップクラスの件数を誇る。      

・てんかん支援拠点病院として、県内の主要

関連施設および患者関係者と山口県てんかん

治療医療連携協議会を開催した。 

・世界規模の抗てんかん薬の治験に参加し、

新薬の開発に協力している。 

・脳卒中とてんかんについて、県民公開講座

を開催し、県民への情報発信と普及啓発を行

なった。 

 

指標 R4実績 R5実績 

脳血管内手術件数 74件 62件 

脳波ビデオ同時記録検査 

件数 

81件 

 

103件 

 

 

・「県立総合医療センター機能強化基本構想

検討委員会」の意見を踏まえ、ＨＣＵ等の専

用病床を設置するなど、幅広い脳疾患に対応

する脳神経疾患センターの新設に向けて協議

した。 

んかん支援拠点病院として、医療機関、行政、

患者およびその関係者との連携強化に寄与

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 心筋梗塞等の心血管疾患(No.6) 

・ 急性心筋梗塞などの虚血性心疾患、

大動脈瘤などに対し、循環器内科と心臓

血管外科・外科が中心となって専門的な

治療を迅速に実施する。また、県央部に

おける急性心筋梗塞の医療連携体制の

構築に取り組む。 

 

 

 

 

c 心筋梗塞等の心血管疾患(No.6)  

・ 急性心筋梗塞などの虚血性心疾患、

大動脈瘤などに対し、必要に応じ、拡張

した心血管カテーテル治療室において、

より精密な治療を行った上で、循環器内

科と心臓血管外科・外科が中心となって

迅速に処置するとともに、理学療法士な

ど多職種の連携によるリハビリテーショ

ン機能の充実を図る。また、紹介患者の

積極的な受入れ及び急性期医療後の患者

の逆紹介を推進し、県央部における急性

３ 

 

 

・専門的な治療が迅速に行えるよう虚血性心

疾患地域連携パスや、心臓リハビリテーショ

ンプログラムを運用し、診療体制を充実させ

た。 

・心血管カテーテル治療室において、心臓疾

患に対する専門医療を提供した。 

 

 

 

 

■年度計画を概ね達成 
【取組達成状況】 

・内科的・外科的治療体制の充実        

・心大血管リハビリの充実       

    

【指標達成状況】 

・経食道心エコー件数(件)      評点１ 

(計画164件 実績110件 67.1％) 

・経皮的冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置術件数(件)  評点５ 

(計画235件 実績286件 121.7％) 

・大動脈ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術件数(件)   評点５ 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

経食道心エコー件数 152件 200件 

経皮的冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置術件数 230件 250件 

大動脈瘤ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術件数 48件 60件 

心臓外科手術件数 27件 50件 

 

・ 心臓病センターにおいて、近年、増

加している心不全の急性増悪などに対

し、総合的で質の高い医療の提供を推進

する。 

 

・ 専用ＣＣＵを整備するとともに、最

新の医療技術を導入し、心臓病センター

を心臓血管治療センターへ改組し、専門

的な医療提供体制の強化に向けて取り

組む。 

 

・ 弁膜症・重症心不全に対し、マイト

ラクリップなどを導入した最先端かつ

低侵襲な治療が行える実施体制の構築

に向けて取り組む。 

心筋梗塞の医療連携体制をより強固にす

るよう取り組む。 

指標 R3実績 R5計画 

経食道心エコー件数 152件 164件 

経皮的冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置術件数 230件 235件 

大動脈瘤ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術件数 48件 51件 

心臓外科手術件数 27件 40件 

 

・ 心臓病センターにおいて、内科・外

科の区別なく循環器内科と心臓血管外科

が一体となった心臓疾患の高度専門医療

の提供を行う。 

 

・ 専用ＣＣＵを整備するとともに、最

新の医療技術を導入し、心臓病センター

を心臓血管治療センターへ改組し、専門

的な医療提供体制の強化に向けて取り組

む。 

 

・ 弁膜症・重症心不全に対し、マイト

ラクリップなどを導入した最先端かつ低

侵襲な治療が行える実施体制の構築に向

けて取り組む。 

 

 

・心臓病センターにおいて、循環器内科と心

臓血管外科が一体となった心臓疾患の高度専

門医療の提供を行う。 

 

 

・専用ＣＣＵの整備や、最新の医療技術の導

入、心臓病センターを心臓血管治療センター

へ改組するなど、専門的な医療提供体制の強

化に向けて協議した。 

 

 

・弁膜症・重症心不全に対し、マイトラクリ

ップなどを導入した最先端かつ低侵襲な治療

が行える実施体制の構築に向けて協議した。 

指標 R4実績 R5実績 

経食道心エコー件数 148件 110件 

経皮的冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置術件数 261件 286件 

大動脈瘤ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術件数 61件 70件 

心臓外科手術件数 43件 26件 

(計画51件 実績70件 137.3％) 

・心臓外科手術件数(件)       評点１ 

(計画40件 実績26件 65.0％) 

 

■長所及び問題点等 
・心血管カテーテル治療室において、心臓疾患

に対する専門医療を提供した。 

・経食道心エコー件数は、感染拡大防止の観点

や患者の負担が少ない機器での検査に移行

していることなどを理由に減少している。 

・心臓血管外科の手術件数は、循環器内科にお

ける心臓カテーテル手術で対応できる領域

が広がっていることなどを理由に減少して

いる。 

・心臓病センターにおいて、内科・外科が協働

し、高度なチーム医療を提供した。また、心

大血管リハビリテーションを充実させた。 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

d 糖尿病(No.7) 

・ 糖尿病に対し、合併症の防止等、患

者が正しい知識により自己管理できる

よう、透析予防指導等の取り組みを強化

し、重症化を予防する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 重度の糖尿病患者や、壊疽や網膜症

などの糖尿病による合併症を有する患

者に対して、集約的治療が提供できる体

制を強化するため、糖尿病センターの新

設に向けて取り組む。 

指標 R3実績 R8目標 

糖尿病教育入院患者数 77人 70人 

d 糖尿病(No.7) 

 ・ 糖尿病合併症の進行によって引き起

こされる末期腎不全を予防するため、多

職種の共同によるチーム医療を実践する

とともに、糖尿病教育入院を実施するな

ど重症化を予防するために、患者への透

析予防指導を充実させる。また、フット

ケア外来等により糖尿病足病変の悪化

（下肢切断等）を予防する。  

 

 

・ 下肢創傷ケアセンターにおいて、各

診療科がより連携を深め多職種によるチ

ーム医療により、糖尿病足病変等の早期

治療・集学的治療を実施する。  

 

・ 血液浄化療法センターにおいて、特

にかかりつけ医では対応できない重症患

者に対し、人工透析を積極的に実施する。  

・ 患者会等を活用し、多職種が連携し

て糖尿病患者や家族に対して、治療に必

要な情報を発信する。 

 

・ 重度の糖尿病患者や、壊疽や網膜症

などの糖尿病による合併症を有する患者

に対して、集約的治療が提供できる体制

を強化するため、糖尿病センターの新設

に向けて取り組む。 

指標 R3実績 R5計画 

糖尿病教育入院患者数 77人 70人 

４ 

 

 

 

 

・糖尿病患者が透析に移行しないよう、多職

種による糖尿病患者のための勉強会（あゆみ

会）を12回実施し、132名の参加があった。 

・糖尿病教育入院を実施し、患者の痛態に応

じた適切な治療を進めるとともに、糖尿病治

療に必要な知識を習得できるよう支援した。 

・糖尿病教育入院の患者に対して、リハビリ

テーション科と連携し、積極的に運動療法と

してリハビリテーションを実施した。 

 

・下肢創傷ケアセンターにおいて、多職種に

よるチーム医療により、糖尿病足病変等の早

期治療・集学的治療を実施した。 

 

 

・血液浄化療法センターにおいてかかりつけ

医では対応できない重症透析患者に対し透析

を積極的に実施した。 

 

 

 

 

・重度の糖尿病患者や、壊疽や網膜症などの

糖尿病による合併症を有する患者に対して、

集約的治療が提供できる体制を強化するた

め、糖尿病センターの新設に向けて、他の医

療機関の情報収集などを行った。 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

糖尿病教育入院患者数 55人 90人 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・透析予防チームによる予防指導    

・透析医療体制の充実 

 

【指標達成状況】 

・糖尿病教育入院患者数（人）    評点５ 

（計画70人 実績90人 128.6％） 

 

■長所及び問題点等 
・かかりつけ医では対応できない重症透析患者

に対し、人工透析を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 
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e 精神疾患(No.8) 

・ 県立こころの医療センターと連携し

て、急性期の身体合併症を有した患者へ

の精神科医療を提供できるよう体制整

備の構築に向けて取り組む。 

 

 

 

 

e 精神疾患(No.8) 

 ・ こころの医療センターと連携して、

急性期の身体合併症を有した患者への精

神科医療を提供できるよう体制整備の構

築に向けて取り組む。 

３ 

 

 

 

・急性期の身体合併症を有した精神疾患患者

に対して、精神科医療を提供できるよう県立

こころの医療センターと連携して体制整備の

構築に取り組んだ。 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・精神疾患の医療提供体制整備 

 

■長所及び問題点等 
・専門医の確保が難しいことや人員の流動性な

どを考慮した上で体制整備の計画を立てる

必要がある。 

適 

f その他取り組むべき疾病等 

（ａ）呼吸器疾患(No.9) 

・ 慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎など

の呼吸器疾患患者の受け入れを可能と

するため、重症呼吸不全に対応可能なＨ

ＣＵ等の専用病床を設置した呼吸器セ

ンターの新設に向けて取り組む。 

 

f その他取り組むべき疾病等  

（ａ）呼吸器疾患(No.9) 

・ 慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎など

の呼吸器疾患患者の受け入れを可能とす

るため、重症呼吸不全に対応可能なＨＣ

Ｕ等の専用病床を設置した呼吸器センタ

ーの新設に向けて取り組む。 

３ 

 

 

 

 

 

 

・慢性閉塞性肺疾患や間質性肺炎などの重

度・専門的な呼吸器疾患に対応するため、重

症呼吸不全に対応可能なＨＣＵ等の専用病床

を設置した呼吸器センターの新設に向けて協

議した。 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・呼吸器疾患の医療提供体制整備 

■長所及び問題点等 
・専門医の確保が難しいことや人員の流動性な

どを考慮した上で体制整備の計画を立てる

必要がある。 

適 

（ｂ）人工関節治療(No.10) 

・ 人工関節センターにおいて、複数の

人工関節ロボット手術支援機器を活用

した機能強化を図り、高度で低侵襲な治

療を実施するとともに、早期運動リハビ

リテーションの充実を図る。 

 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

人工関節(股・膝)置換術件数 631件 600件 
 

（ｂ）人工関節治療(No.10)  

・ 人工関節センターにおいて、複数の

手術支援ロボットを活用した機能強化を

図り、より低侵襲で精度の高い手術を実

施するとともに、早期急性期リハビリテ

ーションの充実に努め、クリニカルパス

による質の高い効率的な医療を提供す

る。 

 

指標 R3実績 R5計画 

人工関節(股・膝)置換術件数 631件 600件 
 

５  

・人工股関節置換術を 364 件、人工膝関節置

換術を521件行った。 

 

 

 

 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

人工関節(股･膝)置換術件数 787件 885件 
 

■年度計画を十二分に達成 
 

【取組達成状況】 

・高度な人工関節治療の実施      

 

【指標達成状況】 

・人工関節(股・膝)置換術件数(件)  評点５ 

(計画600件 実績885件 147.5％) 

 

■長所及び問題点等 
・人工関節手術は、全国でも極めて例が少ない

ロボット２台体制によるロボット手術など

の低侵襲手術の導入や早期リハビリテーシ

ョンなどにより非常に評価が高く、県内外の

多くの患者に対して実施している。人工関節

の手術件数は西日本においてトップクラス

である。 

適 



 - 15 - 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（ｃ）リハビリテーション(No.11) 

・ 早期の在宅復帰・社会復帰及びＡＤ

Ｌ・ＱＯＬの維持、向上を促進するため、

早期急性期リハビリテーションを充実

させるとともに、後方支援病院との連携

を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

運動器リハビリテ
ーション単位数 

46,256単位 48,000単位 

呼吸器リハビリテ
ーション単位数 

8,216単位 9,000単位 

心大血管リハビリ
テーション単位数 

13,009単位 14,000単位 

脳血管等リハビリ
テーション単位数 

37,576単位 45,000単位 
 

（ｃ）リハビリテーション(No.11)  

・ リハビリテーション総合実施計画の

早期作成・評価及び退院時指導を実施す

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 後方支援病院と連携した連続的なリ

ハビリテーションを提供するとともに、

在宅復帰へ向けた多職種での支援を行

う。  

 

・ ３Ｄスキャナを使用した家屋調査を

実施し、回復に時間のかかる高齢患者の

在宅復帰を促進する。  

 

 

・ ボツリヌス療法による四肢痙縮外来

を継続する。 
 

指標 R3実績 R5計画 

運動器リハビリテ

ーション単位数 
46,256単位 46,800単位 

呼吸器リハビリテ
ーション単位数 

8,216単位 8,400単位 

心大血管リハビリ
テーション単位数 

13,009単位 13,250単位 

脳血管等リハビリ
テーション単位数 

37,576単位 39,000単位 
 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各診療科と連携し、リハビリテーション依

頼から実施までのタイムラグを短縮し、早期

リハビリテーションの提供に努めた。 

・糖尿病教育入院の患者に対して、糖尿病・

内分泌内科と連携し、積極的に運動療法とし

てリハビリテーションを実施した。 

・外科と連携し、乳がん手術のクリニカルパ

スにリハビリテーションを組み込み、積極的

にリハビリテーションを提供した。 

・疾患別リハビリテーションの充実等のため、

理学療法士１名、言語聴覚士1名を増員した。 

 

・大腿骨、脳卒中地域連携パスを使用し、後

方支援病院と連携した連続的リハビリテーシ

ョンを実施した。 

 

 

・回復に時間のかかる高齢患者に対応するた

め、３Ｄスキャナを使用した家屋調査をカン

ファレンス等でアナウンスしながら実施する

など、在宅移行への支援を行った。 

 

・ボツリヌス療法による四肢痙縮外来を54件

実施した。 
 

指標 R4実績 R5実績 

運動器リハビリテ
ーション単位数 

42,970単位 55,311単位 

呼吸器リハビリテ
ーション単位数 

9,799単位 17,138単位 

心大血管リハビリ
テーション単位数 

14,077単位 15,970単位 

脳血管等リハビリ

テーション単位数 
36,181単位 45,562単位 

 

■年度計画を十二分に達成 
 

【取組達成状況】 

・リハビリテーションのタイムラグの短縮     

・リハビリテーションの提供体制の充実 

・後方支援病院と連携したリハビリテーション 

・在宅移行支援     

 

【指標達成状況】 

・運動器リハビリテーション単位数  評点４ 

(計画 46,800 単位 実績 55,311 単位 118.2％) 

・呼吸器リハビリテーション単位数  評点５ 

(計画 8,400 単位 実績 17,138 単位 204.0％) 

・心大血管リハビリテーション単位数 評点５ 

(計画13,250単位 実績15,970単位 120.5％) 

・脳血管等リハビリテーション単位数 評点４ 

(計画 39,000 単位 実績 45,562 単位 116.8%) 

 

■長所及び問題点等 
・院内で365日リハビリテーションを実施する

他、後方支援病院と連携した連続的リハビリ

テーションを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

適 
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（ｄ）その他(No.12) 

・ 診療科横断的な遺伝診療の充実を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 認知症疾患医療センターにおいて、

地域の保健医療・介護機関等と連携を図

りながら、認知症疾患に関する鑑別診断

と初期対応、専門医療相談及び診断後の

相談支援等を行う。また、地域の保健医

療・介護関係者への研修等を行うことに

より、認知症の保健医療水準の向上を図

る。 

 

（ｄ）その他(No.12)  

・ 遺伝診療部において、各診療科との

連携体制の強化を図る。  

 

 

・ 臨床遺伝専門医が遺伝カウンセリン

グを行い、治療を実施する各診療科の専

門医と連携することにより、遺伝子診療

を支援する。 

 

 

 

・ 遺伝カウンセラーとともに遺伝疾

患・先天異常に対する遺伝カウンセリン

グを行い、子供を望む女性や妊婦の支援

を行う。 

 

・ 認知症疾患医療センターにおいて、

地域の保健医療・介護機関等と連携を図

りながら、認知症疾患の鑑別診断とその

初期対応、専門医療相談及び診断後の相

談支援等を実施する。また、地域保健医

療・介護関係者への研修や連携協議会を

行うことにより、認知症疾患医療対策の

水準向上を図る。 

４  

・各診療科との連携強化を図るために設置し

た遺伝診療部において、各診療科から遺伝性

疾患のカウンセリング希望者を受け入れた。 

 

・遺伝診療部において、各診療科から遺伝性

疾患のカウンセリングを希望する患者に対応

した。 

・患者によって異なるがんの遺伝子の変化を

調べ、その情報に基づいて診断・治療する「が

んゲノム医療」を提供した。 

 

・遺伝疾患・先天異常に対する不安を解消す

るため、全ての遺伝カウンセリング希望者に

対し、カウンセリングを実施した。 

 

 

・山口・防府地域認知症疾患医療連携協議会

を29の構成機関の参加を得て集合型式で開催

した。県及び各機関の取り組み等の情報共有

やグループワークによる意見交換、また、ア

ルツハイマー病新薬について情報提供などを

行い、関係機関との連携強化を図った。 

・県内認知症疾患医療センター連絡会議を 2

回参加し、情報を共有するとともに、合同研

修会をＷｅｂで開催し、229人が参加した。 

・当センター主催の研修会をＷｅｂで開催し、

78人が参加した。 

・地域の認知症カフェを訪問し、認知症疾患

医療センターの役割についての講話や院内職

員を対象とした認知症サポーター養成講座を

開催し、認知症に関する普及啓発を行った。 

・認知症疾患医療センターにおいては、専門

■年度計画を十分達成 
【取組達成状況】 

・診療科横断的な遺伝診療の充実 

 

■長所及び問題点等 
・遺伝診療において、複数の専門医が連携して

対応する体制を整備している。 

・高度急性期医療を担う県の基幹病院として、

認知症疾患医療に関わっている。脳神経内

科・神経科・脳外科の三科の専門性を活かし

た専門医療相談や診断、治療を行っている。 

・認知症に関する専門医療相談についても各診

療科と連携し、相談内容に応じた支援を行っ

ている。 

・アルツハイマー病新薬を投薬できる医療提供 

体制を整備し、医療機関へ周知を図った。 

適 
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医療相談を450件、鑑別診断を65件実施する

とともに、認知症と診断された患者や家族に

対して、診断後支援を行った。 

・「認知症コーナー」において、｢認知症疾患

医療センターだより」や認知症研究機関・関

連機関が作成したパンフレット等を配布する

など、来院者向けに認知症に関する情報を提

供した。 

（イ）６事業等 

a 救急医療(No.13) 

・ 三次救急医療を担う救命救急センタ

ーとして、総合的かつ専門的な救急医療

体制の充実に努め、他の一般病院では対

応が困難な複数の診療科領域にわたる

重症・重篤な救急患者を24時間365日

受け入れる。 

 

（イ）６事業等 

 a 救急医療(No.13)  

・ 救命救急センターとして、ドクター

ヘリや救急車による搬送患者など、複数

の診療科領域にわたる重症・重篤な救急

患者を２４時間３６５日受け入れる。ま

た、救急入院患者への対応の充実を図る

ため、ＨＣＵ(準集中治療室)の円滑な運

用を行う。 

３ 

 

 

 

 

・救命救急センターとして、重症・重篤な患

者を24 時間365日受け入れた。 

 
  R4実績 R5実績 

救急車 2,372台 2,705台 

ヘリコプター 6台 15台 

救急患者 11,326人 10,120人 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・救急患者の常時受入 

 

■長所及び問題点等 
・救命救急センターにおいて、全科の専門医と

連携し、質の高い三次救急医療を提供してい

る。 

適 

b 災害医療(No.14) 

・ 基幹災害拠点病院として、平常時よ

り関係機関及び県内の地域災害拠点病

院と連携を密にし、災害発生時には県災

害対策本部とともに重篤な患者や高

度・専門的な医療を要する患者への医療

救護活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・ 災害医療に精通した医療従事者の育

成や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の

充実、医薬品等の備蓄などに取り組む。 

b 災害医療(No.14) 

 ・ 基幹災害拠点病院として、平常時よ

り関係機関及び県内の他の地域災害拠点

病院と連携を密にし、災害発生時には県

災害対策本部とともに重篤な患者や高

度・専門的な医療を要する患者への医療

救護活動を実施する。 

 

・ 県と連携の上、県内における他医療圏

の地域災害拠点病院との連携を進める。 

 

 

 

・ 公的機関が開催する災害訓練に災害 

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣する｡ 

・ ＤＭＡＴ人員の維持・補充のため、 

４  

・能登半島地震では、県からの要請を受け、

被災地にＤＭＡＴを派遣し、医療活動を行っ

た。 

・（株）丸久と災害時における非常用品調達

等に関する協定を締結した。 

 

 

・山口県内で大規模災害が発生した場合、広

域医療体制が確保できるよう中国 5 県のＤ

ＭＡＴ及び関係機関が合同訓練を実施し、緊

密な連携強化を図った。 

 

・公的機関が開催した大規模地震時医療活動

訓練や集団救急事故対策訓練に参加した。 

・参加予定であったＤＭＡＴ隊員養成研修は、

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の災害訓練

への参加               

・能登半島地震へのＤＭＡＴ派遣 

                  

【指標達成状況】 

・ＤＭＡＴの災害訓練に参加(回)    評点５ 

(計画1回以上 実績3回  300.0％) 

 

■長所及び問題点等 
・県からの要請に基づき、能登半島地震の災害

医療活動にＤＭＡＴを派遣した。 

 

 

適 
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・ 業務継続計画（ＢＣＰ）の実効性を

高めるため、被災した状況を想定した研

修・訓練を実施する。 

 

・ 大規模災害時に被災者を収容して、

トリアージを可能とする施設の整備、災

害発生時に入院患者や避難住民に対し

て支援できるように複数日間は単独稼

働可能な体制の整備に向けて取り組む。 

 

指標 R3実績 R8目標 

ＤＭＡＴの災害訓練への参加 0回 1回以上 
 

技能維持講習等を受講する。 

 

・ 業務継続計画(ＢＣＰ)に基づき、実

践的な訓練を実施する。 

 

 

・ 大規模災害時に被災者を収容して、

トリアージを可能とする施設の整備、災

害発生時に入院患者や避難住民に対して

支援できるように複数日間は単独稼働可

能な体制の整備に向けて取り組む。 

 

指標 R3実績 R5計画 

ＤＭＡＴの災害訓練への参加 0回 1回以上 
 

能登半島地震により中止となった。 

 

・業務継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高める

ため、被災した状況を想定した訓練を11月に

実施した。 

 

・大規模災害時に多数の患者を収容して、ト

リアージや治療を可能とする施設の整備や資

機材等の備蓄体制の充実等により診療を継続

できる体制の整備を検討した。 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

ＤＭＡＴの災害訓練への参加 2回 3回 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c へき地医療(No.15) 

・ へき地医療拠点病院として、県へき

地医療支援機構の調整の下、無医地区へ

の巡回診療や県内各地のへき地診療所

への代診医の派遣を継続して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c へき地医療(No.15)  

・ 無医地区（萩市相島、山口市徳地柚

木）への巡回診療を行う。 

また、予防活動として、巡回診療対象

の住民に講演会を開催する。 

 

 

 

・ 要請に応じて、へき地診療所等の代

行診療業務を行う。 

 

 

 

・ 要請に応じて、萩市休日急患診療セ

ンター及び長門市応急診療所に医師を派

遣する。 

 

・ 入院施設のないへき地診療所や巡回

４  

・無医地区（萩市相島、山口市徳地柚木）に

おいて巡回診療を行った。 

・萩市相島の巡回診療において、悪天候など

により、医師が現地に赴くことができない場

合等において、オンライン診療できる体制整

備を行った。 

 

・要請に応じて、萩市見島診療所、萩市大島

診療所、萩市福川診療所、下関市角島診療所、

岩国市本郷診療所、周南市鹿野診療所の代行

診療業務を行った。（延べ23日） 

 

・要請に応じて、萩市休日急患診療センター

及び長門市応急診療所に医師を派遣した。（延

べ102日） 

 

・へき地診療所からの入院受入要請に適切に

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・へき地巡回診療等  

・５Ｇを活用したへき地医療機関の若手医師へ

の遠隔指導                  

・へき地を含む地域医療を担う総合医の育成 

               

【指標達成状況】 

・巡回診療の実施(回)        評点３ 

(計画原則週2回(約100回) 実績 98回  

98.0％) 

 

■長所及び問題点等 
・へき地の診療所等への巡回診療や、へき地休

日急患診療センター等への医師の派遣を行

うとともに、他のへき地医療拠点病院が対応

困難な場合のへき地診療所への代診医派遣

適 
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・ 既存のインフラを活用しつつ、５Ｇ

等の最先端技術を導入し、遠隔診療を推

進する。 

 

 

 

・ へき地等の在宅医療の支援強化に向

けて取り組む。 

 

 

 

 

 

・ へき地を含む地域医療を担う総合医

の育成を積極的に支援する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療先に定期受診する患者が、緊急で入

院を必要とする場合には受け入れを行

う。 

 

・ へき地におけるオンライン診療の実

証実験や、へき地医療機関の若手医師が

患者を診察するときに５Ｇを活用して遠

隔指導等を行う。 

 

 

・ へき地等の在宅医療の支援強化に向

けて取り組む。 

 

 

 

 

 

・ 総合的な診療能力の習得に資する独

自プログラムのもと、 初期臨床研修を実

施する。 

 

・ 専門医研修（後期臨床研修）におい

ては、総合医認定制度が提唱する３年間

の研修プログラムを実践する「長州総合

医・ 家庭医養成プログラム」及びその後

継プログラムである「長州家庭医療プロ

グラム」により、家庭医療専門医の資格

取得を支援する。  

・ 新専門医制度においては、３年間の

研修プログラムである 「長州総合診療プ

ログラム」により、総合診療専門医の資

格取得を支援する。 

 

対応できる医療体制の整備を行っているが、

５年度は入院を必要とする症例はなかった。 

 

 

・へき地医療機関（岩国市立美和病院、周南

市国民健康保険鹿野診療所）の若手医師に対

し、５Ｇ遠隔医療サポートシステムを活用し、

実際の患者の通常診療において遠隔指導を合

計3名の患者に実施した。 

 

・へき地や医療過疎地域等の在宅医療の支援

強化に向けて、人材育成や支援体制のあり方、

仕組み等を検討した。また、他県の在宅医療

における先進地域を視察した。 

 

 

 

・37 名の研修医に対し、複数の診療科におい

て初期臨床研修を実施した。 

 

 

・「長州家庭医療プログラム」にエントリー

した 6 人の医師に対し、Ｗｅｂ等で指導する

など、「家庭医療専門医」取得の支援をした。 

・「長州総合診療プログラム」にエントリー

した10人の医師に対し、Ｗｅｂ等で指導する

など、「総合診療専門医」取得の支援をした。 

 

 

 

 

 

 

を行っている。また、ＩＣＴ技術を用い、当

院の電子カルテを巡回診療先で使用するな

ど質の高い医療を提供している。 

・へき地の医療提供体制の確保・充実のため、

指導医を含めた医師の継続的な確保が必要

である。 

・入院施設のないへき地診療所において、総合

医療センターが入院患者を受け入れること

は、重要な機能であり、定期的な周知が必要

である。 

・へき地医療機関の若手医師を支援するため、

５Ｇを活用して実際の患者の通常診療にお

いて遠隔指導を可能となる機器が、へき地医

療機関に実装されたが、今後は支援するへき

地医療機関を増やし、対象患者や支援内容を

拡げることが必要である。 

・「長州総合診療プログラム」および「長州総

合・家庭医アドバンスコース」は、自治医科

大学の義務明け医師や、当プログラムを修了

した他県医師の県内定着に寄与するととも

に、キャリア支援も進める取組であり、へき

地の医師確保につながっている。今後は、さ

らなるへき地の医師確保に向けて、Ｗｅｂカ

ンファレンスの拡充などプログラムの内容

充実や、医学生・初期臨床研修医等に対する

当プログラムの積極的な広報活動が必要で

ある。 
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・ へき地医療支援センターにおいて、

自治医科大学卒業の義務年限明け医師

の県内定着及びキャリア形成支援を進

める。 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

巡回診療の実施 97回 原則週２回 
 

・ 県・市町と連携し、自治医科大学卒

業の義務年限明け医師をへき地医療支援

センターに確保するとともに、へき地診

療所等を活用し県内定着及びキャリア形

成支援を進める。 

 

指標 R3実績 R5計画 

巡回診療の実施 97回 原則週２回 
 

・自治医科大卒業の義務年限明け医師をへき

地医療支援センターに確保し、総合診療科の

キャリア形成を継続するなど、県内定着につ

なげた。 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

巡回診療の実施 98回 98回 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 周産期医療(No.16) 

・ 周産期医療システムの中核施設とな

る総合周産期母子医療センターにおい

て、他の医療機関から紹介されるリスク

の高い妊婦や新生児などを受け入れ、高

度で専門的な周産期医療を 24 時間 365

日提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 産前産後の母及び乳児に対し、支援

の必要性が高まっている産後ケアを実

d 周産期医療(No.16)  

・ 総合周産期母子医療センターとして、

ハイリスク妊婦や重篤な新生児の受け入

れを行う。 

 

・ 循環器内科、外科、脳神経外科、精

神科を有する病院の周産期センターとし

て、母体合併症を持った妊婦を積極的に

受け入れる。 

 

・ 出生前診断・遺伝相談外来にて、周

産期に関連した先天性疾患・遺伝疾患の

診断やカウンセリングを行う。 

 

・ 新生児外科疾患に対する手術や新生

児管理を行う。 

 

 

・里帰り分娩を含む一般産科医療につい

ては、ニーズ等を踏まえ、適切に対応す 

る。 

 

・ 産前産後の母及び乳児に対し、支援

の必要性が高まっている身体的ケアや育

３  

・他の医療機関から紹介された産科合併症を

持ったハイリスク妊婦や重篤な新生児を積極

的に受け入れた。 

 

・各診療科と連携して母体合併症妊婦を積極

的に受け入れた。 

 

 

 

・先天性疾患等の診断や、カウンセリングを

希望した全ての患者に臨床遺伝専門医と認定

遺伝カウンセラーが対応した。 

 

・小児外科疾患を持った全ての胎児、新生児

に産婦人科医、新生児科医、小児外科医が連

携して対応した。 

 

・里帰り分娩を含む一般産科医療については、

助産院と産科が連携して対処し、全ての症例

について対応した。 

 

・産後の母子に対し、地域ニーズに合わせた

産後ケアを延べ256人に実施した。また、必要

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・ハイリスク妊婦及び重篤な新生児の受入  

・母体合併症妊婦の受入         

・遺伝疾患等の診断          

・出生前診断             

・ＮＩＣＵ退院児に対する支援の充実 

・高度生殖医療の推進         

・里帰り分娩等一般産科医療  

 
【指標達成状況】 

・ハイリスク妊娠件数(件)      評点４ 

(計画80件  実績 89件 111.3％) 

・ハイリスク分娩件数(件)      評点２ 

(計画115件 実績 87件  75.7％) 

・出生前診断・遺伝相談(件)     評点５ 

(計画120件 実績 180件  150.0％) 

・新生児入院件数(件)        評点２ 

(計画150件 実績108件   72.0％) 

・新生児外科実施件数(件)      評点１ 

(計画10件  実績 5件   50.0％) 

・産科分娩件数(件)         評点４ 

(計画500件 実績505件 101.0％) 

適 
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施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指標 R3実績 R8目標 

産科分娩件数 533件 500件 

児に対する不安を取り除く心理的ケアな 

どの産後ケアを実施する。 

 

指標 R3実績 R5計画 

ハイリスク妊娠件数 90件 80件 

ハイリスク分娩件数 91件 90件 

出生前診断・遺伝相談件数 132件 120件 

新生児入院件数 108件 120件 

新生児外科実施件数 10件 10件 

 
指標 R3実績 R5計画 

産科分娩件数 533件 500件 

 

に応じて心理士が介入し心理面でのサポート

を実施した。 

 

指標 R4実績 R5実績 

ハイリスク妊娠件数 252件 89件 

ハイリスク分娩件数 149件 87件 

出生前診断・遺伝相談件数 124件 180件 

新生児入院件数 110件 108件 

新生児外科実施件数 8件 5件 

 
 

指標 R4実績 R5実績 

産科分娩件数 591件 505件 

 

■長所及び問題点等 
・総合周産期母子医療センターにおいて、認定

遺伝カウンセラーと協力して高度な周産期

医療を提供している。治療成績も県内トップ

レベルとなっている。 

・少子化等に伴い、分娩件数が減少しているな

かで、無痛分娩等、患者のニーズに応じた医

療提供体制の整備を検討する必要がある。 

e 小児医療(No.17) 

・ ＮＩＣＵを退院した乳幼児につい

て、一人ひとりに相応しい療養・療育が

できるよう地域の医療機関等と連携し、

支援体制の充実を図る。 

 

 

 

 

・ 地域の中核的な小児医療機関とし

て、一般の医療機関では対応が困難な重

篤な小児患者を受け入れ、専門的な小児

医療を提供する。 

 また、小児外科救急疾患にも 24時間

365日対応できる体制を整備する。 

 

・ 各診療科が連携した小児医療をシー

ムレスに提供できる体制を構築するた

め、小児科・小児外科を中心とした小児

難病に対応できる小児医療センターの

e 小児医療(No.17) 

 ・ ＮＩＣＵ等を退院する乳幼児につい

て、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネータ

ー等が中心となり、地域の保健・医療・

福祉関係機関と連携しながら、施設や在

宅への移行支援を行うとともに、移行後

においても、医療的ケア児などに対する

ケアに取り組む。 

 

・ 地域の中核的な小児医療機関として、

一般の医療機関では対応が困難な重篤な

小児患者を受け入れ、専門的な小児医療

を提供する。  

 また、小児外科救急疾患にも 24 時間

365日対応できる体制を整備する。 

 

・ 各診療科が連携した小児医療をシー

ムレスに提供できる体制を構築するた

め、小児科・小児外科を中心に、小児難

病への対応も含めた小児医療センターの

３ 

 

 

 

 

 

 

・ＮＩＣＵ等の長期入院児を関係機関と連携

し、4名を在宅へ移行させた。移行後も、小児

科外来等において、訪問看護ステーション等

関係機関と連携し、情報共有やケースカンフ

ァレンスを実施する等、移行後の生活が継続

できるように支援した。 

 

 

・一次医療機関からの精査・加療が必要な患

者を外来及びに入院で受け入れた。救急搬送

患者においても速やかに全て受け入れた。 

・小児外科救急疾患に24時間対応できる体制

を整備し、患者の受入れを行った。 

 

 

・小児難病等に対応できる小児医療センター

の新設に向けて検討した。 

 

 

■年度計画を概ね達成 

 
【取組達成状況】 

・小児食物アレルギーの診療体制の充実 

・専門的な小児医療の提供 

 

■長所及び問題点等 
・ＮＩＣＵ入院時支援コーディネーター等が中

心となり、地域の保健・医療・福祉機関と連

携して、施設や在宅への移行支援を実施し

た。 

・中国地方で2職種(看護師、管理栄養士)のエ

デュケーターがいる病院は少なく、公的機関

からの講演依頼にも対応している。 

 

適 
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新設に向けて取り組む。 

 

・ 小児アレルギーにおける食物負荷試

験実施体制を一層充実させるとともに、

相談・指導体制を整備する。また、小児

科リウマチ性疾患の中核病院として、患

者を受け入れる。 

 

新設に向けて取り組む。 

 

・ 小児アレルギーエデュケーター（看

護師、栄養士）による小児アレルギーの

相談について、新たに設置したアレルギ

ー相談室を活用し、相談・指導体制の充

実を図るとともに、県内への周知により、

多くの患者の受入れを行う。また、更な

る患者受け入れの増加に向けて、関係機

関と連携し、啓発活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 県外の小児リウマチ治療拠点病院で

の臨床研修に参加し、 治療方針や、生物

学的製剤の選択などの最新知識を習得す

るとともに、技能の維持に努める。また、

引き続き山口大学小児科等と連携しなが

ら、県内の中核病院として紹介患者の受

入れ、診断から最新の治療までを行う。 

 

 

 

・食物経口負荷試験を入院患者 126 人、外来

患者3人に実施した。 

・アレルギー疾患の体制強化を図るため、ア

レルギー相談室を活用し、医師及びアレルギ

ーエデュケーターが患者へ質の高い指導や教

育を実施した。 

・山口県教育委員会アレルギー疾患に関する

委員会や山口県アレルギー疾患医療連絡協議

会に参画した。 

・日本小児臨床アレルギー学会でアレルギー

エデュケーターによる発表を行なった。日本

小児科学会山口地方会においてアレルギー診

療体制についての発表を行なった。 

 

・小児科リウマチ疾患患者に対しては、生物

学的製剤使用患者 4 人、他の小児自己免疫・

炎症性疾患患者6人の治療を継続した。 

 

 

 
 

f 感染症医療(No.18) 

・ 第一種及び第二種感染症指定医療機

関として、平常時から医療体制や必要な

備品等を整備するとともに、感染対策の

専門的人材の育成を図り、新型インフル

エンザやエボラ出血熱などの輸入感染

症発生時には迅速かつ確実に対応する。 

・ 新興感染症発生時には、受入病床を

確保し、日常の診療機能を極力維持した

f 感染症医療(No.18)  

・ 新興感染症等発生時には、日常の診

療機能を極力維持した上で、特に他病院

で対応できない重症患者や妊産婦等を積

極的に受け入れるために必要な病床を確

保し、適切な医療を提供する。 

・ また、新興感染症等が全国的に流行

した場合においても、 院内感染等が発生

しないよう、感染管理認定看護師の育成

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第一種感染症指定医療機関として、新型コ

ロナウイルス感染症が五類に移行するまでの

間、他院では受け入れが困難な重症患者等（重

症１名、妊婦２名（うち帝王切開１名））を

含む11名、五類移行後は277人の新型コロナ

ウイルス感染症患者に、適切な医療を提供し

た。 

・行政機関、指定医療機関等と情報共有を行

■年度計画を十二分に達成 
 

【取組達成状況】 

・感染症患者への適切な医療の提供 

・感染症医療に必要な医療機器の整備等 

 

【指標達成状況】 

・感染症に関する訓練の実施(回)   評点４ 

(計画１回 実績1回  100.0%) 

適 
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上で、他病院では対応できない重症患者

等を積極的に受け入れ、感染症医療にお

ける本県の中核的な役割を果たす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 新興感染症等への対応を強化するた

め、新医療計画等を踏まえ、ＩＣＵ・Ｈ

ＣＵ・感染症専用病床の陰圧個室化及び

即座にゾーニング可能な一般病棟の整

備に向けて取り組む。 

 

に取り組むなど、適時適切な感染予防対

策を実施する。 

 ・ 感染症流行期には、患者や職員のこ

ころの健康をケアするために、メンタル

サポートを行う。 

 

・ 一類感染症、二類感染症又は新型イ

ンフルエンザ等感染症患者の発生を想定

した訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 一類感染症、二類感染症又は新興感

染症等感染症患者に適切な医療を提供す

るため、必要な備品等の整備を行う。 

 

 

 

 

・ 医療法や医療計画などの改正に合わ

せて、適切に取り組む。 

 

 

・ 新興感染症等への対応を強化するた

め、新医療計画等を踏まえ、ＩＣＵ・Ｈ

ＣＵ・感染症専用病床の陰圧個室化及び

即座にゾーニング可能な一般病棟の整備

に向けて取り組む。 

 

い、感染対策の改善を図った。 

・感染管理認定看護師教育課程 2 名の実習を

受け入れ、指導育成に取り組んだ。 

 

 

 

・鳥インフルエンザ発生を想定し、感染症セ

ンターで患者の受入訓練を実施した。 

・市内で鳥インフルエンザ疑い例の発生時に、

感染症センターで検体採取を実施した。合わ

せてフローを改訂した。 

・県から依頼を受け、結核病床を稼働し、2

名の結核患者の受け入れを行った。 

・サル痘発生時のフローを一部改訂し、県と

情報共有し、感染対策の強化を図った。 

 

・新型コロナウイルス感染症が五類以降後に、

新興感染症発生時に適切な医療が提供できる

よう感染症センターの器材整備を行った。 

・一類・二類感染症患者発生時の院内の連絡

体制を見直し、及び患者受け入れ手順を改訂

した。 

 

・新型コロナウイルス感染症の五類移行後に

主に重症患者を受入れた病棟を通常運用に戻

すための改修工事を行った。 

 

・新興感染症等への対応を強化するため、Ｉ

ＣＵ・ＨＣＵ・感染症専用病床の陰圧個室化

及び即座にゾーニング可能な一般病棟の整備

について、検討した。 

 

 

 

■長所及び問題点等 
・第一種感染症指定医療機関として、他院では

受け入れが困難な重症患者や妊婦等を含む

多数の新型コロナウイルス感染症患者に、適

切な医療を提供した。 
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指標 R3実績 R8目標 

感染症に関する訓練の実施 1回 1回 

 

指標 R3実績 R5計画 

感染症に関する訓練の実施 1回 1回 
 

 
 

指標 R4実績 R5実績 

感染症に関する訓練の実施 1回 1回 

g その他取り組むべき事業等(No.19) 

・ 人工授精、体外受精などの高度生殖

医療を積極的に推進するとともに、ＡＹ

Ａ世代のがん患者に対して、妊孕性温存

療法への取組を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指標 R3実績 R8目標 

体外受精治療周期数 174件 200件 

g その他取り組むべき事業等(No.19) 

・ 人工授精、体外受精などの高度生殖 

補助医療を積極的に推進するとともに、

ＡＹＡ世代のがん患者に対する妊孕性温

存療法 （卵子凍結など）への取組を強化

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指標 R3実績 R5計画 

体外受精治療周期数 174件 179件 

５  

・高度生殖医療（体外受精・顕微授精・胚移

植）の件数は、県内トップクラスの 273 件で

あり、妊娠率は 50.8％と昨年度を大幅に上回

った。 

・ＡＹＡ世代患者の妊孕能の温存に対する相

談を 25名に行い、男性 5名、女性 11名に対

して妊孕能温存療法を実施した。 

・先進医療「子宮内膜受容能検査」、「子宮

内細菌叢検査」、「膜構造を用いた生理学的

精子選択術」実施施設としての届出を行い、

認定された。 

・県内で初めて、不妊症および不育症を対象

とした着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）お

よび着床前胚染色体構造異常検査（PGT-SR）

の実施施設に認定された。 

・県内の地域がん診療拠点病院などで設立し

た「県がん・生殖医療ネットワーク（ＹＯＦ-

ｎｅｔ）」において、妊孕能の温存に係る情

報提供や、卵子の凍結保存、治療後の妊娠サ

ポート、成績の定例報告等を行った。また、

「不妊を考える集い」において、講演を行っ

た。 
 

指標 R4実績 R5実績 

体外受精治療周期数 181件 273件 

■年度計画を十二分に達成 
 

【取組達成状況】 

・高度生殖医療の推進 

 

【指標達成状況】 

・体外受精治療周期数(件)      評点５  

(計画179件 実績273件  152.5％) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 

イ 県立こころの医療センター(No.20) 

・ 県民のこころの健康を支える基幹病

院として、精神科における救急・急性期

医療や専門医療、司法精神医療等の充実

イ 県立こころの医療センター(No.20)  

・ 精神科急性期や精神科専門医療が必

要な患者に対して、患者と家族を誠実に

支援するとともに、地域社会や関係機関

４ 

 

 

 

 

・県の医療計画に基づき、精神科救急体制の

高度化・効率化を推進するとともに、専門医

療や司法精神医療の充実を図った。また、多

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・精神科救急体制の高度化・効率化                                                                                                                          

適 
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を図りつつ、患者と家族を誠実に支援

し、地域社会や関係機関と連携して、公

益性と倫理観を重視した質の高い医療

の提供を推進する。 

 

 

 

・ 新興感染症の感染拡大時において

は、精神症状を有する感染症患者を受け

入れるとともに、活用しやすい病床の整

備、専門人材の育成、感染防護具等の備

蓄等に努め、必要な機能の整備を進め

る。 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

新入院患者数 419人 480人 

平均在院日数 125.6日 130日以内 
 

と連携した質の高い医療を提供する。 

 

 

 

 

 

 

・ 新興感染症の感染拡大時においては、

精神症状を有する感染症患者を受け入れ

るとともに、活用しやすい病床の整備、

専門人材の育成、感染防護具等の備蓄等

に努め、必要な機能の整備を進める。 

 

 

 

指標 R3実績 R5計画 

新入院患者数 419人 435人 

平均在院日数 125.6日 130日以内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種チーム医療、重症患者への先進医療等質

の高い医療提供を推進した。 

・新型コロナウイルス感染症の五類移行後も、

他院では受け入れが困難な精神症状の重い新

型コロナウイルス感染症患者など 4 名に適切

な医療を提供した。 

 

・感染防護具等の備蓄を新型コロナウイルス

感染患者受け入れ時に適切に活用した。 

・院内での感染症発生時に、部屋のゾーニン

グやコホーティングを行い、感染拡大を防止

した。 

・感染拡大を防止するため、ＰＰＥの着脱方

法について職員を対象に研修会を開催した。 

 

指標 R4実績 R5実績 

新入院患者数 406人 462人 

平均在院日数 141.2日 126.2日 
 

・評価項目No.21からNo.26までの総括項目 

                   

【指標達成状況】 

・新入院患者数(人)        評点４ 

(計画435人 実績462人 106.2％) 

・平均在院日数(日)         評点４ 

(計画130日以内 実績126.2日 102.9％) 

 

■長所及び問題点等 
・当院のパンフレットや専門治療プログラム案

内等を送付することにより、地域の関係機関

との連携強化に努めた。 

・県内から多くの措置入院患者を受け入れ、迅

速かつ適切な治療を行った。 

・他院では受け入れが困難な精神症状の重い新

型コロナウイルス感染症患者に適切な医療

を提供した。 

 

（ア）精神科救急・急性期医療への対応

(No.21) 

・ 県内全域の精神科救急医療体制の充

実に資するため、県精神科救急情報セン

ターを運営し、精神科救急医療システム

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

・ 精神科病院や他の医療機関などと連

携して、精神科救急医療システムの基幹

病院としての役割を積極的に担う。 

（ア）精神科救急・急性期医療への対応

(No.21) 

・ 県精神科救急情報センターを運営し、

精神科救急患者の受診支援や、患者家族

等からの電話相談を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・ 精神症状が急性増悪した患者につい

ては、精神科救急医療システムに基づき

関係機関と連携して積極的に受け入れ、

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・精神科救急医療の基幹病院として、警察、

消防等からの精神科救急通報を受けて、輪番

病院との連絡調整を実施した。時間外の救急

患者の診療を 325 件実施し、精神科救急情報

センターを経由しての救急患者の診療や入院

を受け入れた。また精神科医療に関する電話

相談では患者・家族等からの相談を 1,875 件

受けた。 

 

・精神症状の急性憎悪による興奮・暴力性の

高い重症患者の措置・緊急入院を37件受け入

れた。 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・精神科救急患者への受診支援     

・緊急措置入院患者の受入       

 

【指標達成状況】 

・措置・緊急措置入院患者の受入(％) 評点４ 

(計画50.0％ 実績52.1％ 104.2％)    

・時間外・休日・深夜の新入院患者数(人)  

評点４ 

(計画120件 実績134件 111.7％)  

・精神科救急情報センター対応件数(件) 

                  評点４ 

適 
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 特に、措置入院患者など精神症状の急

性増悪で興奮・暴力性が高まった重症患

者の入院治療を適切に行うため、精神科

救急入院病床の充実を図り、多職種によ

る高度で良質な急性期チーム医療を提

供することにより、早期の退院・社会復

帰、再発防止を進める。 

 

・ 精神障害にも対応した地域包括ケア

システムにおける精神科救急医療等の

体制整備に、県や関係医療機関等と連携

して取り組む。 

 

指標 R3実績 R8目標 

措置・緊急措置入院患者の受入れ 44.2％ 50％ 

時間外・休日・深夜の新入院患者数 125人 120人 

精神科救急情報ｾﾝﾀｰ対応件数 335件 300件 

入院期間５年以上の在院者比率 24.5％ 17％以下 

 

 

質の高い医療の提供を推進する。 

・ 再入院の防止のため、入院早期から、

患者や家族に対する再発防止にかかる疾

患教育を実施するとともに、多職種によ

る退院後の支援体制の拡充を図る。 

 

 

 

・ 精神障害にも対応した地域包括ケア

システムにおける精神科救急医療等の体

制整備に、県や関係医療機関等と連携し

て取り組む。 

 

指標 R3実績 R5計画 

措置・緊急措置入院患者の受入れ 44.2％ 50％ 

時間外・休日・深夜の新入院患者数 125人 120人 

精神科救急情報ｾﾝﾀｰ対応件数 335件 300件 

入院期間５年以上の在院者比率 24.5％ 23％以下 
 

・保健所と協働し、措置入院者の退院後支援

計画を16件作成し、再入院防止のため、疾患

教育を19件実施した。 

 

 

 

 

 

・山口県地域生活移行推進会議や宇部市地域

自立支援協議会の委員として会議に４回参加

し、地域の状況を把握し、課題解決に向けた

取組みについて協議した。 

 

指標 R4実績 R5実績 

措置・緊急措置入院患者の受入れ 44.0％ 52.1％ 

時間外・休日・深夜の新入院患者数 93人 134人 

精神科救急情報ｾﾝﾀｰ対応件数 364件 337件 

入院期間５年以上の在院者比率 21.7％ 19.8％ 
 

  (計画300件 実績337件 112.3％)     

・入院期間５年以上の在院者比率(％) 評点４ 

(計画23％以下 実績19.8％ 113.9％) 

 

■長所及び問題点等 
・県精神科救急情報センターにおいて、受診調

整等を行うことにより、緊急に受診等が必要

な患者への迅速かつ適切な医療提供につな

がっている。 

・新たに精神科救急システムの輪番病院に加わ

ったことで、入院患者を受け入れ、入院患者

の増加につながった。 

・重症患者に対して、迅速に質の高い医療を提

供することで、早期退院に努めている。 

・引き続き、再入院防止のために疾患教育を実

施する。 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

における精神科救急医療等の体制整備に係

る会議等に積極的に参加し、地域の状況を把

握し課題解決に向け、県や関係機関と連携し

て取り組んだ。 

（イ）難治性・重症患者への専門医療及

び地域生活支援への対応(No.22) 

・ 難治性患者又は重症患者に対し、専

門的・効果的な治療を実施し、急性期か

ら回復期への移行を促進する。 

・ 難治性患者又は重症患者の早期退院

や状態に見合った社会復帰のため､多職

種が連携を密にしたチーム医療により､

患者の心理社会的治療を包括的に実践

するとともに、退院後も地域において継

続して医療や支援を提供できるよう関

係機関と連携した取組を進める。 

（イ）難治性・重症患者への専門医療及

び地域生活支援への対応(No.22)  

・ 難治性患者や重症患者に対して的確

な評価を行い、クロザピン投与やｍ-ＥＣ

Ｔ等の先進的治療を適用する。 

・ 多職種のチーム医療により、心理社

会的な専門治療プログラムを含む包括的

な治療を実践する。特に、措置入院患者

に対しては、保健所等、関係機関と連携

し、退院後の支援計画等に基づく適切な

医療や支援を提供する。 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロザピン治療については、48人（内新規

14人）に実施した。 

・ｍ-ＥＣＴは、11人に対し、177回施行した。 

・多職種で実施する「専門治療プログラム」

及び「チーム医療向上プロジェクト」を引き

続き実施し、各入院棟及び外来において、多

職種によるチーム医療を推進した。 

 

 

 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・難治性患者及び重症患者への先進的治療 

・チーム医療による支援体制の整備と地域社会

や関係機関との連携         

 

■長所及び問題点等 
・引き続き、先進的な治療(クロザピン、ｍ－

ＥＣＴ)を実施した。 

・関係機関（行政・支援機関等）との連絡調整

件数について、入院患者数が増加し、退院調

適 
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指標 R3実績 R8目標 

関係機関（行政・支援機

関等）との連絡調整件数 

3,621件 3,000件 

 
 

指標 R3実績 R5計画 

関係機関（行政・支援機

関等）との連絡調整件数 

3,621件 3,000件 

 

指標 R4実績 R5実績 

関係機関（行政・支援機関等） 

との連絡調整件数 

5,761件 7,796件 

整等で行政や支援事業所などの関係機関と

調整を要する機会が増えたため、想定以上に

件数が増加した。 

 

 

（ウ）児童・思春期精神医療の充実

(No.23)  

・ 児童・思春期の専門外来診療体制の

充実を図るために、多職種が連携した診

療体制の一層の強化を図る。 

・ 医師、公認心理師が県内の関係機関

に対し、事例検討･研修･スーパーヴィジ

ョンの実施などの支援を引き続き展開

する。 

 

 

・ 児童相談所等の行政機関や児童福祉

施設、教育機関等と連携して、治療体制

の充実を図る。 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

専門外来診療初診患者数 380人 310人 

うち児童・思春期外来診療

初診患者数 

170人 120人 

関係機関(児相、知更相)支援回数 88回 60回 
 

(ウ）児童・思春期精神医療の充実(No.23)  

・ 児童・思春期専門外来の患者数の増

加に対応するため、診療体制や診療環境

の強化・充実を図る。 

 

・ 県内の児童･思春期関係機関等からの

要請を受けて、当院医師や公認心理師が

県内関係機関の実施する支援や支援会

議、事例検討会などに出席し、研修やス

ーパーヴィジョンなどを実施する。 

 

・ 当院医師や公認心理師の派遣、調整

会議への出席など、当院職員への派遣要

請については、当院業務とのバランスや

緊急性などを考慮しながら対応する。 

 

指標 R3実績 R5計画 

専門外来診療初診患者数 380人 310人 

うち児童・思春期外来診療

初診患者数 

170人 120人 

関係機関(児相、知更相)支援回数 88回 60回 

 

 

３  

・各医療機関や関係機関等と連携した児童・

思春期専門外来の診療体制を提供した。 

 

 

・中央児童相談所や知的障害者更生相談所へ

の業務援助のほか、県、市等からの要請を受

けて、専門家への支援として事例検討会や講

演などで医師等を2回派遣した。 

 

 

・派遣要請等の協力依頼については院内業務

を調整し、協力できるよう対応した。 

 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

専門外来診療初診患者数 326人   316人 

うち児童・思春期外来診療

初診患者数 

108人   107人 

関係機関(児相、知更相)支援回数 71回 47回 
 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・児童・思春期外来に対応する診療体制の強化、 

充実                

・公的機関への支援          

 

【指標達成状況】 

・専門外来診療延べ患者数(人)    評点４ 

(計画310人 実績316人 101.9％) 

・うち児童・思春期専門外来診療延べ患者数 

評点２ 

(計画120人 実績107人 89.2％)     

・関係機関(児相、知更相)支援回数(回) 

評点２ 

(計画60回  実績47回 78.3％) 

 

■長所及び問題点等 
・思春期専門外来において、各医療機関や関係

機関等からの要請に応え、連携を図りながら

対応した。 

・思春期外来の予約枠を拡充するなど、対策は

講じているものの、前年度より実績が減少し

ている。児童思春期を担う医師の指導の下、

若手医師の思春期外来診察や思春期カンフ

ァレンスの参加、児童相談所への派遣などで

人材育成に取り組むこととしている。 

適 
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（エ）認知症、高次脳機能障害等への医

療連携の構築(No.24) 

・ 認知症疾患医療センターにおいて、

地域の保健医療・介護機関などと連携を

図りながら、認知症の早期診断や原因疾

患の鑑別、行動・心理症状に対する急性

期治療、専門医療相談を実施する。 

 

 

 

・ 地域の保健医療・介護関係者への研

修を行うことにより、認知症の保健医療

水準の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 若年性認知症について、若年性認知

症支援コーディネーターによる窓口で

の相談に応じるとともに、地域包括支援

センター等と連携するなど、相談体制の

充実を図る。 

 

 

・ 高次脳機能障害支援センターにおい

て、県内の保健医療・福祉機関などと連

（エ）認知症、高次脳機能障害等への医

療連携の構築(No.24) 

 ・ 認知症疾患医療センターにおいて、

宇部・小野田保健医療圏域の保健医療・

介護機関などと連携を図りながら、認知

症の早期診断や原因疾患の鑑別、行動・

心理症状に対する急性期治療、専門医療

相談を実施する。 

 

 

・ 宇部市医師会及び山陽小野田市医師

会との連携による圏域での研修会や事例

検討を行うとともに、県内の認知症疾患

医療センター（８カ所）で連携して、全

県を対象とした研修会等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 若年性認知症について、こころの医

療センターでの窓口相談等に応じるとと

もに、県内の認知症疾患医療センターや

福祉・介護機関などと連携を図りながら、

相談・支援体制の充実に取り組む。 

 

 

・ 高次脳機能障害支援センターにおい

て、県内の保健・医療・福祉機関などと

４  

 

・圏域内の医療機関及び関係機関との連携協

議会や宇部市、山陽小野田市との支援困難事

例を検討する定例相談会等を開催し、情報共

有や連携強化に努めた。 

・保健・医療・福祉関係者と連携し、当院の

物忘れ外来で急性期治療や専門医療相談を引

き続き実施した。 

 

・認知症疾患医療センター連絡会議を通じて

県内の認知症疾患医療センターとの情報共有

を図るとともに、かかりつけ医や専門職等を

対象とした認知症疾患医療センター合同研修

会をＷｅｂ配信にて実施し 229 名の参加があ

った。 

・宇部市医師会と、拡大事例検討会とオンラ

イン研修会を各1回開催した。 

・若年性認知症支援コーディネーターを配置

し、本人・家族はもとより、医療・福祉関係

者や事業所等から相談を受け、市町や関係機

関と連携しながら、医療・福祉・就労等の総

合的な支援を引き続き実施した。 

 

・若年性認知症に対する支援強化を図るため、

圏域内の関係機関と連携し、支援者のための

研修会を、また周南圏域で職域を対象とした

研修会を開催した。 

・「認知症の人と家族の会」が開催する本人・

家族の集いの運営に参加協力した。 

 

・高次脳機能障害に関して、保健・医療・福

祉関係機関などと連携し、障害の症状評価や

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・認知症疾患医療センターにおいて急性期治療 

専門医療相談の実施        

・宇部市医師会、山陽小野田医師会及び他の認

知症疾患医療センターとの連携 

・若年性認知症に対する支援強化 

・高次脳機能障害支援センターの専門医療相談 

・関係者やボランティア等の人材育成    

 

【指標達成状況】 

・地域包括支援センターとの連携会議・協議会

開催回数(回)           評点２ 

（計画13回 実績10回 76.9%） 

・認知症疾患医療センター相談件数(件)  

評点５ 

（計画775件 実績1,031件 133.0%） 

・若年性認知症支援相談窓口相談件数(件) 

評点５ 

(計画223件 実績279件 125.1%） 

・高次脳機能障害支援センターケース会議・支

援会議開催回数(件)                評点４ 

(計画62件 実績64件 103.2%）   

・高次脳機能障害支援センターによる人材育成

のための研修会・講習会(講師派遣を含む)の開

催回数(件)             評点４ 

(計画14回 実績  16回 114.3％)   

・依存症治療拠点機関（薬物依存症）としての 

 研修会・講習会         評点５ 

（計画 2回 実績 6回 300.0％） 

 

 

適 



 - 29 - 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

携を図りながら、障害の症状評価や認

定、専門医療相談を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 高次脳機能障害について、県内の保

健医療・福祉関係者への研修やボランテ

ィア等の人材養成等を実施するととも

に、県内全域での相談支援体制の充実・

強化を図る。 

 

 

 

・ 依存症治療拠点機関として、県内の

医療機関を対象とした依存症に係る研

修や情報発信を行い、県内で適切な医療

サービス等が提供されるよう連携を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

連携を図りながら、専門医療相談や受診

支援を実施する。併せて、脳外傷地域連

携パスの利用拡大やパスを通じた支援の

充実に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ また、関係者への研修やボランティ

ア等の人材養成等を実施するとともに、

県内全域での相談支援体制の充実・強化

を図る。 

 

 

 

 

・ 依存症治療拠点機関として、県内の

医療機関を対象とした依存症に係る研修

や情報発信を行い、県内で適切な医療サ

ービス等が提供されるよう連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定、専門医療相談を実施した。 

・宇部圏域の地域医療連携情報ネットワーク

上で運用する「脳外傷地域連携パス」は令和4

年度末をもって中止されたが、個別事例につ

いて関係機関と共有するなど、支援の連携に

努めた。 

・新規就労・復職を目指す高次脳機能障害の

患者に特化した専門作業療法を 12 回実施し

た。また、山口障害者職業センター・就労移

行支援事業所と連携し、職業センターカウン

セラー・就労移行支援事業所管理者による講

義を1回実施した。 

 

・ボランティアの受け入れを再開し、山口県

立大学社会福祉学部学生や、脳神経外科クリ

ニック職員計16名が参加した。 

・山口障害者職業センター主催の「障害者雇

用支援連絡協議会」では、高次脳機能障害の

就労を議題とし、共催として協議会に 2 回参

加した。 

 

・依存症治療拠点機関として、依存症に関す

る理解の促進と支援体制の強化を総合的に行

うため、8月にＷｅｂ形式で、山口県依存症セ

ミナーを開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長所及び問題点等 
・認知症疾患医療センターにおいて、毎週定例

会議を開催するとともに、迅速かつ適切な急

性期治療や専門医療相談を行なった。 

・新型コロナウイルス感染症が五類に移行した

ことに伴い、ボランティアの受け入れを再開

した。 
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指標 R3実績 R8目標 

地域包括支援センターとの

連携会議・協議会開催回数 

13回 16回 

認知症疾患医療センター相

談件数 

748件 850件 

若年性認知症支援相談窓口

相談件数 

216件 250件 

高次脳機能障害支援センタ

ーケース会議・支援会議開

催回数 

62回 65回 

高次脳機能障害支援センタ

ーによる人材育成のための

研修会・講習会(講師派遣を

含む。)の開催回数 

11回 20回 

依存症治療拠点機関（薬物

依存症）としての研修会・

講習会（講師派遣を含む）

の開催回数 

― 5回 

 
 

指標 R3実績 R5計画 

地域包括支援センターとの

連携会議・協議会開催回数 

13回 13回 

認知症疾患医療センター相

談件数 

748件 775件 

若年性認知症支援相談窓口

相談件数 

216件 223件 

高次脳機能障害支援センタ

ーケース会議・支援会議開

催回数 

62回 62回 

高次脳機能障害支援センタ

ーによる人材育成のための

研修会・講習会(講師派遣を

含む。)の開催回数 

11回 14回 

依存症治療拠点機関（薬物

依存症）としての研修会・

講習会（講師派遣を含む）

の開催回数 

― 2回 

 
 

指標 R4実績 R5実績 

地域包括支援センターと

の連携会議・協議開催回数 

11回 10回 

認知症疾患医療センター

相談件数 

1,135件 1,031件 

若年性認知症支援相談窓

口相談件数 

377件 279件 

高次脳機能障害支援セン

ターケース会議・支援会議

開催回数 

62回 64回 

高次脳機能障害支援セン

ターによる人材育成のた

めの研修会・講習会(講師

派遣を含む。)の開催回数 

8回 16回 

依存症治療拠点機関（薬物

依存症）としての研修会・

講習会（講師派遣を含む）

の開催回数 

5回 6回 

（オ）災害精神医療への対応(No.25) 

・ 災害拠点精神科病院の役割を果たす

ため機能の充実に努めるとともに、災害

時に、被災地での精神科医療の提供や、

精神保健活動、被災医療機関、要支援者

への専門的支援等を行う災害派遣精神

医療チーム（ＤＰＡＴ）の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

（オ）災害精神医療への対応(No.25)  

・ 災害拠点精神科病院としての指定に

伴い、その役割が果たせるよう、さらな

る機能の充実に努めるとともに、災害時、

被災地域での精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

４  

・山口県総合防災訓練に参加した。 

・令和 5 年度大規模地震時医療活動訓練に参

加した。 

・令和 5 年度中国地区ＤＰＡＴ連絡協議会実

働訓練に参加した。 

・大規模地震を想定した院内災害訓練を開催

した。 

・先遣隊隊員がＤＰＡＴ先遣隊技能維持研修

を受講した(受講者:4名) 

・令和5年度ＢＣＰ策定研修を受講した(受講

者：2名) 

・災害時に災害拠点精神科病院の機能を担え

■年度計画を十分に達成 
【取組達成状況】 

・災害派遣医療チーム（ＤＰＡＴ）の災害訓練

への参加  

・能登半島地震へのＤＰＡＴ派遣 
 

【指標達成状況】 

・ＤＰＡＴの災害訓練への参加(回)   

    評点５ 
(計画1回以上 実績3回 300.0％) 

 

■長所及び問題点等 
・災害拠点精神科病院の機能を担えるよう、Ｂ

ＣＰの改訂を行った。 

適 
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指標 R3実績 R8目標 

DPATの災害訓練への参加 3回 1回以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 R3実績 R5計画 

DPATの災害訓練への参加 3回 1回以上 
 

るようＢＣＰ策定部会を 9 回開催し、ＢＣＰ

の改訂、充実を図った。 

・能登半島地震では、県からの要請を受け被

災地にＤＰＡＴを派遣し、医療活動を行った。 

・令和 5 年度岡山県ローカルＤＰＡＴ研修に

先遣隊2名が参加した。 

・令和 5年度第 2回山口県災害医療関係者連

絡調整会議に参加した。 

指標 R4実績 R5実績 

DPATの災害訓練への参加 3回 3回 
 

・県からの要請に基づき、能登半島地震の災害

医療活動にＤＰＡＴを派遣した。  

 

 

 

 

 

 
 

 

（カ）司法精神医療体制の向上(No.26) 

・ 県内の司法精神医療体制を充実させ

るため、刑事精神鑑定を積極的に引き受

け、良質な精神鑑定を提供し、司法機関

の適切な責任能力判断に寄与する。 

・ 心神喪失者等医療観察法における指

定入院･通院医療機関として､同法の対

象者に適切で継続的な医療を提供し、病

状の改善・安定化と社会復帰の促進を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カ）司法精神医療体制の向上(No.26)  

・ 心神喪失者等医療観察法における指

定入院･通院医療機関として､同法の対象

者に適切で継続的な医療を提供し、他県

の指定入院医療機関との連携を図りなが

ら、病状の改善・安定化と社会復帰の促

進を図る。 

３  

・各職種が目的意識を持って研修会や学会等

に参加し、他病院と情報交換するなど、新た

な知見を得るよう努めた。 

・法の理念を十分理解した上で、対象者に適

切な医療を提供できるよう、病棟内でカンフ

ァレンスを重ねた。 

・令和5年度は4名が社会復帰した。 

■年度計画を概ね達成 

 

【取組達成状況】 

・医療観察法対象者への適切な医療の提供  

 

■長所及び問題点等 
・職員の医療技術の向上のため、専門研修に積

極的に参加し、社会復帰の促進を図った。 

 

適 
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大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 １ 医療の提供 （２）地域医療への支援 
 
中

期

目

標 

１ 医療の提供 

県立病院として対応が求められる分野の医療をはじめ、医療需要の変化にも応じて、地域における必要な機能分化・連携強化を図りつつ、質の高い医療を継

続的、安定的に県民に提供すること。 

(２) 地域医療への支援 

ア 地域医療連携の推進 

   地域医療構想も踏まえ、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を図ること。 

    また、県内の医療機関からの職員派遣要請や医療機器の共同利用に応じるとともに、地域の医療従事者の資質の向上のための研修を実施するな 

ど、地域医療への支援に努めること。 

    イ 社会的な要請への協力 

       県立病院が有する人材や知見を活用し、研修会への講師派遣など社会的な要請に協力すること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（２）地域医療への支援 

ア 地域医療連携の推進 

（ア）県内医療機関等との連携(No.27) 

・ 総合医療センターにおいて、高度急

性期医療の提供に努めるとともに、地域

医療支援病院として、病診連携・病病連

携を強化するなど、医療機能の分化・連

携を推進し、地域完結型の医療を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域医療への支援 

ア 地域医療連携の推進 

 （ア）県内医療機関等との連携(No.27)  

・ 総合医療センターにおいて、地域医

療機関と連携し、患者及び家族に「かか

りつけ医を持つこと」について引き続き

啓発活動を行う。  

 

・ 地域の医療機関との顔の見える連携

を強化するため、担当医師と共に診療機

関へ個別訪問するなど広報活動に努め

る。 

 

 

 

 

 

４  

 

 

・「患者支援連携センター」において、防府

市圏域の10病院で構成される病病連携会議を

3回開催し、地域の医療機関情報の集約と情報

共有を図り、連携体制の強化に努めた。 

 

・患者支援連携センターのＨＰを改訂し、地

域の医療機関から当院へ紹介しやすい内容と

した。 

・かかりつけ医紹介対応として地域の医療機

関の情報を当院のホームページに掲載するほ

か、リーフレットを作成し、かかりつけ医に

関する情報提供を行い逆紹介の推進を図っ

た。 

・「患者支援連携センター」において、過去

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・地域医療連携の推進         

・患者支援連携センターの運営         

・地域連携パスの運用 

・紹介患者情報の一元管理       

・逆紹介の促進            

・地域包括ケアシステムの構築 

・他医療機関への広報等 

 

【指標達成状況】 

・紹介率(％)            評点５ 

(計画60.0％ 実績90.5％ 150.8％) 

・逆紹介率(％)           評点５ 

(計画80.0％ 実績120.6％ 150.8％) 

・地域医療従事者の資質向上のための研修会の

適 
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・ 地域医療支援病院として、紹介患者

の受入れ及び逆紹介に努めるとともに、

地域連携パス（地域の医療機関との連携

による急性期から在宅までの一貫した診

療計画）の作成、運用に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 「県央デルタネット」については、

患者情報開示施設として、重複検査や重

複投薬などが防止できるよう、必要な情

報の提供に努める。 

 

・ 地域医療支援病院として、紹介患者

の受入れ及び逆紹介に努めるとともに、

地域連携パスの対象拡大など運用・推進

を図る。 

 

 

 

 

・ 紹介元医療機関に対する受診報告書、

返書を紹介元へ確実に行えるよう、紹介

患者の情報を地域医療連携室が継続的に

一元管理する。 

 

・ 逆紹介の促進に向けて、院内に情報

提供を行う。 

 

指標 R3実績 R5計画 

紹介があった医療機関を診療科別に分析した

上で、戦略的に地域の医療機関を訪問（190件

/年）し、高度急性期・専門医療の提供が必要

な患者を当院に積極的に紹介されるよう依頼

した。 

・顔の見える地域連携体制を構築するため、

診療科や新たに設置したセンター等を紹介す

るパンフレットを作成し、担当医師と共に地

域の医療機関へ26件の個別訪問をした。 

 

・「県央デルタネット」の患者情報開示施設

として、重複検査や重複投薬などが防止でき

るよう、必要な情報の開示に継続して取り組

んだ。 

 

・連携協力病院及び診療所の新規開拓、地域

の医療機関にも配布する病院広報誌の内容充

実等に取り組み、地域医療支援病院の承認要

件である紹介率は90.5％（要件50％以上）、

逆紹介率120.6％（要件70％以上）となった。 

・脳卒中、大腿骨頸部骨折、心不全、がん等

の地域連携パスの運用を推進した。 

 

・地域連携システムにより、地域医療連携室

が一元管理し、紹介元への受診報告、返書を

行った。 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

開催回数(回)           評点５ 

(計画12回  実績17回 141.7％) 

 

■長所及び問題点等 
・「患者支援連携センター」において、防府市

圏域の 10 病院と病病連携会議を開催する

など、地域の医療機関との連携体制の強化に

努めた。 

・かかりつけ医紹介対応として、地域の医療機

関の情報を当院のホームページに掲載する

ほか、リーフレットを作成し、かかりつけ医

に関する情報提供を行うなど、医療機能の分

化と連携を推進した。 

・「県央デルタネット」の患者情報開示施設と

して、重複検査や重複投薬などが防止できる

よう、必要な情報を開示した。 

・「患者支援連携センター」において、戦略的

に地域の医療機関を担当医師と訪問するこ

とで顔の見える連携の強化を図り、高度急性

期・専門医療の提供が必要な患者を当院に積

極的に紹介されるよう依頼した。 
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・ 地域包括ケアシステムの構築に向け、

患者支援連携センターにおいて、前方・

後方支援医療機関等との連携体制の強化

を図るとともに、地域医療従事者の資質

向上のための研修会を実施する。 

 

 

・ こころの医療センターにおいて、他

の医療機関など関係機関との連携体制の

強化を図る。特に、急性期の身体合併症

を有する精神疾患患者の受入れについて

は、総合医療センターとの連携体制を高

め、対応力の強化に向けて取り組む。 

 

 

 

紹介率 73.2％ 60％ 

逆紹介率 110.1％ 80％ 

指標 R3実績 R8目標 

地域医療従事者の資質向上

のための研修会の開催回数 

12回 12回 

・ 山口・防府保健医療圏の地域包括ケ

アシステムが構築できるよう、患者支援

連携センターにおいて、地域の医療機関

等との連携体制の強化を図る。また、地

域医療従事者の資質向上のための研修会

を月１回実施する。 

 

・ こころの医療センターにおいて、他

の医療機関など関係機関との連携体制の

強化を図る。特に、急性期の身体合併症

を有する精神疾患患者の受入れについて

は、総合医療センターとの連携体制を高

め、対応力の強化に向けて取り組む。 

 

 

指標 R3実績 R5計画 

地域医療従事者の資質向上

のための研修会の開催回数 

12回 12回 

 

紹介率 73.2％ 60％ 

逆紹介率 110.1％ 80％ 

・センター内の全医師に対して、診療情報提

供書と返書の差異や逆紹介時の留意点等の資

料を配布し、逆紹介率向上に努めた。 

・「患者支援連携センター」において、防府

市圏域の10病院と病病連携会議を3回開催

し、地域包括ケアシステムの構築に向けた地

域医療従事者の研修会を17回行うなど、地域

の医療機関との連携体制の強化に努めた。 

 

 

・宇部・山陽小野田保健医療圏域の医療機関

や関係機関に呼びかけ、圏域の連携協議会を

実施し、公的機関の介入や支援などが困難な

事例について協議を行った。また、宇部市医

師会の分科会にリーダー病院として参加し、

多職種研修会や事例検討会を実施し、連携体

制の強化を図った。 

 

指標 R4実績 R5実績 

地域医療従事者の資質向上

のための研修会の開催回数 

13回 17回 

 

紹介率 76.6％ 90.5％ 

逆紹介率 121.3％ 120.6％ 

（イ）県内医療機関への支援(No.28) 

・ 地域の医療従事者の資質向上に向け

た研修を実施するとともに、他の医療機

関からの要請に対し、職員を派遣し、支

援する。 

 

 

 

 

 

（イ） 県内医療機関への支援(No.28) 

・ 院内で行う症例検討会や研修会等で

適当なものを地域の医療従事者に開放す

る。研修会等の案内は、地域の医師会の

協力も得て、会員に周知を図る。 

 

 

 

 

 

４ 《総合医療センター》 

・研修会や症例検討会などを院外の医療従事

者に案内した。 

・研修形態をＤＶＤ視聴やリモート形式とし

て、新人看護師研修会 3 回、看護補助者研修

会 3 回、薬剤部研修会 2 回、周産期研修会 1

回の開催を防府・山口圏域医療機関へ案内し、

延べ972人の参加があった。 

《こころの医療センター》 

・研修会や症例検討会などを地域の医師会と

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・院内研修の地域への開放                        

・他の医療機関の要請対応、職員派遣   

・開業医等からの検査依頼対応     

・高度医療機器の共同利用促進     

 

■長所及び問題点等 
・地域医療支援病院として、院内で行う症例検

適 
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・ 総合医療センターにおいて、高度医

療機器の共同利用、施設の一部開放に取

り組む。 

 

 

 

 

 

・ 他の医療機関からの要請に対し、職

員を派遣し、支援する。 

 

・ 総合医療センターにおいて、地域の

開業医等からの検査依頼に応じ ＣＴ、Ｍ

Ｒ、ＲＩなどの画像診断機器、内視鏡を

利用した検査を実施する。 

・ 高度医療機器の共同利用の促進と開

放病床の運用等について取り組む。 

開催し、院外の医療従事者69名の参加があっ

た。 

 

 

・県内の医療機関からの診療応援要請に応じ

て職員を派遣し対応した。 

 

・高度医療機器の共同利用を実施した。共同

利用件数は、ＣＴ 661件、ＭＲＩ 449件、Ｒ

Ｉ 81件、消化管上部内視鏡検査 30件、骨塩

量測定 7 件、ＰＥＴ23 件、総検査件数 1,251

件 

・放射線科と協議し、地域の医療機関からの

予約依頼にタイムリーに対応できるように検

査予約枠を維持した。 

・高度医療機器の検査予約空き状況のお知ら

せを 2 次医療圏の医療機関に毎週配布すると

ともに、当院ＨＰに掲載し、高度医療機器の

共同利用の促進を図った。 

・令和5年度は開放病床の利用はなかった。 

 

討会を地域の医療従事者に開放するなど県

内医療機関への支援を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 社会的な要請への協力(No.29) 

・ 大学や高等学校、専門学校などの公

的機関が行う学生に対する講義や医療・

福祉従事者に対する研修会への講師派遣

など社会的な要請に応じて協力を行う。 

 

イ 社会的な要請への協力(No.29)  

・ 大学や高等学校、専門学校などの公

的機関が行う学生に対する講義や医療・

福祉従事者に対する研修会への講師派遣

など社会的な要請に応じて協力を行う。 

３  

・山口大学、山口県立大学、萩看護学校及び

防府高校へ、講義及び研修会の講師として、

職員を派遣した。 

《こころの医療センター》 

・山口県立大学、萩看護学校への講師派遣に

よる講義や各市町、学校等からの講演、また

各審査会や療育相談等を依頼を受けて実施し

た。 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・研修会等への講師派遣  

 

 

 

 

 

 

 

 

適 



 - 36 - 

 

 

 

 

中

期

目

標 

１ 医療の提供 

県立病院として対応が求められる分野の医療をはじめ、医療需要の変化にも応じて、地域における必要な機能分化・連携強化を図りつつ、質の高い医療を継

続的、安定的に県民に提供すること。 

(３) 医療従事者の確保、専門性の向上   

本県における医療提供体制の更なる充実に必要な医師、看護師、薬剤師をはじめとする高度専門医療人材等の確保対策を推進するとともに、教育研修の 

充実、専門又は認定資格の取得支援など医療従事者の専門性や医療技術の向上に資する取組を実施すること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（３）医療従事者の確保、専門性の向上 

ア 医療従事者の確保(No.30) 

・ 本県の医療提供体制の更なる充実に

向けて優れた医師、看護師、薬剤師をは

じめとする高度専門医療人材を確保する

ため、目的積立金を活用した医療従事者

の処遇向上を行うとともに、大学などの

教育・養成機関及び県などの関係機関と

の連携の一層の強化を図る。  

  また、病院説明会の開催や養成校訪問

等によるリクルート活動、ホームページ

等による効果的な病院情報の発信を行う

とともに、職種別人材の需給状況や医療

機関の採用状況などを見極め、適時適切

な採用を進める。 

 

（３）医療従事者の確保、専門性の向上 

 ア 医療従事者の確保(No.30)  

・ 優れた医師、看護師、薬剤師をはじ

めとする高度専門医療人材を確保する

ため、目的積立金を活用した医療従事者

の処遇向上を行うとともに、大学などの

教育・養成機関及び県などの関係機関と

の連携を強化し、適時適切な採用を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

・山口大学、山口県立大学や防府高校、萩看

護学校等からの医師や看護師を積極的に採用

した。 

・山口県立大学と連携協定を締結し、看護人

材の確保・育成のため、修学資金返還支援給

付金制度の活用の推進やプレ臨地実習や研修

等を実施した。 

・山口大学医学部附属病院と連携協定を締結

し、山口大学医学部附属病院の医療人育成セ

ンターを活用し、防府市内の医療従事者を含

め、研修などを通じて、最新の技術や知識を

習得できる体制を整備した。 

・山口県看護協会と連携協定を締結し、地域

医療の発展に寄与するため、看護人材の確保

及びその育成についての連携を強化した。 

・山陽小野田市立山口東京理科大学との連携

協定の取組等により、大学との連携研修の参

加者 2名を含む薬剤師 6名の採用予定者を確

保した。 

・目的積立金を活用した修学資金返還支援給

■年度計画を十二分に達成 
【取組達成状況】 

・教育機関と連携した人材確保と情報発信 

・基幹病院としてのプログラムの申請 

・職種別採用活動の実施 

 

■長所及び問題点等 
・県全体の医療提供体制の充実を見据えて、山

陽小野田市立山口東京理科大学、山口県立大

学、山口県看護協会、山口大学医学部附属病

院と連携協定を締結し、本県の地域医療の発

展に貢献できる医療人材の確保・育成に取り

組んだ。 

・インターネットを活用して効果的な採用情報

の発信に努めるとともに、採用試験の日程の

見直し及び随時実施や学校推薦枠の拡大、Ｗ

ｅｂ面接の活用等により、優れた人材の確保

に繋がった。 

・看護部や専門的な知見を有するコンサルタン

トとの協働によるフォロー活動が定着し、総

合医療センターにおける、看護師の離職率

は、減少傾向である。 

適 

大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 １ 医療の提供 （３）医療従事者の確保、専門性の向上 
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・ 看護師への個別ヒアリングを実施

し、職場環境の改善に取り組むことで、

離職防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 専門医研修プログラムの基幹病院と

して、総合診療科、産婦人科、麻酔科、

救急科の４領域が連携施設と協力し、専

門医研修を行う。その他の領域について

は山口大学等との連携病院として対応

する。 

 

 

・ 病院説明会の開催、養成校訪問等に

よるリクルート活動、就職情報サイト及

びホームページの活用等により、効果的

な病院情報の発信を行い、優れた人材を

確保する。  

 

 

 

 

 

 

付金枠の採用試験を拡充し、看護職員10名（看

護師 9 名、助産師１名）の採用予定者を確保

した。 

 

・看護師不足に対応するため、人材育成・採

用担当の専任職員を配置し、専門的な知見を

有するコンサルタントと協働して、アンケー

トや面談を実施し、新人看護師の離職防止や

カリキュラムの見直し、教育指導の充実を図

った。 

・夜間保育を可能とする院内保育施設の充

実・強化や夜勤協力手当の活用等により夜勤

従事者の確保及び増員を図った。 

 

・専門医研修プログラムの基幹病院として、

総合診療科、産婦人科、麻酔科、救急科の４

領域が連携施設と協力し、専門医研修を行っ

た。 

・また、当プログラムの充実等のため県や医

療機関、医師会で構成する協議会を１回開催

した。 

 

・総合医療センター主催の看護学生向け病院

説明会及び見学会を７回実施した。また、九

州・中国地方の看護系学科設置大学９校への

訪問活動を行った。 

・総合医療センター主催の薬学生向け病院説

明会及び見学会を４回実施した。 

・総合医療センター主催の事務系学生向け病

院説明会及び見学会を２回実施した。 

・就職情報サイトが主催する看護学生合同就

職説明会に９回出展した。 

・就職情報サイトや山陽小野田市立山口東京

・新人看護師の離職防止のため、人材育成・採

用担当の専任職員を配置している。 
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・ また、試験の実施においては、面接

にＷＥＢ形式を取り入れるなど、状況に

応じた柔軟な対応を行う。 

 

・ 職種別人材の需給状況や他の医療機

関の採用状況などを見極め、採用試験の

あり方について検証を行い、適時適切な

採用を進める。 

理科大学及び福岡大学が主催する薬学生合同

就職説明会に３回出展した。 

・山口しごとセンターが主催する就職説明会

に３回出展した。 

・病院機構ホームページや看護学生就職情報

サイト、地域情報誌の活用により、情報発信

力の強化を図った。 

・部署毎の業務内容や教育システム、福利厚

生など、学生等に関心のある内容を盛り込ん

だ、看護師応募者向けのＰＲ冊子及び薬剤師

応募者向けのＰＲ冊子を作成し、配布した。 

 

・Ｗｅｂ面接を積極的に取り入れ、県内外か

ら優秀な人材の確保に努めた。 

 

 

・職種別人材の需給状況や医療機関の採用状

況などの情報収集に努め、採用試験のあり方

について検証を行った上で、適切な採用試験

の実施に努めた。 

・助産師及び看護師採用試験については、6

回の定期試験に加え、随時採用試験を実施す

るなど適時適切な採用に努めた。 

・目的積立金を活用した修学資金返還支援給

付金枠の採用試験を拡充し、看護職員10名（看

護師 9名、助産師 1名）の採用予定者を確保

した。 

イ 医療従事者の専門性の向上(No.31) 

・ 教育研修計画に基づき計画的に研修

を行い、医師や看護師など質の高い医療

従事者の育成に努める。 

 

 

イ 医療従事者の専門性の向上(No.31) 

・ 高度専門医療など県立病院が担うべ

き医療を継続的に提供するため、教育研

修計画に基づき計画的に研修を行い、医

師や看護師など質の高い医療が提供で

きる人材や病院経営を担える人材など

４ 

 

 

 

 

 

 

≪総合医療センター≫  

・新規採用職員を対象に、４月に研修を実施

した。 

・県ひとづくり財団が実施する研修への参加

等、院外研修の活用を推進した（60人）。 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・医師看護師等の研修参加及び資格取得支援 

 

■長所及び問題点等 

適 
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・ 医療需要に対応した認定資格の取得

や学会活動への支援、病理解剖、症例検

討会など、医療技術の向上に資する取組

を進め、高い専門性を有する人材の育成

に努める。 

 

 

質の高い医療従事者の育成に努める。 

 

 

 

 

 

 

・ 医療需要に対応した認定資格の取得

や学会活動への参加と支援、病理解剖、

症例検討会の実施など、医療技術の向上

に資する取組を進め、高い専門性を有す

る人材の育成に努める。 

・ 新たな分野の認定看護師の育成や特

定行為研修の受講、学会発表、学会参加

の支援を行う。認知症看護の理解を深め

るために、認知症に関する院内研修の開

催や認知症看護認定看護師による院内

での活動を支援する。 

 ≪こころの医療センター≫ 

・県ひとづくり財団が実施する研修への参加

等、院外研修の活用を推進した（10人）。 

≪本部事務局≫ 

・県ひとづくり財団が実施する研修への参加

等、院外研修の活用を推進した（6人）。 

 

《総合医療センター》 

医局：院外研修      103人 

 

薬剤部： 

 総合医療

センター 

こころの医

療センター 

R5実績 

部内研修会開催数 50回 ― 

院外研修参加数 79人 4人 

学会発表 5件 ― 

寄稿 2件 ― 

山口県糖尿病療養指導士取得 2人 
腎臓病療養指導士取得 1人 
栄養サポートチーム専門療法士更新 1人 

日本病院薬剤師会感染制御認定薬剤師更新 2人 

 

中央放射線部： 

 R5実績 

第1種放射線取扱主任者 52人 

院外研修会参加人数 120人 

学会発表 9人 

第1種放射線取扱主任者 1人 医療安全管理者 1人 

磁気共鳴専門技術者 1人 画像診断管理認証 1人 

日本診療放射線技師会告示研修終了者  1人 

X線CT認定技師 1人 

 

 

・目的積立金の活用により専門・認定資格の取

得費用や更新に伴う費用負担が軽減される

こととなり、専門性を有する資格を取得でき

る体制が整備された。 

・医師の働き方改革に伴う臨床検査技師へのタ

スクシフト/シェア厚労省指定講習会は臨床

検査技師全員(45 名)が修了し、山口県内で

は修了人数、修了率ともにトップである。 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

中央検査部： 

 R5実績 

部内勉強会参加人数 632人 

部門勉強会参加人数 288人 

院内研修会参加人数 496人 

院外研修会参加人数 639人 

学会発表人数 32人 

資格取得(新規)人数 82人(5人) 

超音波検査士  1人 認定病理検査技師  1人 

緊急臨床検査士 2人 心電図検定1級 1人 

タスクシフト/シェア厚生労働省指定講習会 45名修了  

 

看護部： 

 R5実績 

院内研修参加人数 3,778人 

院外研修参加人数 81人 

学会発表者数 21人 

感染管理認定看護師B課程取得 1名 

特定行為研修集中治療域パッケージ研修修了 1名 

 

事務部： 

・高い専門性を有する人材の育成のため、山

口県ひとづくり財団の実施する研修等へ職員

を参加させた。 

≪こころの医療センター≫ 

・各職種の学会参加や専門研修参加の支援を

行った。 

《本部事務局》 

・新規採用職員を対象に、4月に研修を実施し

た。また、山口県ひとづくり財団の実施する

研修等へ職員を参加させた。 
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大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 １ 医療の提供 （４）医療に関する安全性の確保 

 

中

期

目

標 

１ 医療の提供 

県立病院として対応が求められる分野の医療をはじめ、医療需要の変化にも応じて、地域における必要な機能分化・連携強化を図りつつ、質の高い

医療を継続的、安定的に県民に提供すること。 

（４）医療に関する安全性の確保 

安心・安全な医療を提供するため、各部門が連携し、医療事故防止、院内感染防止などの安全対策を推進すること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（４）医療に関する安全性の確保 

ア 医療事故の防止対策(No.32) 

・ 組織で対応が必要なヒヤリハット事

例を選択し、分析、評価を実施し、院内

全体で周知・徹底を図り、医療事故の未

然防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医療に関する安全性の確保  

ア 医療事故の防止対策(No.32) 

・ 組織的対策を必要とするヒヤリハッ

ト事例を分析、評価を実施し、再発防止

策の有効性の確認をするとともに、院内

研修会を開催し、医療事故の未然防止に

努める。  

・ 院内迅速対応システム（ＲＲＳ）を

活用し、患者の急激な病態悪化を予防す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

《総合医療センター》 

・リスクマネージメント研修会を 2回開催し

た。 

・組織的対策が必要な 6件のヒヤリハット事

例について分析、評価を実施した。 

・緊急コールシミュレーションを実施した。 

・外来患者に対して誤認防止のための啓発活

動を実施した。 

・研修医の技術実習セミナーを開催した。 

・インシデントレポートが2,030件となった。

（うちレベル3aが31件、3ｂが7件） 

・ヒヤリハットを未然に防いだ事例などを

GoodJob報告として集約した。 

・院内迅速対応システム（ＲＲＳ）を活用し、

患者の急激な病態悪化を予防した。（18件） 

・医療過誤案件の発生を受け、医療安全研修

会の開催や医療安全管理マニュアルの周知な

どを行い、再発防止策を徹底した。 

《こころの医療センター》 

・院内研修会として、医療安全対策全体研修

を集合と紙面で開催した。 

・CVPPP 研修として、トレーナーによる講義

とブレイクアウェイの手技確認を 11 回実施

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・医療事故の防止対策         

・医療安全マニュアルの周知徹底    

・医療事故の公表            

 
【指標達成状況】 

・転倒・転落事故発生率(レベル2以上) 

評定５ 

(総合 計画0.00033％以下 実績0.00013％) 

                160.6％ 

(こころ計画0.00034％以下 実績0.00008％) 

            176.5％ 

 

■長所及び問題点等 

・転倒・転落事故発生率（レベル2以上）は、

総合医療センター、こころの医療センターと

も非常に低い水準となった。 

・総合医療センターでは、医療安全の推進とし

て、外来患者に対して誤認防止のための啓発

活動を実施した。 

・GoodJob報告を推進したことでインシデント

報告数が増加した。 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 医療事故調査制度に基づき、医療安

全についての標準化、統一化、規則化の

推進を図る。 

 

 

・ 医療事故公表基準を適切に運用し、

情報を公表し、県民の信頼と医療安全の

確保に努める。 

 

指標 R3実績 R8目標 

転倒・転落事故発生率(レベル２

以上)《総合医療センター》 

0.00032

％ 

0.00033

％以下 

転倒・転落事故発生率(レベル２

以上)《こころの医療センター》 

0.00018

％ 

0.00034

％以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 医療事故調査制度に沿って透明性の

高い医療を提供する。 

 

 

 

・ 医療事故公表基準に基づき、適切に

情報を公開する。 

 

 

指標 R3実績 R5計画 

転倒・転落事故発生率(レベル２

以上)《総合医療センター》 

0.00032

％ 

0.00033

％以下 

転倒・転落事故発生率(レベル２

以上)《こころの医療センター》 

0.00018

％ 

0.00034

％以下 
 

した。また、新規採用者を対象に 1回実施し

た。 

・救急蘇生訓練については、医療現場の実態

に即した対応が行えるよう、各入院棟と外来

等において延べ19回実施した。また、コ・メ

ディカルを対象に生活療法棟や会議室で実施

した。 

・ヒヤリ・ハットシートが提出件数 701件と

なった。（うちレベル3aが1件） 

 

《総合医療センター》 

・医療事故調査制度に基づく院内調査につい

て、5件の事例カンファレンスを実施した。 

《こころの医療センター》 

・医療事故管理マニュアルの周知徹底を図っ

た。 

・こころの医療センターにおいて、包括公表

に該当する事例が1件あった。 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

転倒・転落事故発生率(レベル２

以上)《総合医療センター》 

0.00020

％ 

0.00013

％ 

転倒・転落事故発生率(レベル２

以上)《こころの医療センター》 

0.00023

％ 

0.00008

％ 
 

〈総合医療センター〉 

・患者の急激な病態悪化を予防するために設置

した院内迅速対応システム（ＲＲＳ）の充実

を図るため、ＲＲＳチームとして教育活動や

患者ラウンドの実施で早期発見、早期介入で

きる体制づくりに努める。 

〈こころの医療センター＞ 

・ＣＶＰＰＰ研修としてトレーナーにより講義

と危機的状況よりの離脱方法を改めて学ぶ

ことができた。 
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イ  医薬品及び医療機器の安全管理

(No.33) 

・ 医療安全に関する情報の収集と提供、

医薬品・医療用放射線・医療機器の安全

管理の充実に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 医薬品及び医療機器の安全管理

(No.33)  

・ 医療安全に関する情報の収集と提

供、医薬品・医療用放射線・医療機器の

安全管理の充実に取り組む。 

・ 医療機器の点検計画を立て適切に実

施していく。また、使用者研修を通じて

安全管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 《総合医療センター》 

薬剤部 

・医薬品の安全性情報等を掲載した「医薬品

情報」を 9回発行し、全医師や看護部等関係

部署に周知した。 

・院外薬局向け情報誌「ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」を 10回

発行し院外薬局等へ周知した。 

 

中央放射線部 

・医療法の一部改正に伴い、運用を開始した

「診療用放射線の安全利用のための指針」に

従い、被ばく線量を管理した。放射線オーダ

ーをするすべての医師、放射線業務に従事す

る医療従事者に対して、研修・試験を行った。 

・医療安全対策の一環として画像診断レポー

トの既読管理を行った。 

 

ＭＥセンター 

・中央管理貸出機器の返却時点検及び部署配

置機器の定期点検を実施した。また、定期点

検対象機器の外部委託による確認も実施し

た。 

・除細動器、透析装置、人工呼吸器などの医

療機器などを安全に使用するため、定期研修

を実施した。 

《こころの医療センター》 

・医薬品の安全性情報等を掲載した院内情報

誌を10回発行し配布した。 

・薬事委員会で決定した採用又は削除医薬品

の情報は、速やかに宇部市薬剤師会に周知し

た。 

 

《総合医療センター》 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・医療機器の安全管理         

・医薬品の安全管理          

・服薬指導の充実           

 
【指標達成状況】 

・服薬指導件数(件)         評点４ 

 (総合 計画16,000件 実績19,085件 

 119.3％)                     

(こころ 計画560件 実績564件 100.7％) 

   

■長所及び問題点等 
・入院患者への薬剤業務の充実と安全な薬剤使

用のため、全病棟に専任の薬剤師を配置して

いる。 

・医薬品に関する院内情報誌を定期的に発行

し、安全管理の充実に努めた。 

・臨床工学部内の役割を明確化することで、人

工透析でのヒヤリハット事例の減少やペー

スメーカー分野での異常の発見など安全管

理に繋がった。 

･夜間の緊急対応時等、対応人数の制限があっ

たものの、多数の症例に対応することで、臨

床工学技士を中心とした安全管理体制の向

上が図られた。 

 

 

 

 

 

 

適 
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・ 総合医療センターにおいては、病棟

薬剤師を配置して服薬指導等を行うこと

により、薬物療法の有効性・安全性の向

上を図る。 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R3実績 R8目標 R3実績 R8目標 

服薬指導

件数 

16,876

件 

16,000

件 

574件 560件 

 

・ 総合医療センターにおいて、入院患

者への薬剤業務を充実させ、安心・安全

な薬剤使用の推進に努める。 

 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R3実績 R8目標 R3実績 R8目標 

服薬指導

件数 

16,876

件 

16,000

件 

574件 560件 

 

・医師等からの質疑に対し、的確かつ迅速に

対応するなど、薬剤の適正使用の推進に努め

た。 

・配薬カートを導入し、看護師と協働でより

安全に患者が服薬できるように、安心安全な

薬剤業務の推進を図った。 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R4実績 R5実績 R4実績 R5実績 

服薬指導

件数 

17,506 

件 

19,085 

件 

560件 564件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 院内感染の防止対策(No.34) 

・ 院内感染対策チームを中心に、多職

種による院内感染の監視、指導・教育な

どを充実させるとともに、新興感染症発

生時の診療継続計画を策定し、院内感染

の更なる防止に努める。 

 

ウ 院内感染の防止対策(No.34) 

・ 感染対策委員会を定期的に開催し、

院内感染防止対策情報の周知を図る。 

また、院内感染対策チームを中心に定期

的に院内ラウンドを実施し、院内感染の

監視、指導・教育など院内感染の防止に

努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  

《総合医療センター》 

・院内感染対策委員会を毎月開催するととも

に、院内感染対策講習会を2回（ＤＶＤ研修）

実施した。 

・感染対策チームを中心に院内ラウンドを49

回実施し、院内感染の監視、指導・教育など

院内感染の防止に努めた。 

・新型コロナウイルス感染症の五類移行前に

対応について検討し、院内に周知を行った。

五類移行後は、入院前 1週間の健康観察を行

うこととし、入院時の検査を中止した。面会

については、問診票にて体調を確認し、1日1

患者につき面会者2名以内で、面会時間15分

以内として、面会を再開した。 

・新型コロナウイルス感染症の感染対策マニ

ュアルを作成し、病院感染対策マニュアルに

追加した。 

 

《こころの医療センター》 

・ＩＣＴメンバーで院内ラウンドを週 1回実

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・院内研修会の実施                   

・同規模病院との相互評価       

・近隣医療機関との感染防止対策に係わるカン 

ファレンスの実施           

・院内感染発生防止策の実施 

 

■長所及び問題点等 
《総合医療センター》 

・新型コロナウイルス感染症が五類に移行する

ことに伴い、入院時の検査を中止や面会条件

などの対応を検討し、周知した。 

《こころの医療センター>> 

・院内クラスターを発生させないために、個々

の健康チェックによるモニタリングに継続

して取り組んだ。 

・防府医療圏における感染症対策の取り組みを

更に推進していくため、保健所・防府医師

会・市内医療機関 14施設との連携を継続し

適 
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・ 近隣の医療機関と合同で感染防止対

策に係る定期的なカンファレンスを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 総合医療センターにおいて、地域の

医療機関を訪問し、院内感染対策に関す

る評価を実施することにより、地域の医

療従事者のレベルアップを図るととも

に、山口市及び周南市の急性期病院と連

携した感染防止対策に係る相互評価を

行う。 

 

 

 

 

・ 新興感染症が全国的に流行した場合

施し、感染対策や発熱者、抗菌薬使用者の状

況を確認した。また、毎月のＩＣＴ会議で情

報共有及び検討を行い、感染対策委員会でそ

の状況を報告した。 

・新人職員、委託業者、リンクスタッフを対

象にそれぞれ研修を行った。全職員を対象と

した研修は、新型コロナウイルス感染症やさ

る痘等の新興感染症の対策について２回実施

した。 

《総合医療センター》 

・近隣の医療機関と地域連携カンファレンス

を 4回実施し、新興感染症発生想定訓練（鳥

インフルエンザ疑い例）を実施した。 

《こころの医療センター》 

・地域連携カンファレンスに 4回参加した。

また、地域院内感染対策支援ネットワーク会

議に認定看護師が参加し、宇部環境保健所圏

域の感染対策担当者と新型コロナウイルス感

染症対策を含めた情報共有を毎月行い、院内

の感染症対策に活かした。 

 

・山口市及び周南市の急性期病院と連携し、

感染対策チームが対象の病院に対し、感染防

止対策に係る相互評価を引き続き行った。  

・連携を行っている防府市内の医療施設 4カ

所を訪問し、感染対策等について、意見交換・

指導を行った。 

・防府保健所と合同で、市内の高齢者施設職

員に対して研修を実施した。 

・山口市の感染管理認定看護師や防府保健所

と共同で、市内の高齢者施設へラウンド・研

修を実施した。 

・新興感染症が全国的に流行した場合におい

た。地域連携カンファレンス内で、新興感染

症発生想定訓練を実施した。 

・指定感染症や新興感染症に係る医療を適切に

提供するために 県で計画されている医療措

置協定締結に向けて当院でも必要なマニュ

アルの整備や、設備について評価し修正を行

う必要がある。 
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においても、県の基幹病院として高度専

門医療を継続的に提供できるよう診療

継続計画を策定し、必要な見直しについ

ても適宜実施する。 

ても、県の基幹病院として高度専門医療を継

続的に提供できるよう診療継続計画の見直し

を検討した。患者の受け入れを迅速に行える

よう感染症センターの連絡体制や備蓄防護具

等の備品の見直しを行った。 

 

大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 １ 医療の提供 （５）患者サービスの向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

中

期

目

標 

１ 医療の提供 

県立病院として対応が求められる分野の医療をはじめ、医療需要の変化にも応じて、地域における必要な機能分化・連携強化を図りつつ、質の高い

医療を継続的、安定的に県民に提供すること。 

（５）患者サービスの向上 

患者自身が納得して治療を受けられるよう、患者への説明や診療情報の提供を的確に行うとともに、医療に関する相談支援機能の充実を図ること。 

また、患者に関する情報は適正に管理するとともに、院内環境の改善や患者意見の反映など院内サービスの向上に取り組むこと。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（５）患者サービスの向上 

ア 患者本位の医療の実践 

（ア）入院から退院までの総合的な支援

体制の充実 (No.35) 

・ 患者支援連携センターにおいて、入

院から退院までを総合的にサポートでき

る体制の充実を図る。 

 

 

 

 

・ 患者支援連携センターの機能を充実

し、患者からの相談対応、紹介患者の受

け入れ、退院に向けての在宅療養支援、

転院先紹介、社会福祉相談などをシーム

（５）患者サービスの向上  

ア 患者本位の医療の実践  

（ア）入院から退院までの総合的な支援

体制の充実 (No.35) 

・ 患者支援連携センターにおいて、患

者に対し確実な入院前退院支援を提供

するため、引き続き、他部署との連携の

強化を図る。 

 

 

 

・ また、入院予約をされた患者の状況

を早期に把握し、入院から退院までの切

れ目のないきめ細やかな支援を行う。 

４  

 

 

  

・患者支援連携センターにおいて、全診療科

の予約又は緊急入院患者に対して、入院支援

を行った。また、必要に応じて多職種と連携

した患者サポートを行い、認知症・せん妄リ

スク因子確認スクリーニングや手術前の術前

患者情報の入力、救急部経由で入院した患者

に対する病棟での面談を実施した。 

・介護保険サービスを利用している入院患者

については、患者の了承を得た上で、ケアマ

ネージャーから患者の状態についての情報を

得るなどして、スムーズな入院支援に努めた。

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・入院から退院までの支援体制の強化        

 

■長所及び問題点等 
・全診療科の予約又は緊急入院患者に対して、

入院支援を行った。また、安心して入院でき

るよう、多職種連携による患者サポートを行

うとともに、入退院支援センターを経由しな

い患者へのサポートも行った。 

 

 

 

 

適 
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レスに行い、地域連携強化に向けて取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、予め患者・家族の退院後の意向を確認

し、病棟や地域医療連携室と情報共有を行い、

スムーズな退院支援を行った。 
 

 R4実績 R5実績 

入院受付・説明数 5,938人 6,484人 

看護師による面談 5,597人 5,854人 

多職種連携数 9,315件 10,573件 

入院連絡数 5,092件 5,247件 

相談対応数 225件 253件 

麻酔問診説明数 2,704件 2,803件 

 

 

（イ）インフォームドコンセントの充実

(No.36) 

・ 職員に対し「インフォームドコンセ

ントマニュアル」の周知と徹底を図り、

十分な説明と同意を基に患者本位の医療

を提供する。 

 

（イ）インフォームドコンセントの充実

(No.36)  

・ 総合医療センターにおいて、医療安

全管理マニュアルに基づき、適切なイン

フォームドコンセントを実施する。 

 

 

・ こころの医療センターにおいて、処

遇検討委員会を開催し、適正な処遇の確

保、患者の人権擁護に努める。また、看

護部行動制限最小化委員会では、事例検

討による成功事例の蓄積を行い、臨床で

の患者の人権擁護を強化する。 

３ 

 

 

 

 

・患者が治療等の内容を十分理解した上で、

医療従事者と治療等の方針について円滑に合

意できるよう、医師が行う説明項目等の標準

化を引き続き行った。 

 

・適切な処遇及び人権擁護のために処遇検討

委員会を開催した。また、看護部行動制限最

小化委員会において事例検討を実施し、各部

署で行動制限の適正化に向け実践を行った。 

■年度計画を概ね達成 

 

【取組達成状況】 

・医師の説明項目等の標準化 

・処遇検討委員会の開催        

・看護部行動制限最小化委員会における事例検

討   

 

 

適 

（ウ）クリニカルパスの活用(No.37) 

・ 総合医療センターにおいて、クリニ

カルパス（疾患別に退院までの治療手順

をあらかじめ定めた計画表）の点検・見

直しを適宜行い、質の高い効果的な医療

を提供する。 

 

指標 R3実績 R8目標 

（ウ）クリニカルパスの活用(No.37) 

・ 総合医療センターにおいて、クリニ

カルパス委員会の活動等を通じ、医療の

変化に対応したパスの順次更新と円滑

な運営を今後も継続し、標準医療の推進

を支援する。 

 

指標 R3実績 R5目標 

４  

・毎月 1回、クリニカルパス小委員会を開催

し、新規パスの作成や実態調査を行うなど、

クリニカルパスの利用拡大に努めた。 

・11月に院内クリニカルパス大会を開催し、

意義・活用などに関する講演会を行った。 

 

指標 R4実績 R5実績 

■年度計画を十分に達成 
 

【取組達成状況】 

・クリニカルパスの円滑な運用     

 

【指標達成状況】 

・クリニカルパス使用件数      評点５ 

(計画3,940件 実績4,935件 125.3％) 

適 
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ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ使用件数 3,926件 4,000件 
 

ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ使用件数 3,926件 3,940件 
 

ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ使用件数 4,614件 4,935件 
 

 

■長所及び問題点等 
・パスを用いる意義やメリットを周知し、標準

医療の推進を図ったが、今後は、バリアンス

分析など質の向上に努めていく必要がある。 

（エ）患者及び家族への相談支援(No.38) 

・ 複数の職種が連携し、患者及び家族

からの治療、生活、心理的な事項などに

関する多様な相談に対応するとともに、

相談支援体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 総合医療センターにおいて、治療内

容等の選択に当たり、他の医療機関の意

見を求める患者や家族に適切に対応でき

るよう、セカンドオピニオン外来を実施

する。 

 

・ がん等に罹患した患者に対し、治療

と職業生活の両立に関する様々な相談に

対応する。 

 

 

（エ）患者及び家族への相談支援(No.38) 

・ 複数の職種が連携し、患者及び家族

からの治療、生活、心理的な事項などに

関する多様な相談に対応するとともに、

相談支援体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 総合医療センターにおいて、治療内

容等の選択に当たり、 他の医療機関の意

見を求める患者や家族に適切に対応でき

るよう、セカンドオピニオン外来を実施

する。 

 

・ 山口産業保健総合支援センターから

両立支援促進員の派遣を受け、月２回、

がん等に罹患した患者の治療と仕事の両

立に関する相談窓口を設置する。  

・ 徳山公共職業安定所から就職支援ナ

４ 《総合医療センター》 

・担当相談員及び多職種の医療従事者が連携

して、様々な相談支援を行った。 

・患者や家族からの相談や苦情件数を集約し、

提言等を患者サポートカンファレンスで情報

共有、対応について協議した。対応結果を診

療部長会議で報告するとともに、院内に掲示

した。 

・患者支援連携センターにおいて、相談員の

増員を図り、組織体制を強化することで、更

なる相談支援体制の充実を図った。 

・てんかん診療支援コーディネーターを配置

し、てんかんに関する相談・支援を行った。 

《こころの医療センター》 

・患者や家族からの相談を受け、必要に応じ

て紹介等を実施した。 

 

・セカンドオピニオン希望の相談を 36 件受

け、うち10件について、セカンドオピニオン

外来を実施した。 

 

 

 

・山口産業保健総合支援センターの両立支援

促進員の協力を得て、がん等に罹患した患者

の治療と仕事の両立に関する相談業務を行っ

た。（相談件数３件） 

・徳山職業安定所と協働し、がん等に罹患し、

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・患者及び家族からの多様な相談に対応  

・セカンドオピニオン外来実施 

・治療と仕事の両立に関する相談窓口の設置 

・患者を対象とした講習会、研修会の実施 

 

【指標達成状況】 

・一般相談件数(件)         評点５ 

(計画8,500件 実績11,123件 130.9％) 

・24時間電話相談件数(件)      評点４ 

(計画1,700件 実績 1,875件 110.3％) 

 

 

 

 

 

■長所及び問題点等 
・患者サポートカンファレンスを通じ多職種の

医療従事者が連携して相談支援を行った。 

・がん等に罹患した患者の治療と仕事の両立に

関する相談業務の他、離職している患者への

就職支援を実施した。 

・疾患に対する知識の取得だけでなく、家族同

士が共に考え励まし合える場の提供を目的

としたファミリーサポートセミナーを実施

した。 

適 
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・ こころの医療センターにおいて、患

者及び家族を支援するために、家族を対

象とした講演会、研修会を開催する。 

 

指標 R3実績 R8目標 

一般相談件数《総合医療

センター》 

8,488件 8,500件 

24時間電話相談件数《こ

ころの医療センター》 

1,573件 2,000件 

 

ビゲーターの派遣を受け、月２回、がん

等に罹患した患者の就職支援に関する相

談窓口を設置する。 

 

・ こころの医療センターにおいて、患

者及び家族を支援するために、家族を対

象とした講演会、研修会を開催する。 

 

指標 R3実績 R5計画 

一般相談件数《総合医療

センター》 

8,488件 8,500件 

24時間電話相談件数《こ

ころの医療センター》 

1,573件 1,700件 

 

離職している患者への就職支援を実施した。

（相談件数２件） 

 

 

・定期的に患者の家族と研修会（ファミリー

サポートセミナー）を行った。 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

一般相談件数《総合医療セン

ター》 

9,159件 11,123件 

24時間電話相談件数《こころ

の医療センター》 

2,092件 1,875件 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ チーム医療の推進(No.39) 

・ 患者の病状に的確に対応した医療を

提供するため、各医療従事者が高い専門

性をもって、目的と情報を共有し、互い

に連携・補完し合うチーム医療を推進す

る。 

 

イ チーム医療の推進(No.39) 

 ・ チーム医療に専門・認定看護師を参

画させ、チーム医療の実践や成果が可視

化できるように、多職種による検討会や

報告会を開催する。 

 

 ・ 呼吸ケアチームとＲＲＳチームなど

のチーム間の連携を推進し、チーム医療

の充実を図る。  

 

 

・ 認知症ケアサポートチームによる認

知症患者に対する看護ケアの充実を図

る。 

 

・ こころの医療センターにおいて、病

状が安定しているものの社会的な要因等

により入院が長期化している患者の地域

移行を進めるため、地域移行へ向けた多

４ 

 

 

 

 

 

・チーム医療を推進するため、多職種による

カンファレンスを充実させた。また、キャン

サーボードへの参加により情報共有や意見交

換を行った。 

 

・ＲＲＳチームカンファレンスで起動事例の

検討や、システムの検証を行い急変予防に努

めた。呼吸ケアチームと連携し、早期起動に

努めた。 

 

・認知症患者に対して、認知症ケアチームに

よる看護ケアを実施した。 

 

 

・入院棟及び外来棟において、多職種チーム

による医療を推進した。 

・栄養状態が不良の患者に対し栄養管理を実

施し、入院棟では定期的にカンファレンスに

■年度計画を十分達成 
 

 

【取組達成状況】 

・チーム医療の実践          

・多職種チームによる支援       

 

■長所及び問題点等 
・総合医療センターにおいては、病棟再編によ

る各センターの専門性に合わせ、専門・認定

看護師がそれぞれの専門分野に関連するチ

ーム医療を実施した。 

・こころの医療センターにおいては、入院が長

期化している患者の地域移行を進めるため、

地域移行へ向けた多職種によるプログラム

を活用して支援を進めた。 

 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

職種による支援チーム（地域生活移行Ｍ

ＤＴ）を活用して支援を進める。 

参加した。 

・個別栄養指導は随時実施しており、アルコ

ール依存症プログラム等の集団栄養指導は年

18回実施した。 

・多職種チーム医療推進委員会を隔月で開催

し、多職種で情報共有、課題検討し、多職種

チームによる医療を推進した。「地域生活移

行ＭＤＴ」では、5 年以上の長期入院患者の

退院に向けて、計画的に取り組んだ結果、2

名が退院した。 

ウ 適正な情報管理(No.40) 

・ 医療分野における情報化の進展に対

応するため､情報セキュリティ基本方針

に基づき、サイバー攻撃による情報漏洩

等を防ぐなど情報管理体制の一層の強化

を図る｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 適正な情報管理(No.40)  

・ 総合医療センターの情報セキュリテ

ィ基本方針、情報セキュリティ対策基準

及び医療情報システム運用管理要領の見

直しを適宜行い、サイバー攻撃などによ

る情報漏洩等を防ぐため情報管理体制の

一層の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ こころの医療センターにおいて、医

療情報システムや院内ネットワークの情

報セキュリティポリシーの見直し等を行

い、サイバー攻撃などによる情報漏洩等

を防ぐため情報管理ルールの一層の徹

底・強化を図る。 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

・医療情報運営会議及びセキュリティ委員会

を開催し、「医療情報システムの安全管理に

関するガイドラインの第 6 版」「地方公共団

体における情報セキュリティポリシーに関す

るガイドライン」の改定に合わせた、要綱・

規程等の見直しを行った。 

・上記の改定を受け、関連する全ベンダーへ

「医療機関におけるサイバーセキュリティ対

策チェックリスト」「ＭＤＭ・ＳＤＳチェッ

クリスト」の回答を依頼し集約した。 

・山口県警察本部警備部公安課が主催するサ

イバーテロ対策協議会およびセミナーに参加

し、セキュリティインシデント対応対策能力

の向上に努めた。 

・イントラネットを活用した全職員向けの情

報セキュリティ研修を実施した。 

・医療情報システムサーバの稼働点検を行う

とともに、安定稼働の維持に努めた。 

・情報システム管理委員会にて、情報セキュ

リティポリシーの改訂を行った。職員向け研

修会を２回開催した。 

・インターネット系のネットワーク調査を実

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・個人情報の適切な管理        

・個人情報の適切な情報開示      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

 

 

・ 個人情報の保護に関する法律、個人

情報の保護に関する法律施行条例、山口

県情報公開条例及び個人情報の取扱いに

関する実施規程に基づき、個人情報を適

正に管理するとともに、患者及びその家

族への開示を適切に行う。 

 

 

 

 

・ 総合医療センター及びこころの医療

センターにおいて、個人情報を適正に管

理するとともに、患者及びその家族への

情報開示を適切に行う。 

施し、セキュリティ対策等の向上に努め、サ

イバー攻撃後の復旧までのプロセスをベンダ

ーと協議を実施した。 

 

《総合医療センター》 

・山口県個人情報保護条例に基づき、39件の

情報開示を行った。 

《こころの医療センター》 

・12件の情報開示を行った。 

エ 院内サービスの向上(No.41) 

・ 患者や来院者がより快適に病院を利

用できるよう、職員の接遇向上、オンラ

イン資格確認やキャッシュレス決済など

のＩＣＴ等を活用した待ち時間の改善、

施設設備の計画的な補修や利便施設の充

実、病院ボランティアの受入れなどに取

り組むとともに、患者や家族のニーズを

踏まえた面会機会の提供に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 院内サービスの向上(No.41) 

・ 職員の接遇マナーの向上のため、全

ての職員を対象とした接遇研修を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ オンライン資格確認やキャッシュレ

ス決済などのＩＣＴ等を活用した待ち時

間の改善に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

《総合医療センター》 

・4 月に新規採用職員を対象とした接遇研修

を実施した。 

・全職員を対象としたＷｅｂによる接遇研修

会を実施した。 

《こころの医療センター》 

・全職員に対する接遇の抄読研修会を部署単

位で実施した。 

・4 月に新規採用職員と委託職員を対象とし

た接遇研修を実施した。 

《総合医療センター》 

・オンライン資格確認端末を 4 台設置し、マ

イナ保険証利用促進のため患者に利用の案内

を行った。また、ホームページや院内掲示、

デジタルサイネージでの動画配信等を行い、

利用に向けた患者の意識高揚に努めた。 

・後払い決済の利用促進のため、個々人に向

けた利用説明の実施や掲示物の工夫を行っ

た。 

《こころの医療センター》 

オンライン資格確認端末（１台）を導入し、

利用の案内を行った 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・職員の接遇マナー向上研修会の実施  

・施設設備の計画的修繕        

・ボランティアの受入         

・患者及び来院者ニーズの把握     

・病院機能の充実           

 

【指標達成状況】 

・患者満足度(％)          評点４ 

(総合 計画95.0％  実績98.4％  103.6％) 

(こころ 計画95.0％ 実績92.0％  96.8％) 

 

■長所及び問題点等 
・総合医療センターは、新型コロナの影響によ 

り、ボランティアの受け入れを中止していた 

が、受け入れを再開した。 

・両病院の患者満足度調査の結果、総合98.4%

こころ92.0%であった。 

 

 

 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ サービス向上に当たっては、患者及

び来院者ニーズを把握するため、意見箱

の設置と定期的な患者満足度調査などを

行うとともに、病院ボランティアの声や

第三者評価機関による病院機能評価を活

用する。 

 

 

・ 施設設備の補修や修繕を計画的に推

進し、快適な院内環境機能の維持に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 患者に幅広いサービスを提供できる

よう、病院ボランティアの受入れを継続

的に行う。 

 

 

 

 

 

・ 患者と家族が対面による面会が出来

ない場合でも、タブレット等を活用する

など患者や家族のニーズを踏まえた面会

機会の提供に取り組む。 

 

・ 提言箱を設置するとともに、定期的

にアンケート調査を実施し、患者及び来

院者ニーズの把握と共有に努め、院内サ

ービスの改善を図る。 

  

 

 

《総合医療センター》 

・老朽化した薬剤部クリーンルーム及び外来

の空調設備更新、給湯ストレージタンク及び

感染症センターの吸引ポンプ更新を行った。 

・老朽化した有料個室の療養環境の向上を図

るため、病室内を改修した。 

・小児患者の快適な環境の向上を図るため、

３階南病棟のプレイルームを改修した。 

《こころの医療センター》 

・病棟の空気調和設備を整備した。 

・医療観察法病棟の電気錠システム更新を行

った。 

《総合医療センター》 

・新型コロナウイルス感染症に配慮しつつ、

病院ボランティアを受け入れた。 

《こころの医療センター》 

・デイケアにおいてギター演奏ボランティア

延べ43人受け入れ、若年性認知症の当事者・

家族の交流会（りあんの会）で 9 人受け入れ

た。 

 

・総合医療センターにおいて、患者と家族が

タブレット等を活用して、患者や家族のニー

ズを踏まえた面会機会を提供した。 

 

《総合医療センター》 

・院内11か所に設置した提言箱には、62件

の提言があり、42件の対応を行った。 

・患者の利便性向上のため、院内でフリーＷ

ｉ－Ｆｉによりサービス向上を図った。 

《こころの医療センター》 

・意見箱には 818 件の提言があり、138 件に
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指標 R3実績 R8目標 

患者満足度 

《総合医療センター》 

98.4％ 95.0％ 

患者満足度 

《こころの医療センター》 

96.3％ 95.0％ 

 

 

 

 

 

・ 第三者評価機関による病院機能評価

を踏まえ、患者中心の医療の推進、良質

な医療の実践、理念達成に向けた組織運

営等の病院機能の更なる充実を図る。 

 

指標 R3実績 R5計画 

患者満足度 

《総合医療センター》 

98.4％ 95.0％ 

患者満足度 

《こころの医療センター》 

96.3％ 95.0％ 

 

対応した。 

・両院とも患者満足度調査を実施し、問題点

の改善に努めた。 

 

・臓器・疾患別のセンターにおいて、医師の

みならず、専門性の高い看護師・薬剤師等に

よるチーム医療を充実させ、より質の高い医

療を提供した。 

 

指標 R4実績 R5実績 

患者満足度 

《総合医療センター》 

98.7％ 98.4％ 

患者満足度 

《こころの医療センター》 

95.6％ 92.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 情報の発信(No.42) 

・ ホームページや病院広報誌などによ

り、高度専門医療や特殊医療の実績を広

報するとともに、県民を対象とした公開

講座の開催やメディアなどの活用によ

り、健康管理に有用な情報を提供するな

ど、保健医療情報の発信及び普及啓発に

取り組む。 

 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

県民公開講座の開催 

《総合医療センター》 

4回 4回 

病院広報誌発行回数 

《総合医療センター》 

4回 4回 

病院広報誌発行回数 

《こころの医療センター》 

4回 4回 

 

オ 情報の発信(No.42)  

・ 県民を対象とした公開講座等の開催、

新たなパンフレットの作成、病院広報誌

の定期発行、ホームページの随時更新、

メディアなどの活用により、高度専門医

療や特殊医療の実績、健康管理に有用な

情報などを提供する。 

 

 

 

 

指標 R3実績 R5計画 

県民公開講座の開催 

《総合医療センター》 

4回 4回 

病院広報誌発行回数 

《総合医療センター》 

4回 4回 

病院広報誌発行回数 

《こころの医療センター》 

4回 4回 

 

４ 

 

 

 

《総合医療センター》 

・県民公開講座は、会場参加型とＷｅｂ参加

型のハイブリッド式で4回開催した。  

・テレビを媒体とした高度専門医療の広報と

して、「やまぐち医療最前線」を放映した。 

・病院広報誌を4回発行した。 

・病院を紹介する新たなパンフレットを作成

した。 

《こころの医療センター》 

・ホームページを随時更新するとともに、広

報誌を4回発行した。 

指標 R4実績 R5実績 

県民公開講座の開催 

《総合医療センター》 

4回 4回 

病院広報誌発行回数 

《総合医療センター》 

4回 4回 

病院広報誌発行回数 

《こころの医療センター》 

4回 4回 

 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・保健医療情報の発信         

 

【指標達成状況】 

・県民公開講座の開催(回)      評点４ 

(計画4回 実績4回       100.0％) 

・病院広報誌の発行回数(回)     評点４ 

(総合  計画4回 実績4回   100.0％) 

(こころ 計画4回 実績4回   100.0％) 

 

■長所及び問題点等 
・医療広報テレビ「やまぐち医療最前線」の放

映や新たなパンフレットを作成するなど、総

合医療センターの高度・専門医療の周知を図

った。 

 

適 
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大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 １ 医療の提供 （６）施設設備の整備 

 

中

期

目

標 

１ 医療の提供 

県立病院として対応が求められる分野の医療をはじめ、医療需要の変化にも応じて、地域における必要な機能分化・連携強化を図りつつ、質の高い

医療を継続的、安定的に県民に提供すること。 

（６）施設設備の整備 

施設設備については、長寿命化の対策を講じるとともに、県立病院が担う医療機能にふさわしいものとなるよう、県民の医療ニーズ、費用対効果、

老朽化の状況などを総合的に勘案し、計画的に整備し、更新すること。  

なお、県立総合医療センターにおいては、老朽化や狭隘化が著しく進行しており、全面的な建て替えを基本とする再整備への取組を進めること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（６）施設設備の整備(No.43) 

・ 施設整備計画及び機器整備計画に基

づき、災害への対応や長寿命化の視点も

踏まえ、高度な診断、診療に必要な機器

等を計画的に整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 総合医療センターが将来にわたって、

本県の高度専門医療や感染症医療の拠点

として中核的な役割を一層果たしていけ

るよう、全面的な建替えを基本とする機

能強化に取り組む。 

 

（６）施設設備の整備(No.43) 

・ 県民に満足度の高い医療を提供する

ため、災害への対応や長寿命化の視点も

踏まえ、必要な施設及び機器の整備を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 総合医療センターが将来にわたっ

て、本県の高度専門医療や感染症医療の

拠点として中核的な役割を一層果たし

ていけるよう、全面的な建替えによる機

能強化に取り組む。 

４ 

 

 

《総合医療センター》 

・患者にとって低侵襲かつ術者にとっては遠

隔で人の手ではできない微細な作業を可能と

するため、手術支援ロボットダビンチを整備

した。 

・血液がんに対する化学療法を安全に行うた

め、無菌治療室を２床増床した。 

・造影剤を注入し、血管の形状や異常（動脈

瘤や血栓等）、腫瘍への血流の状態を検査・

治療する、血管造影X線診断装置を更新した。

≪こころの医療センター≫ 

・満足度の高い患者サービスを提供するため、

薬剤分包機および立体炊飯器を更新した。 

 

・「県立総合医療センター機能強化基本構想

検討委員会」への参画や、専門的な見地から

基礎資料作成や検証等により支援を行った。

「県立総合医療センター機能強化基本構想」

が、県において、策定された。 

・「県立総合医療センター施設整備基本計画

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・必要な設備・医療機器の整備  

  

■長所及び問題点等 
・総合医療センターでは、ダビンチ手術を開始

したことで、紹介患者が増え症例数の増加に

つながった。 

・血管造影X線診断装置の解像度向上により、

手技時間が短縮されたことで、患者および術

者の被ばく線量の低減につながった。 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

策定業務委託審査委員会」にて、県が行う業

者選定に、委員として参画するとともに、基

本計画の策定に必要な調査、支援等を実施し

た。 

 
 
大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 ２ 医療に関する調査及び研究 

 

中

期

目

標 

２ 医療に関する調査及び研究 

県立病院が提供する医療の質の向上、本県における医療水準の向上を図るため、調査及び研究に取り組むこと。 

また、調査及び研究の成果について、県民の健康意識の醸成にも資するよう、わかりやすい情報発信に努めること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

２ 医療に関する調査及び研究 

（１） 臨床研究の実施(No.44) 

・ これまでに得られた知見や豊富な症

例を基に、診断方法や治療方法の改善な

どに関する調査研究に取り組む。 

 

 

 

・ 新薬などの有効性や安全性を高める

ための治験を実施する。 

 

 

・ 県の医療水準の向上に寄与する観点

から、大学等の研究機関や企業との共同

研究などを積極的に行う。 

 

・ 総合医療センターにおいて、がん医

療の質の向上を図るため、がん登録を推

２ 医療に関する調査及び研究  

（１）臨床研究の実施(No.44)  

・ 臨床研究センターの体制を強化し、

疫学調査や自主臨床研究、多施設共同研

究等を積極的に受託する。 

 

 

 

・ 併せて、企業主導型治験、医師主導

型治験及び製造販売後調査等も同様に対

応する。 

 

・ 県や山口大学、県内企業等との共同

研究に積極的に取り組む。 

 

 

・ 総合医療センターにおいて、院内が

ん登録委員会でがん登録データの分析

４  

≪総合医療センター≫ 

・より一層臨床研究・治験へ対応するため、

臨床研究センターの体制を強化した。 

・新規の臨床研究を19件、新規の治験2件を

行った。 

 

≪総合医療センター≫ 

・製造販売後調査（医薬品）10件 

 

 

 

・県内企業から送付されたアンケート等に対

し、臨床現場の意見を具体的に回答するなど、

積極的に協力した。 

 

・令和5年に公表された院内がん登録全国集

計データについては、分析・評価を行い院内

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・調査研究への積極的な受託      

・製造販売後調査等の受託       

・精度の高い院内がん登録      

 

■長所及び問題点等 
・疫学調査や臨床試験、多施設共同研究等を積

極的に受託し、診断方法や治療方法の改善な

どに寄与した。 

 

 

 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

進する。 

 

等を行い、院内への周知及びデータ活用

を促すことにより、がん治療の質の向上

を図る。 

 

に報告した。また、外部からの調査等にも参

加し、データを提出した。 

・院内がん登録について、ホームページに引

き続き掲載した。 

 

 

 

 

中

期

目

標 

３ 医療従事者等の研修 

臨床研修病院として、県内で診療に従事する医師の確保にも資するよう、若手医師のスキルアップを図るための環境整備に取り組むとともに、臨床

研修医及び専門研修医を積極的に受け入れること。 

また、将来の医療を担う医学生や看護学生などの実習を受け入れ、救急救命士に関する病院実習を引き受けるとともに、その質の向上を図るなど、

地域医療従事者の育成を支援すること。 

 

大項目 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中項目 ３ 医療従事者等の研修 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

３ 医療従事者等の研修 

（１）臨床研修医の受入れ(No.45) 

・ 魅力的な研修が実施できるよう、最

先端の医療機器を備えるなど、その体制

や環境の充実に取り組むとともに、県医

師臨床研修推進センターなどの関係機関

との連携を深め、臨床研修医及び専門研

修医を積極的に受け入れる。 

・ 新専門医制度における基幹病院等と

して、医師のキャリア形成や地域医療に

配慮した研修制度の充実に努める。 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

臨床研修医数《総合医療センター》 35人 26人 

 

 

３ 医療従事者等の研修  

（１） 臨床研修医の受入れ(No.45)  

・ 魅力的な研修が実施できるよう、最

先端の医療機器を備えるなど、実施体制

や研修環境の充実に取り組むとともに、

山口大学、県の医師臨床研修推進センタ

ーなどの関係機関との連携を深め、基幹

型臨床研修医を積極的に受け入れる。ま

た、初期研修医に加え、新専門医制度に

おける基幹病院等として、専門研修医

（後期研修医）を積極的に受け入れる体

制づくりを進める。 

 

指標 R3実績 R5計画 

臨床研修医数《総合医療センター》 35人 26人 
 

４  

 

・臨床研修病院合同説明会（レジナビフェア）

大阪会場及び福岡会場に参加した。また、山

口大学で開催された県内臨床研修合同説明会

に協力型研修病院として参加し、研修医の募

集活動を実施した。 

（初期研修医37人、後期研修医11人） 

 

 

 

 

 

指標 R4実績 R5実績 

臨床研修医数《総合医療センター》 33人 37人 
 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・受入体制の整備            

 

【指標達成状況】 

・初期研修医数(人)         評点５ 

(計画26人 実績37人 142.3％)     

 

■長所及び問題点等 
・研修医の募集活動を実施し、初期臨床研修医 

および後期臨床研修医を受け入れた。 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（２）実習生の受入れ(No.46) 

・ 将来の医療を担う医学生や看護学

部・薬学部などのコメディカル実習生の

受け入れは、教育・養成機関等と連携し

て指導内容の充実を図るなど、質の高い

地域医療従事者の育成を支援する。 

 

（２） 実習生の受入れ(No.46)  

・ 医学生や看護・薬学・臨床工学・栄

養・臨床検査・リハビリなど医療に従事

する者の実習生を受け入れる。特に、充

実した指導内容により県内の医療従事者

の養成を支援するため、山口大学をはじ

め、山口県立大学や山口東京理科大学な

どの大学との連携を深めると同時に、防

府高校等、近隣高校との連携も密にする。

また、社会体験の場として、医師、医療

技術者、看護師体験希望者を積極的に受

け入れる。 

４ 《総合医療センター》 

・山口県立大学別科助産専攻 7 名、山口県立

大学看護栄養学部 122 名、防府高校（衛生看

護科 80名、看護専攻科 55名）、宇部フロン

ティア大学 12名、防府看護専門学校 23名、

萩看護学校57名の看護実習生356名を受け入

れた。 

・薬学長期実務実習として、7名の薬学実習生

を受け入れた。 

・連携協定を締結した山陽小野田市立山口東

京理科大学に対して、病院への見学者や連携

研修の受け入れ、大学への臨時講師派遣等を

積極的に行い、薬学の人材育成に寄与した。 

・効果的な実習指導を目指し、山口県看護協

会開催の、実習指導者養成講習会に 1 名、実

習指導者と看護教員の相互研修に 1 名参加し

た。院内の実習調整委員会内で、参加者によ

る伝達講習会を行い、各部署のリンクナース

と情報共有した。 

・山口県立大学によるリアリティショックの

回避に有用な 3 次元視覚的教育教材の開発に

協力し、実習生が実習に臨むための環境を整

備した。 

《こころの医療センター》 

・新型コロナウイルス感染症の影響がある中、

看護実習については 3 校（山口県鴻城高等学

校専攻科、山口県立大学、萩看護学校、宇部

看護専門学校）、延べ 1,401 名の学生を受け

入れた。 

・看護実習以外では、大学院臨床心理研究科

や大学等の作業療法士学科及び精神保健福祉

学科の学生実習生を延べ229人受け入れた。 

 

■年度計画を十分達成 

 

【取組達成状況】 

・医療従事者の実習生受入     

 

【取組達成状況】 

・教育機関と連携した人材確保と情報発信 

・基幹病院としてのプログラムの申請     

・職種別採用活動の実施        

 

■長所及び問題点等 
・新型コロナウイルス感染症の影響がある中、

県内の養成学校と協力し可能な限り実習生

の受入を行った。 

・連携協定を締結した山陽小野田市立山口東京

理科大学に対して、病院への見学者や連携研

修の受け入れ、大学への臨時講師派遣等を積

極的に行い、薬学の人材育成に寄与した。 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

（３）地域医療従事者の育成(No.47) 

・ 地域の医療従事者の資質の向上を図

るため、地域の医療従事者が参加する研

修会などを計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

・ 総合医療センターにおいて､救急救命

士など地域医療従事者の実習を引き受け

る｡ 

 

（３） 地域医療従事者の育成(No.47) 

・ 院内で行う症例検討会や研修会等で

適当なものを地域の医療従事者に開放

する。研修会等の案内は、地域の医師会

の協力も得て、会員に周知を図る。 

 

 

 

 

・ 総合医療センターにおいて、救急救

命士、認定看護師及び専門看護師の研修

生・長期研修生など地域医療従事者の実

習引き受けに努める。 

 

 

 

 

３  

・研修会や症例検討会などを院外の医療従事

者に案内した。 

・研修形態をＤＶＤ視聴やリモート形式とし

て開催し、新人看護師研修会 3 回、看護補助

者研修会 3回、薬剤部研修会 2回、周産期研

修会 1 回については防府・山口圏域医療機関

へ案内し、延べ972人の参加があった。 

 

・近隣の消防本部から救急救命士44人の実習

を受け入れた。 

・感染管理認定看護師による地域医療機関対

象の感染予防教育を実施した。 

・感染管理認定看護師実習生 2 名、感染管理

認定看護師特定行為研修実習生 2 名を受け入

れた。 

・訪問看護研修ステップ１見学実習生 1 名を

受け入れた。 

・研修会を院外の医療従事者に案内し、看護

師研修 3回、新人看護師研修 3回、補助者研

修 3 回を公開研修とし、ＤＶＤ配布やオンラ

イン研修を行った。 

 

■年度計画を概ね達成 

 

【取組達成状況】 

・院内研修の地域の医療従事者への開放と周知 

・地域医療従事者の実習・研修受入 

 

■長所及び問題点等 
・総合医療センターにおいて、近隣消防本部の

救急救命士の実習を受け入れた。 
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大項目 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

中項目 １ 適切な法人運営を行うための体制の強化 

 

中

期

目

標 

１ 適切な法人運営を行うための体制の強化 

事業活動における法令等の遵守など内部統制を着実に推進し、適切な業務運営を図ること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

１ 内部統制の推進(No.48) 

・ 内部統制の推進を図るため、基本方

針に掲げた内部統制の取組を効率的・効

果的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

定期内部監査の実施 

《総合医療センター》 

1回 1回 

定期内部監査の実施 

《こころの医療センター》 

1回 1回 

 

１ 内部統制の推進(No.48)  

・ 内部統制の充実・強化を図るため、

内部監査の実施、通報制度の運用、リス

ク管理の徹底に努める。 

 

 

 

・ コンプライアンスの徹底について、

全職員等への周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

指標 R3実績 R8目標 

定期内部監査の実施 

《総合医療センター》 

1回 1回 

定期内部監査の実施 

《こころの医療センター》 

1回 1回 

 

４  

・内部統制に係る基本方針に基づき、両セン

ターを対象に内部監査を実施し、リスク管理

状況等の確認を行い、未収金対策、サイバー

セキュリティ対策などについて各所属と共通

認識を図った。 

 

・法令等の遵守の一環として、ハラスメント

等研修を実施し、パワハラなどのハラスメン

ト防止及びコンプライアンスの遵守に努め

た。 

 実施回数15回、受講者計1,308人（うち、

外部講師による実施回数10回、受講人数213

人） 

 

指標 R4実績 R5実績 

定期内部監査の実施 

《総合医療センター》 

1回 1回 

定期内部監査の実施 

《こころの医療センター》 

1回 1回 

 

■年度計画を十分達成 

 
【取組達成状況】 

・内部統制の推進 

・定期的な内部監査の実施 

 

【指標達成状況】 

・定期内部監査の実施(回)      評点４ 

(総合  計画1回 実績1回 100.0％)    

(こころ 計画1回 実績1回 100.0％)     

 

■長所及び問題点等 
・内部監査規程に基づき、両センターを対象に

内部監査を実施した。 

・リスク管理規程に基づいた内部監査等を実施

することでリスク管理に努めた。 
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大項目 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

中項目 ２ 効率的・効果的な業務運営 

 

中

期

目

標 

２ 効率的・効果的な業務運営 

２病院が有する人的・物的資源の相互交流や有効活用を進めるなど、各部門編成、人員配置、業務手法等を常に見直して、医療需要や業務環境の変 

化に即応した効率的な業務運営を行うこと。 

また、中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる目標や取組を確実に達成するため、経営成績を踏まえた機動的・効果的な病院運営に努めること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

２ 効率的・効果的な業務運営 

（１）経営管理体制の強化(No.49) 

・ 経営分析システムなどを活用した各

種情報の一元管理を行い、経営課題を抽

出し、戦略的な業務運営を行う。 

・ 事務部門等のＩＴ化を推進し、事務

の効率化を図る。 

・ 外部研修の受講などによる職員の医

療マネジメント能力等の向上を図る。 

 

２ 効率的・効果的な業務運営  

（１）経営管理体制の強化(No.49)  

・ 院内の医療情報の一元管理を徹底す

るとともに、院内外のデータ分析・可視

化による戦略的な業務運営を行う。 

・ 業務の効率化に向けて、システム環

境を整備する。 

・ 院内外の研修への参加及び研究発表

を支援・推進し、医療マネジメント能力

等の向上を図る。 

３ 

 

 

 

 

 

・安定した病院経営を継続するために、専門

的な知見を有するコンサルタントと総合医療

センター職員が協働した経営改善を継続し、

経営基盤の強化に努めた。 

・業務の効率化およびペーパーレス化のため、

タブレット端末25台を導入し、会議等での運

用体制を整備した。 

《総合医療センター》 

・新型コロナに配慮しつつ、院内外の研修へ

の参加や研究発表等を実施した。 

《こころの医療センター》 

・新型コロナの影響により、院内研修はＤＶ

Ｄの配布やＷｅｂ会議等で実施した。 

 

■年度計画を概ね達成 

 
【取組達成状況】 

・データ分析による戦略的な業務運営       

・事務部門のＩＴ化の推進        

・医療マネジメント能力の向上     

 

 

 

 

 

適 

（２）組織、人員配置の的確な運用

(No.50) 

・ 医療需要や業務環境の変化に対応し、

組織の見直しや人員配置を的確に行う。 

 

 

 

 

（２）組織、人員配置の的確な運用

(No.50)  

・医療需要や業務環境の変化に対応し、

組織の見直しや人員配置を的確に行う。 

４ 

 

 

 

・総合医療センターの機能強化・建替えを着

実に進めるため、本部事務局に設計施工監理

室を新設した。 

・医療需要に応じた体制の強化や医師の働き

方改革に向けたタスクシフトの推進等のため

診療放射線技師２名及び臨床工学技士１名を

■年度計画を十分達成 
【取組達成状況】 

・現状に対応した業務体制の整備   

 

■長所及び問題点等 
・医療ニーズや業務環境を踏まえ、適切な人員 

配置を行った。 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

 

 

増員するとともに、薬剤師、理学療法士、言

語聴覚士の採用を行い、所要人員を配置した。 

・欠員発生に伴う年度途中での職員採用等、

適切な人員配置の維持に努めた。 

（３）適切な予算執行(No.51) 

・ 中期目標期間の枠内での柔軟な予算

運用、多様な契約手法を活用した効率

的・効果的な予算執行を行う。 

・ 総合医療センターにおいては、診療

科別や診療区分別稼働額の適切な把握に

努め、経営改善の成果の検証を行う。 

 

（３）適切な予算執行(No.51)  

・ 柔軟な予算運用、多様な契約手法を

活用した効率的・効果的な予算執行を行

う。また、総合医療センターにおいて、

診療科別や診療区分別稼働額の適切な

把握に努め、経営改善の成果の検証を行

う。 

 

４ 

 

 

・材料費（医薬品、診療材料）について、適

正価格の把握、削減計画の策定・実行のため、

外部コンサルタントを活用し、値引率の向上

に努めた。 

・医薬品についてはジェネリックを積極的に

採用し材料費の抑制に努めた。 

 

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・効率的・効果的な予算執行      

 

■長所及び問題点等 
・外部コンサルタントを活用した値引率の向上

に努めているが、原油高、原材料費の高騰に

よる影響で、値引き交渉の難航が想定され

る。 

 

適 

（４）２病院の連携(No.52) 

・ 医療職の兼務及び相互派遣並びに合

同研修を実施するなど、両病院間の連

携・協力体制の充実を図る。 

 

・ 医薬品等の共同購入、在庫の一元管

理、共通する医薬品等の相互使用を行う

など、両病院の連携により、効率的な業

務運営に努める。 

 

（４）２病院の連携(No.52)  

・ 両病院間において医療職の兼務及び

相互派遣並びに合同研修を実施するな

ど、両病院間の連携・協力体制の充実を

図る。 

・ 医薬品の共同調達、共同値引き交渉

を継続するとともに、医薬品に関する物

流管理システムの共同利用に取り組む。 

３  

・薬剤部長兼務、薬剤師の派遣、放射線技師

の受入れ等に加え、医療材料費削減に向けた

共同購入を実施した。 

 

・医薬品の共同調達について、令和元年度よ

り両病院に山口大学医学部附属病院を加えた

3病院による調達を開始し、2,958品目（昨年

度同時期 2,890 品目）の契約を締結した。ま

た、ＳＰＤ 管理システムでは、在庫の一元管

理、共通薬品の相互使用による効率的な運用

に引き続き取り組んだ。 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・兼務、応援体制の整備        

・医薬品の共同管理    

 

■長所及び問題点等 
・山口大学附属病院を含めた共同調達により、

1,000 床クラス以上のスケールメリットを

活かして交渉に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

適 
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大項目 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

中項目 ３ 収入の確保、費用の節減・適正化 

 

中

期

目

標 

３ 収入の確保、費用の節減・適正化 

適正な診療報酬の請求などにより収入の確保を図るとともに、未収金の発生防止と回収に努めること。 

また、適切な在庫管理や契約の見直しなどにより費用の節減・適正化を図ること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

３ 収入の確保、費用の節減・適正化 

（１）収入の確保(No.53) 

・ 患者支援連携センターにおいて、病

診連携・病病連携の拡大を進め、新入院

患者の増加を図るとともに、効率的かつ、

きめ細やかなベッドコントロールによる

病床稼働率の維持・向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＤＰＣデータ等を活用して医療の質

及び効率性の向上を図るとともに、診療

報酬請求事務の強化などに取り組み、収

入の確保を図る。 

 

 

 

 

 

・ 未収金の発生を未然に防止するとと

もに、発生した未収金の早期回収に取り

３ 収入の確保、費用の節減・適正化  

（１） 収入の確保(No.53) 

・  地域の医療機関との適切な役割分担

の下、地域医療連携を積極的に進める。 

 

 

 

・ 病床管理責任者（ベッドコントロー

ラー）が中心となり、円滑かつきめ細や

かなベッドコントロールを実施し、各病

棟における病床稼働率の平準化や、病床

稼働率の向上に向けて、さらなる効率的

な運用に努める。 

 

・ ＤＰＣデータの重要性を病院全体で

共有し理解を深め、医療の質・効率性の

向上を図るとともに、診療報酬改定を踏

まえた診療報酬請求事務の更なる強化・

適正化に取り組む。 

 

 

 

 

・ 未収金の発生の未然防止・早期回収

のため、関係部署が有機的に連携して取

３ 

 

 

 

・地域医療支援病院として、協議会や研修会

等を開催し、地域の医療機関との連携を深め

るとともに、地域医療連携室による退院支

援・調整を実施した。 

 

・新型コロナウイルス感染症が五類に移行さ

れたことにより、病棟再編を実施して、効率

的な運用体制へ変更した。 

・専門的な知見を有するコンサルタントと総

合医療センター職員が協働することで、稼働

病床数増加や病床の効率的な運用に努めた。 

 

・ＤＰＣ委員会やコーディング委員会（診療

科別）を開催した。 

・診療報酬請求チェックシステムを更新し、

よりきめ細やかなチェック体制を構築するこ

とで、診療報酬請求の強化を図った。 

・算定漏れの対策や算定件数向上に向けた運

用検討を行い、強化を図った。 

 

《総合医療センター》 

・入院患者の状況を把握し、未収金発生の可

能性がある場合は医事課が早期に対応を行っ

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・きめ細やかなベッドコントロール         

・ＤＰＣデータの医療現場への周知    

・未収金の回収     

 
【指標達成状況】 

・新入院患者数(人)(総合医療センター) 

評点４ 

(計画10,500人 実績11,055人 105.3％) 

・新入院患者数(人)(こころの医療センター) 

評点４ 

(計画435人 実績462人  106.2％) 

・精神科救急急性期医療入院料対象者の 

一日平均患者数  評点４ 

（計画43人 実績49.9人 116.0％） 

 

■長所及び問題点等 
・きめ細やかなベットコントロールにより病床

の効率的な運用に努めた。 

・引き続き外部委託を行い未収金の回収に努め

た。 

《総合医療センター》 

・五類感染症移行後も新型コロナウイルス感染

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R3実績 R8目標 R3実績 R8目標 

病床稼働率 82.5％ 90.0％ 84.2％ 91.0％ 

 

 

指標 

(再掲） 

総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R3実績 R8目標 R3実績 R8目標 

新入院患

者数 

9,902

人 

12,000

人 

419人 

 

480人 

 
 

指標 R3実績 R8目標 

精神科救急急性期医療入院料 

対象者の1日平均患者数 

（こころの医療センター） 

41.9人 

 

 

46人 

 

 

り組めるよう、未収金対応マニュアルを

随時改訂し、各種会議等を通じて徹底す

る。 また、総合医療センターにおいては、

引き続き外部の委託業者を活用し、効率

的な未収金回収を行う。 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R3実績 R5計画 R3実績 R5計画 

病床稼働率 82.5％ 84.0％ 84.2％ 91.0％ 

 

 

指標 

(再掲） 

総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R3実績 R5計画 R3実績 R5計画 

新入院患

者数 

9,902

人 

10,500

人 

419人 

 

435人 

 
 

指標 R3実績 R5計画 

精神科救急急性期医療入院料 

対象者の1日平均患者数 

（こころの医療センター） 

41.9人 

 

 

43人 

 

 

た。 

・外部委託により、平成28年度から約23,260

千円の未収金を回収した。 

《こころの医療センター》 

・新たな未収金が発生しないよう精神保健福

祉士と連携し、未収金の発生防止と早期回収

に努めた。 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R4実績 R5実績 R4実績 R5実績 

病床稼働率 75.2％ 79.6％ 91.2％ 93.0％ 

 

 

指標 

(再掲） 

総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R4実績 R5実績 R4実績 R5実績 

新入院患

者数 

10,852

人 

11,055 

人 

406人 462人 

 

指標 R4実績 R5実績 

精神科救急急性期医療入院料 

対象者の1日平均患者数 

（こころの医療センター） 

43.6人 

 

 

49.9人 

 

 

症患者を多く受け入れ、また病棟内でクラス

ターが複数生じたことにより新規患者の受

入制限を行ったことで病床稼働が計画より

も低値に留まった。 

《こころの医療センター》 

・令和5年度から、精神科救急システムの輪番

病院となったことで精神科救急急性期医療

入院料対象者の受入れ件数が増加した。今後

も積極的な受入れを継続する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）費用の節減(No.54) 

・ 費用対効果の視点に基づくコスト意

識を徹底し、適正な予算執行を行う。 

 

 

・ 委託等業務内容の精査を行うととも

に、多様な契約手法の活用や競争原理の

徹底を図る。 

 

・ 物流管理システム（ＳＰＤ）による

診療材料等の適正管理や、後発医薬品の

（２）費用の節減(No.54)  

・ 費用対効果の視点に基づくコスト意

識を徹底し、適正な予算執行を行う。 

 

 

・ 委託業務内容を精査するとともに、

多様な契約手法の活用や競争原理の徹底

を図り、委託費の抑制を行う。 

 

・ 全国的な価格データ等の情報を収集

し、材料の適正な価格による購入を行う

４  

・全国の医療機関のデータに基づくベンチマ

ーク及び外部コンサルタントを活用した価格

交渉により、材料費の適正価格による契約締

結に努めた。 

・業務委託について、医療機器の仕様や契約

形態の見直しにより委託費の抑制に努めた。 

 

 

・院内で使用する診療材料について、全国の

価格データ等の情報収集や共同調達によるス

■年度計画を十分達成 
 

【取組達成状況】 

・コスト意識の徹底          

・委託費の抑制            

・材料費の支出抑制          

・後発医薬品の採用促進        

 

【指標達成状況】 

・材料費対医業収益比率(総合医療センター)            

評点３ 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

採用促進等により、診療材料費及び医薬

品費の支出抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R3実績 R8目標 R3実績 R8目標 

材料費対

医業収益

比率 

31.1％ 29％ 

以下 

6.1％ 

 

6％ 

以下 

後発医薬

品採用率

(品目) 

17.6％ 18％ 27.6％ 20％ 

 

指標 R3実績 R8目標 

後発医薬品使用率 

(総合医療センター) 

85.6％ 90％ 

 

 

 

 

 

とともに、後発医薬品の採用を計画的に

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 両病院における後発医薬品及び共通

医薬品の採用促進により、医薬品費の支

出抑制を図る。 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R3実績 R5計画 R3実績 R5計画 

材料費対

医業収益

比率 

31.1％ 31％ 

以下 

6.1％ 

 

6％ 

以下 

後発医薬

品採用率

(品目) 

17.6％ 18％ 27.6％ 20％ 

 

指標 R3実績 R5計画 

後発医薬品使用率 

(総合医療センター) 

85.6％ 87％ 

 

 

ケールメリットを生かし、適正価格で購入す

るべく交渉を実施した。また、診療材料等は

共同購入組織に加盟し、共同購入品を利活用

して価格抑制を図った。（値引率 36.3％→

35.9％） 

・医薬品の契約単価について、山口大学医学

部附属病院及び両病院で一括契約を行うこと

で、スケールメリットを生かした高い値引率

で契約することができた。（値引率 16.9％→

15.7％） 

・後発医薬品について、計画的な採用を進め

た。 

・両病院において後発医薬品や共通医薬品の

採用促進を図った。 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀー  

R4実績 R5実績 R4実績 R5実績 

材料費対

医業収益

比率 

30.9％ 31.1％ 6.2％ 

 

6.1％ 

 

後発医薬

品採用率

(品目) 

22.7％ 23.7％ 27.6％ 28.4％ 

 

指標 R4実績 R5実績 

後発医薬品使用率 

(総合医療センター) 

87.8％ 92.0％ 

 

(計画31％以下 実績31.1％   99.7％)    

・材料費対医業収益比率(こころの医療センター)       

評点３ 

(計画6％以下 実績6.1％    98.3％) 

・後発医薬品採用率(総合医療センター)         

評点５ 

(計画18％ 実績23.7％ 131.7％) 

・後発医薬品採用率(こころの医療センター)       

評点５ 

(計画20％ 実績28.4％ 142.0％) 

・後発医薬品使用率(総合医療センター)       

評点４ 

(計画87％ 実績92.0％ 105.7％) 

 

 

■長所及び問題点等 
・全国の医療機関のデータに基づくベンチマー

クを活用した価格交渉により、材料費の適正

価格による契約締結に努めた。 

・業務委託について、医療機器の仕様、委託内

容、契約形態の見直しにより委託費の節減に

努めた。 

・円安や物価高に伴う仕入価の上昇により、値

引率が全国的に低下している中、全国自治体

病院の内でも高い値引率を維持している。 
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大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

中

期

目

標 

県立病院機構は、良質な医療を安定的に提供していくため、経営基盤の強化を図り、中期目標期間内の経常収支を黒字とすること。 

 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画(No.55) 

・ 経営上の課題に適宜対応しながら、

「第２ 業務運営の改善及び効率化に関

する目標を達成するためにとるべき措

置」で定めた計画を確実に実施すること

により、経常収支の改善を図り、中期目

標期間内を黒字とする。 

 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R3実績 R8目標 R3実績 R8目標 

経常収支

比率 

105.2

％ 

100％ 

 

97.4％ 

 

100％ 

 

修正医業

収支比率 

88.3％ 

 

89.1％ 

 

74.5％ 

 

71.9％ 

 

流動性比

率 

181.5

％ 

150％ 

 

179.8

％ 

150％ 

 
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画(No.55)  

・ 経営上の課題に適宜対応しながら、

業務運営の改善及び効率化を進め、経常

収支（経常収益（営業収益及び営業外収

益）÷経常費用（営業費用及び営業外費

用））の割合を100％以上とする。  

・ また、修正医業収支比率、流動性比

率の経営指標を参考にしながら、県立病

院としての役割を踏まえつつ、民間病院

並の効率化を目指す。 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R3実績 R5計画 R3実績 R5計画 

経常収支

比率 

105.2 

％ 

100％ 

 

97.4％ 

 

100％ 

 

修正医業

収支比率 

88.3％ 

 

89.1％ 

 

74.5％ 

 

71.9％ 

 

流動性比

率 

181.5 

％ 

150％ 

 

179.8

％ 

150％ 

 

 

 

２  

 

・令和５年度の経常収支比率(経常収益÷経常

費用)は計画の100％を下回る結果となった。 

  経常損失は  196百万円 

  経常収支比率 99.1％。 

 

 

 

 

 

 

指標 
総合医療ｾﾝﾀｰ こころの医療ｾﾝﾀｰ 

R4実績 R5実績 R4実績 R5実績 

経常収支

比率 

101.6％ 

 

99.8％ 

 

97.9％ 

 

101.4％ 

 

修正医業

収支比率 

89.7％ 

 

92.3％ 

 

75.7％ 

 

78.8％ 

 

流動性比

率 

152.9％ 

 

168.1％ 

 

136.8％ 

 

122.8％ 

 

 

 

 

■年度計画はやや未達成 

 

 

■長所及び問題点等 
・令和5年度の経常収益÷経常費用の割合は、

100％を下回った。 

・感染症の影響が依然として続く中において、

収益面では、新規入院患者の増加や病床稼働

を高める取組、費用面では、診療材料費をは

じめとする経費削減に向けた取組などを行

い、経営の健全化を図る必要がある。 

 

適 
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大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 １ 予算 

 

中期計画 令和５年度の年度計画及びその実績 特記事項 

          （百万円） 
区 分 金 額 

収入 
営業収益 
医業収益 
運営費負担金収益 
その他営業収益 

営業外収益 
運営費負担金収益 
その他営業外収益 

臨時利益 
資本収入 
長期借入金 
その他資本収入 

86,555 
81,363 
72,198 
7,395 
1,770 
480 
56 
424 
0 

4,713 
4,713 

0 
支出 
営業費用 
医業費用 
給与費 
材料費 
経費 
その他医業費用 

一般管理費 
その他営業費用 
控除対象外消費税等 

営業外費用 
臨時損失 
資本支出 
建設改良費 
償還金 
その他資本支出 

84,771 
75,330 
71,520 
39,399 
20,688 
11,128 

304 
1,748 
963 

1,099 
132 
0 

9,309 
4,796 
4,474 

40 
※それぞれ百万円未満四捨五入。 
【人件費の見積り】 
期間中総額40,889百万円を支出する。 

                   （百万円） 
区 分 計 画 実 績 増 減 

収入 
営業収益 
医業収益 
運営費負担金収益 
その他営業収益 

営業外収益 
運営費負担金収益 
その他営業外収益 

臨時利益 
資本収入 
長期借入金 
その他資本収入 

21,642 
20,392 
18,049 
1,899 
444 
119 
13 
106 
0 

1,131 
1,131 

0 

21,775 
20,620 
17,998 
1,899 
723 
99 
13 
86 
0 

1,056 
1,047 

0            

133 
228 
△51 

0 
279 
△20 

0 
△20 

0 
△75 
△84 

0 

支出 
営業費用 
医業費用 
給与費 
材料費 
経費 
その他医業費用 

一般管理費 
その他営業費用 

 控除対象外消費税等 
営業外費用 
臨時損失 
資本支出 
建設改良費 
償還金 
その他資本支出 

21,197 
18,834 
17,880 
9,850 
5,172 
2,782 

76 
437 
242 
275 
31 
0 

2,332 
1,153 
1,169 

10 

20,497 
18,808 
18,417 
10,259 
5,182 
2,870 
105 
355 
105 
355 
37 
0 

1,655 
1,093 
563 
0 

△699 
△26 
△537 
409 
10 
88 
29 

△82 
△137 

80 
6 
0 

△677 
△61 
△606 
△10 

※それぞれ百万円未満四捨五入。マイナスは△で表示。 
【人件費の見積り】               【人件費の実績】 
期間中総額10,223百万円を支出する。    営業費用10,579百万円 

 
・控除対象外消費税等は、
取得した貯蔵品に係る仮払
消費税等を計上。 
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中期計画 令和５年度の年度計画及びその実績 特記事項 

 

（百万円） 

区 分 金 額 

収入の部 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金収益 

その他営業収益 

営業外収益 

運営費負担金収益 

その他営業外収益 

臨時利益 

82,367 

81,920 

72,082 

7,395 

2,444 

447 

56 

392 

0 

支出の部 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

その他医業費用 

一般管理費 

その他営業費用 

控除対象外消費税等 

営業外費用 

臨時損失 

81,547 

81,284 

75,095 

40,029 

19,520 

10,170 

5,099 

277 

1,685 

963 

3,541 

131 

132 

純利益 820 

※それぞれ百万円未満四捨五入。 

 

                   

 （百万円） 

区 分 計 画 実 績 増 減 

収入の部 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金収益 

その他営業収益 

営業外収益 

運営費負担金収益 

その他営業外収益 

臨時利益 

20,642 

20,531 

18,020 

1,899 

612 

111 

13 

98 

0 

20,899 

20,800 

17,998 

1,899 

902 

99 

13 

86 

0 

257 

269 

22 

0 

290 

△12 

0 

△12 

0 

支出の部 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

その他医業費用 

一般管理費 

その他営業費用 

控除対象外消費税等 

営業外費用 

臨時損失 

20,426 

20,368 

18,823 

10,007 

4,880 

2,543 

1,324 

69 

423 

242 

881 

30 

27 

21,111 

21,061 

19,803 

10,340 

5,185 

2,877 

1,296 

105 

373 

0 

885 

33 

16 

685 

693 

980 

333 

305 

334 

△28 

36 

△50 

△242 

4 

3 

△11 

純利益 217 △212 △429 

※それぞれ百万円未満四捨五入。マイナスは△で表示。 

 

・計画欄は消費税等込みの

金額であるが、実績欄は消

費税等抜きの金額を記載。  

※損益計算書を税抜方式の

会計処理としている。 

 

・控除対象外消費税等は、

取得資産（固定資産、貯蔵

品）に係る仮払消費税等を

計上。 

 
 

大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 ２ 収支計画 
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大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 ３ 資金計画 

 

中期計画 令和５年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （百万円） 

区 分 金 額 

資金収入 

業務活動による収入 

診療業務による収入 

運営費負担金による収入 

その他の業務活動による収入 

投資活動による収入 

その他の投資活動による収入 

財務活動による収入 

長期借入れによる収入 

その他の財務活動による収入 

86,555 

81,842 

72,198 

7,450 

2,194 

0 

0 

4,713 

4,713 

0 

資金支出 

業務活動による支出 

給与費支出 

材料費支出 

その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

有形固定資産の取得による支出 

その他の投資活動による支出 

財務活動による支出 

長期借入金の返済による支出 

移行前地方債償還債務の償還による支出 

その他の財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

86,555 

75,462 

39,399 

20,688 

15,374 

4,836 

4,796 

40 

4,474 

3,404 

1,069 

0 

1,784 
※それぞれ百万円未満四捨五入。 
 

 

 

 

                   （百万円） 

区 分 計 画 実 績 増 減 

資金収入 

業務活動による収入 

診療業務による収入 

運営費負担金による収入 

その他の業務活動による収入 

投資活動による収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

長期借入れによる収入 

その他の財務活動による収入 

21,642 

20,511 

18,049 

1,912 

550 

0 

0 

1,131 

1,131 

0 

22,293 

21,207 

18,237 

1,912 

1,058 

39 

39 

1,047 

1,047 

0 

651 

696 

188 

0 

508 

39 

39 

△84 

△84 

0 

資金支出 

業務活動による支出 

給与費支出 

材料費支出 

その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

有形固定資産の取得による支出 

その他の投資活動による支出 

財務活動による支出 

長期借入金の返済による支出 

移行前地方債償還債務の償還による支出 

その他の財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

21,642 

18,864 

9,850 

5,172 

3,843 

1,163 

1,153 

10 

1,169 

890 

278 

0  

446 

22,293 

19,777 

10,727 

5,246 

3,805 

1,217 

1,217 

0 

951 

673 

278 

0 

348 

652 

913 

877 

74 

△38 

54 

54 

△10 

△218 

△217 

0 

0 

△98 
※それぞれ百万円未満四捨五入。マイナスは△で表示。 

 

 

 

 

・定期預金の預入・払

出に係る資金移動を除

外。 

 

・セグメント間の資金

移動を「その他の財務

活動による収入」「そ

の他の財務活動による

支出」に計上。 

 

・本部の業務支出（給

与費など）は「その他

の業務活動による支

出」に一括計上。 
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大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 ４ 短期借入金の限度額 
 

中期計画 令和５年度計画 左の実績 特記事項 

短期借入金の限度額 

（１）限度額 1,700百万円 

（２）想定される短期借入金の発生理由 

賞与の支給等、資金繰り資金への対応 

短期借入金の限度額 

（１）限度額 1,700百万円 

（２）想定される短期借入金の発生理由 

賞与の支給等、資金繰り資金への対応等 

なし  

 

大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 ５ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 
 

中期計画 令和５年度計画 左の実績 特記事項 

出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となる

ことが見込まれる財産の処分に関する計画 

  なし 

出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となるこ

とが見込まれる財産の処分に関する計画 

なし 

なし  

 

大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 ６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
 

中期計画 令和５年度計画 左の実績 特記事項 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

なし  

 

大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項 

中項目 ７ 剰余金の使途 
 

中期計画 令和５年度計画 左の実績 特記事項 

剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整

備、医療機器の購入、病院建替えに向けた機能強化に必要

な人材確保及び人材育成等に充てる。 

剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、

医療機器の購入、病院建替えに向けた機能強化に必要な人材

確保及び人材育成等に充てる。 

－  
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大項目 第４ その他業務運営に関する重要事項 

中項目 １ 人材の確保と育成に関する計画 

 

中

期

目

標 

１ 人材の確保と育成 

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、必要な人員を計画的に確保し、専門性の向上及び組織の活性化に配慮した 

人材の育成に努めること。  

また、職員の資質、能力及び勤務意欲の向上を図るため、公正で客観的な人事評価制度及び評価に基づく給与制度の運用に努めること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

１ 人材の確保と育成に関する計画

(No.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人材の確保と育成に関する計画

(No.56)  

・ 病院説明会の開催、養成校訪問等に

よるリクルート活動、 就職情報サイト

及びホームページの活用等により、効果

的な病院情報の発信を行い、優れた人材

を確保する。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 職種別人材の需給状況や他の医療機

関の採用状況などを見極め、採用試験の

５  

 

・総合医療センター主催の病院説明会及び見

学会を看護学生や薬学生、事務系学生向けに

計13回実施した。また、九州・中国地方の看

護系学科設置大学9校への訪問活動を行った。 

・就職情報サイトが主催する看護学生合同就

職説明会に9回出展した。 

・就職情報サイトや山口東京理科大学及び福

岡大学が主催する薬学生合同就職説明会に 3

回出展した。 

・山口しごとセンターが主催する就職説明会

に3回出展した。 

・機構ホームページや看護学生就職情報サイ

ト、地域情報誌の活用により、情報発信力の

強化を図った。 

・部署毎の業務内容や教育システム、福利厚

生など、学生等に関心のある内容を盛り込ん

だ、看護師応募者向けのＰＲ冊子及び薬剤師

応募者向けのＰＲ冊子を作成し、配布した。 

・Ｗｅｂ面接を積極的に取り入れ、県内外か

ら優秀な人材の確保に努めた。 

 

・職種別人材の需給状況や医療機関の採用状

況などの情報収集に努め、採用試験のあり方

■年度計画を十二分に達成 
 

【取組達成状況】 

・効果的な病院情報の発信        

・需給状況を鑑みた採用活動の実施   

・計画に基づく研修          

・医療需要の変化に対応した適切な人員配置                  

・実績評価及び人事評価の円滑な実施  

 

■長所及び問題点等 
・ヒアリング等を通じて医療需要の質の変化や

患者動向等を把握し、適切な人員配置を行った

他人事委員会勧告の状況を踏まえた給与改定

を行うなど、人事・給与制度の適正な運用を図

った。 

 

 

 

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

 

・ 高度専門医療など県立病院が担うべ

き医療を継続的に提供するため、全ての

職種において、優れた職員の確保を進め、

その育成を図り、医療需要の質の変化や

患者動向等に対応した適切な人員配置を

行うとともに給与制度の適正な運用に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり方について検証を行い、適時適切な

採用を進める。（再掲） 

 

・ 高度専門医療など県立病院が担うべ

き医療を継続的に提供するため、教育研

修計画に基づき計画的に研修を行い、医

師や看護師など質の高い医療が提供で

きる人材や病院経営を担える人材など

質の高い医療従事者の育成に努める。

（再掲）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 医療需要の質の変化や患者動向等に

対応した適切な人員配置を行うととも

に給与制度の適正な運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

について検証を行った上で、適切な採用試験

の実施に努めた。 

 

・助産師及び看護師採用試験については、６

回の定期試験に加え、随時採用試験を実施す

るなど適時適切な採用に努めた。 

・目的積立金を活用した修学資金返還支援給

付金枠の採用試験を拡充し、看護職員10名（看

護師９名、助産師１名）の採用予定者を確保

した。 

≪総合医療センター≫  

・新規採用職員を対象に、４月に研修を実施

した。 

・県ひとづくり財団が実施する研修への参加

等、院外研修の活用を推進した（60人）。 

≪こころの医療センター≫ 

・県ひとづくり財団が実施する研修への参加

等、院外研修の活用を推進した（10人）。 

≪本部事務局≫ 

・県ひとづくり財団が実施する研修への参加

等、院外研修の活用を推進した（6人）。 

 

・総合医療センターの機能強化・建替えを着

実に進めるため、本部事務局に設計施工監理

室を新設した。 

・医療需要に応じた体制の強化や医師の働き

方改革に向けたタスクシフトの推進等のため

診療放射線技師２名及び臨床工学技士１名を

増員するとともに、薬剤師、理学療法士、言

語聴覚士の採用を行い、所要人員を配置した。 

・欠員発生に伴う年度途中での職員採用等、

適切な人員配置の維持に努めた。 

・人事委員会勧告等を踏まえ、適正な給与水
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

・ 人事評価制度については、より医療

現場の実態に適合するように見直しを行

い、 職員の勤務成績や病院への貢献度等

を適正に評価し、職員の意欲の向上や計

画的な人材育成を図り、医療の質や病院

業績の向上を図る。 

 

 

 

 

 

・ 職員の意欲の向上や計画的な人材育

成を図り、医療の質や病院業績の向上を

図るため、実績評価・能力評価制度や、

インセンティブを導入した医師人事評

価制度及び有期職員評価制度の円滑な

運用に努める。 

 

 

 

準となるよう、給与改定を行った。 

 

・職員(医師及び有期職員除く)を対象とする

実績評価及び能力評価の円滑な実施に努めた 

・有期職員を対象とした勤務状況の評価制度

の円滑な実施に努めた。 

・診療科を代表する部長等の医師に係る行動

評価及び業績評価の円滑な実施に努めた。 

・医師等のモチベーションの向上や地域医療

貢献のため、インセンティブ制度の円滑な実

施に努めた。 

 

大項目 第４ その他業務運営に関する重要事項 

中項目 ２ 働きやすい職場環境づくりに関する計画 

 

中

期

目

標 

２ 働きやすい職場環境づくり 

医師をはじめとする医療従事者の働き方改革の実現に向けて、多様な勤務形態の導入、タスクシフト／シェアの推進、ＩＣＴの活用など業務負担 

の軽減に向けた取組、育児支援の充実など、国の動向も踏まえ、職員の働きやすい職場環境づくりを進めること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

２ 働きやすい職場づくりに関する計画

(No.57) 

・ 働きやすい環境づくりを進めるため、

引き続き、定期的な職員満足度調査など

の必要な調査を実施し、現状把握を行っ

た上で、計画的に就労環境の整備を行う。 

 

 

 

 

 

２ 働きやすい職場づくりに関する計

画(No.57)  

・ 職員満足度調査や必要な調査を実施

し、現状把握を行い、必要な就労環境の

整備に係る検討を行う。 

 

 

 ・ 長時間労働の縮減や計画的な年次

有給休暇の取得を促進し、引き続き職員

の仕事と生活の調和がとれる、働きやす

い環境づくりに努める。 

５ 

 

 

 

・職員満足度アンケート調査の結果を両病院

に共有し、夜間勤務帯の人員確保等の所属の

実態に応じた適切な就労環境の整備に努め

た。 

 

・職員の時間外勤務の状況を把握し、特に時

間外勤務の多い職員には面談を行い、業務配

分などの改善に努めた。 

 

■年度計画を十二分に達成 
 

【取組達成状況】 

・就労環境の整備              

・院内保育の充実           

 

■長所及び問題点等 
・職員満足度アンケート調査や職員ヒアリング

などを行い、その結果を踏まえて勤務環境の改

善を促進した。 

・夜間看護業務従事者子育て応援給付金制度の

適 
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中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

 

 

 

 

 

 

・ 育児休業制度の適切な運用と合わせ

て、院内保育所の更なる充実を図るなど、

育児中の職員の働きやすい職場づくりに

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 医師等の医療従事者の働き方改革を

実現するため、業務負担の軽減や適切な

労務管理を行うためのＩＣＴの活用やタ

スクシフト・タスクシェアなどを推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 育児中に夜間勤務に従事する看護職

員の負担軽減を図るため、夜間看護業務

従事者子育て応援給付金制度の適切な

運用を図る。 

  

・ 総合医療センターにおいては、育児

休業制度の適切な運用と併せ、院内保育

所について利用者の意見を踏まえ、利用

しやすい制度となるよう適宜改善に努

める。 

 

 

 

 

 

 

・ こころの医療センターにおいては、

民間保育所の適切な利活用に努める。 

 

・ 医師等の医療従事者の働き方改革を

実現するため、業務負担の軽減や適切な

労務管理を行うためのＩＣＴの活用や

タスクシフト・タスクシェアなどを推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・夜間看護業務従事者子育て応援給付金制度

により、育児を行う職員が夜勤に従事した場

合に夜勤協力給付金を支給するなど、就学前

の子供を抱える夜間勤務者の負担軽減策を講

じた。 

・男女ともに仕事と家庭の両立がしやすくな

るよう、子の看護休暇の取得対象となる子の

範囲を拡大した。          

・保護者からの問い合わせや保育園園長から

の相談について適切に対応した。 

・保護者の会（父母の会）に参加し、保護者

との意見交換を行った。 

・園児数は46人で対前年度比で△4人である。 

・利用者の意見を踏まえ、育児休業中であっ

ても、保育園の利用を可能としている。 

 

・民間保育所（シーサイド病院の院内保育所）

の閉鎖に伴い、新たな民間保育所の確保に向

けて情報収集に努めた。 

・国のガイドライン等を踏まえ、雇用形態に

かかわらない公正な待遇の確保に努めた。 

・全職員を対象とした勤怠管理システムの本

格運用を開始するなど、医師をはじめとする

医療従事者の働き方改革の実現に向けた体制

を整備した。 

・医師の勤務間インターバル制度等の義務化

に対応するため、当機構における対応を整理

し、職員に周知した。また、医療機関勤務環

境評価センターから取組に対する評価を受け

た後、県から時間外労働の上限を延長する特

定労務管理対象機関の指定を受けた。 

周知・活用促進により、就学前の子供を抱える

夜間勤務者の負担軽減策を図り、夜勤従事者の

確保につなげた。 
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大項目 第４ その他業務運営に関する重要事項 

中項目 ４ 県立総合医療センターの機能強化 

 

中

期

目

標 

４ 県立総合医療センターの機能強化 

医療ニーズが多様化・高度化する中、より高いレベルの安心を将来に向けて確保するため、全面的な建て替えを基本に抜本的な機能強化を着実に推

進すること。なお、本取組を進めるにあたり、県と十分に連携すること。 

 

中期計画 令和５年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 評定の理由、長所及び問題点等 県検証 

４ 総合医療センターの機能強化

(No.58) 

・ 総合医療センターが将来にわたって、

本県の高度専門医療や感染症医療の拠点

として中核的な役割を一層果たしていけ

るよう、全面的な建替えを基本とする機

能強化に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 総合医療センターの機能強化

(No.58) 

・ 総合医療センターが将来にわたっ

て、本県の高度専門医療や感染症医療の

拠点として中核的な役割を一層果たし

ていけるよう、全面的な建替えによる機

能強化に取り組む 

 

３ 

 

 

 

・総合医療センターの機能強化・建替えを着

実に進めるため、本部事務局に設計施工監理

室を新設した。 

・「県立総合医療センター機能強化基本構想

検討委員会」への参画や、専門的な見地から

基礎資料作成や検証等により支援を行った

「県立総合医療センター機能強化基本構想」

が、県において、策定された。 

・「県立総合医療センター施設整備基本計画

策定業務委託審査委員会」にて、県が行う業

者選定に、委員として参画するとともに、基

本計画の策定に必要な調査、支援等を実施し

た。 

■年度計画を概ね達成 
 

【取組達成状況】 

・医療機能の強化 

 

 
 

 

適 
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■項目別評価結果総括表 ■項目別評価結果総括表

（大項目）

（中項目） 5点 4点 3点 2点 1点 計

（小項目）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

第１ 47 6 27 14 0 0 47 3.80 a 0.50 1.90

１　医療の提供 43 6 24 13 0 0 43 3.84

(1) 26 5 11 10 26 3.81

(2) 地域医療への支援 3 2 1 3 3.67

(3) 医療従事者の確保、専門性の向上 2 1 1 2 4.50

(4) 医療に関する安全性の確保 3 3 3 4.00

(5) 患者サービスの向上 8 6 2 8 3.75

(6) 施設設備の整備 1 1 1 4.00

２ 医療に関する調査及び研究 1 1 1 4.00

３ 医療従事者等の研修 3 2 1 3 3.67

第２ 業務運営の改善及び効率化 7 0 4 3 0 0 7 3.60 a 0.20 0.70

１　適切な法人運営を行うための体制の強化 1 1 1 4.00

２　効率的・効果的な業務運営 4 2 2 4 3.50

３　収入の確保、費用の節減・適正化 2 1 1 2 3.50

第３ 財務内容の改善（予算、収支計画及び資金計画） 1 1 1 2.00 c 0.20 0.40

第４ その他業務運営に関する重要事項 3 2 0 1 0 0 3 4.30 s 0.10 0.40

１ 人材の確保と育成に関する計画 1 1 1 5.00

２ 働きやすい職場づくりに関する計画 1 1 1 5.00

３ 総合医療センターの機能強化に関する計画 1 1 1 3.00

58 8 31 18 1 0 58 1.00 3.40 Ｂ

個別項目
別評価の
評点の平
均値（ウ
エイト反
映後）

全体
評価

個別項目
別評価の
評点の平
均値

大項目別
評価

大項目の
ウエイト

区　　　　　　　　　　　　　　分 個別項目別評価の評点の内訳（個数）

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

県立病院として積極的に対応すべき医療の充実

全　　　　　　　　　体

評価対象
個別項目

数

 
※ S評価（4.3～）A評価（3.5～4.2）B評価（2.7～3.4）C評価（1.9～2.6） 

 


